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令和７年第３回藍住町議会定例会会議録（第１日） 

令和７年９月３日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂に招集された。 

１ 出席議員 

１番議員 栗島 和義 ９番議員 森  伸二 

２番議員 新居 純一 １０番議員 小川 幸英 

３番議員 元木 春香 １１番議員 林   茂 

４番議員 紙永 芳夫 １２番議員 奥村 晴明 

５番議員 竹内 君彦 １３番議員 佐野 慶一 

６番議員 永浜 浩幸 １４番議員 森  志郎 

７番議員 前田 晃良 １５番議員 鳥海 典昭 

８番議員 宮本 影子 １６番議員 米本 義博 

２ 欠席議員     

   なし 

３ 議会事務局出席者 

   議会事務局長 島川 紀子          主任  小倉 麻里 

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者 

町長 髙橋 英夫 

副町長 齊藤 秀樹 

副町長 河原 英治 

監査委員 塚原  喬 

教育長 堤  広幸 

教育次長 大地 亜由美 

会計管理者 山瀬 佳美 

理事兼総務課長 小川 哲央 

福祉課長 深見 亜喜 

企画政策課長 大隅 久視子 

税務課長 増原 浩幸 

健康推進課長 上崎 雅史 

保健センター所長 宮本 洋子 

社会教育課長 重見 高博 

住民課長 堺  政仁 
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生活環境課長 鈴木 恵子 

建設産業課長 長楽 浩司 

上下水道課長 畦地 英志 

５ 議事日程 

 （１）議事日程（第１号） 

第１  会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 議第５４号 令和６年度藍住町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第４  議第５５号 令和６年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）歳入

歳出決算の認定について 

第５ 議第５６号 令和６年度藍住町特別会計（介護保険事業）歳入歳出

決算の認定について 

第６  議第５７号 令和６年度藍住町特別会計（介護サービス事業）歳入

歳出決算の認定について 

第７  議第５８号 令和６年度藍住町特別会計（後期高齢者医療事業）歳

入歳出決算の認定について 

第８  議第５９号 令和６年度藍住町水道事業会計利益の処分及び歳入

歳出決算の認定について 

第９  議第６０号 令和６年度藍住町下水道事業会計歳入歳出決算の認

定について 

第１０  議第６１号 令和７年度藍住町一般会計補正予算について 

第１１  議第６２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に

ついて 

第１２  議第６３号 藍住町の職員の育児休業等に関する条例の一部改正

について 

第１３  議第６４号 藍住町子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料

に関する条例の一部改正について 

第１４  議第６５号 戸籍総合システム機器更新業務契約の締結について 

第１５  議第６６号 （仮称）藍住町世代間交流施設整備事業の事業請負契

約の締結について 
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第１６  報告第７号 令和６年度財政健全化判断比率の報告について 

第１７  報告第８号 令和６年度水道事業会計資金不足比率の報告につい

て 

第１８  報告第９号 令和６年度下水道事業会計資金不足比率の報告につ

いて 
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令和７年藍住町議会第３回定例会会議録 

９月３日 

午前１０時開会 

○議長（米本義博君） おはようございます。本日は、令和７年第３回藍住町議会

定例会に御出席をくださいまして、ありがとうございます。 

ただいまから、令和７年第３回藍住町議会定例会を開会します。 

 

○議長（米本義博君） 日程に入るに先立ちまして、諸般の報告をいたします。 

本日までに１件の請願が提出されておりますので、お手元に請願文書表をお配り

しております。後ほど御覧いただきたいと思います。 

続いて、議員派遣について、議会だより１２２号に報告してありますが、７月１

日と２日、友好都市交流及び災害についての視察研修を議員ほか職員の１４名で、

山形県河北町、宮城県石巻市にて実施いたしました。河北町は令和２年７月に発生

した豪雨災害で大きな水害に見舞われ、河川周辺地区を中心に甚大な被害を受けま

した。研修では、被害状況に加え、復旧復興に至る過程を詳細に説明していただき

ました。防災についての研修後、紅花資料館で友好の礎となった紅花染め体験を通

じての交流や、役場庁舎に隣接する児童動物園の視察を実施していただきました。

石巻市では、震災遺構門脇小学校で研修を実施しました。震災遺構として保存され

ている門脇小学校は、東日本大震災で起こった事や教訓を継承するために整備され

た場所の１つです。震災当時、教頭だった語り部の佐藤裕一郎さんから、地震発生

から避難までの過程について御自身が経験されたこと、そのままを語っていただき

ました。その話の後、議員から「小学生が高台に避難するときに、町民の方と一緒

に手をつないで避難したのか。」という問いに、「確認はしていないが、下校途中

の児童を地域の方が家まで送り届けてくれた事を後から聞いてうれしかった。」。

また、「震災後の児童の心のケアをどうしたのか。」という質問には、「カウンセ

ラーに来ていただくだけでなく、学校では児童が普段どおりの生活が送れるように

との思いでサポートした。」と答えていただきました。南海トラフ地震の発生が危

惧されていることに加え、近年は台風、豪雨、豪雪、土砂災害による大きな被害が、

全国各地で住民生活や経済活動に深刻な影響を及ぼしています。近年、藍住町では

大規模な災害の被災体験がありませんが、災害は時と場所を選ぶことなく起こりま

す。大規模な災害に遭ったとき、町民の生命、財産を守るためにはどうすればよい
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のか、議員として議会としてどんなことができるのか、研修で学んだことを参考に

考えていきたいと思います。 

 

○議長（米本義博君） これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

 

○議長（米本義博君） 本会期の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

よって、９番議員、森伸二君及び１０番議員、小川幸英君を指名します。 

 

○議長（米本義博君） 日程第２、「会期の決定」についてを議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月２４日までの２２日間にしたい

と思いますが、御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から９月２４日までの２２日間に決定しました。 

 

○議長（米本義博君） 日程第３、議第５４号「令和６年度藍住町一般会計歳入歳

出決算の認定について」から、日程第１５、議第６６号「（仮称）藍住町世代間交

流施設整備事業の事業請負契約の締結について」までの１３議案及び日程第１６、

報告第７号「令和６年度財政健全化判断比率の報告について」から、日程第１８、

報告第９号「令和６年度下水道事業会計資金不足比率の報告について」までを一括

議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） おはようございます。さて、本日、令和７年第３回定例会

を招集いたしましたところ、議員各位には御多忙中にも関わりませず御出席を賜り、

厚く御礼を申し上げます。 

議長から提案理由の説明を求められたところでありますが、説明に先立ち、行政

報告を申し上げ、一層の御理解を賜っておきたいと存じます。 

初めに、町政施行７０周年記念事業についてであります。去る８月１７日、総合
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文化ホールにおきまして、俳優で気象予報士として御活躍されている石原良純さん

をお招きし記念講演会を開催いたしました。御来場者５４６名の町民の皆様は、石

原さんのユーモアを交えた語り口に、時に笑い、時には真剣に私たちを取り巻く気

象と自然環境のお話に深く聞き入っておられました。近年、日本各地でかつて経験

したことのない豪雨災害が頻発しております。この講演会を契機に防災への意識を

一層高め、町民の皆様とともに災害への備えを進めてまいりたいと思います。また、

１０月２６日には、同じく総合文化ホールにおいて、藍染衣装のファッションショ

ー、インディゴコレクション２０２５の開催を予定しております。自身がモデルと

なってステージで自作の藍染衣装を披露するこの催しに、就学前から大学生までの

若い世代を含む多くの方から、関心を持って参加申込を頂いております。ステージ

本番に向けて、参加者は藍染衣装の製作やウォーキングレッスンなど、現在入念な

準備を進めております。この記念事業を通じて、本町のすばらしい藍文化を若い世

代に継承するとともに、伝統が息づく藍住町の魅力を全国に広く発信してまいりま

す。 

次に、物価高対策についてであります。依然として続く物価高騰への対策として、

昨年度に実施いたしました定額減税を補足する当初調整給付によりましても、なお

給付すべき減税不足額が残る方等に対し、８月中旬以降、順次通知発送又は申請受

付により調整給付の不足額給付を実施しています。さらに今月から、物価高騰対策

プレミアム商品券事業を開始しております。８月１日現在で本町に住民登録のある

１万５，６６２世帯の世帯主の皆様にプレミアム商品券の購入券を発送しておりま

す。１万円で購入できる５，０００円のプレミアム付き商品券１万５，０００円分

を町内の登録店舗で御利用いただくことで、町民の皆様の生活を支援するとともに

町内事業者の経済的影響の緩和を図ってまいります。 

次に、東部地区に計画しています防災備蓄倉庫整備事業についてであります。現

在検討中ではありますが、災害時の物資を備える備蓄機能だけではなく、緊急時に

命を守る避難機能を備えた新たな防災拠点として整備する方針であります。具体的

には今後検討を重ね、町民の皆様のより一層の安心安全のため本町の防災力向上を

図ってまいります。 

次に、（仮称）藍住町世代間交流施設整備事業についてであります。本年３月に

基本計画を策定し、４月からは公募型プロポーザル方式による設計・施工事業者の

選定を開始いたしました。事業者選定にあたっては、建築の専門家等で構成された
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（仮称）藍住町世代間交流施設整備事業設計・施工者選定委員会において慎重に審

議され、この度、事業者が決定いたしました。今後は事業請負契約の締結について

本定例会で御承認を頂き、令和１０年の施設供用開始に向けて着実に事業を進めて

まいります。 

次に、子育て支援についてであります。既に国の制度により、３歳から５歳児と

０歳から２歳児の第３子以降の保育料は無償化となっておりますが、この度、徳島

県では助成事業拡大により０歳から２歳児の保育料を無償とした場合、町が負担す

る費用の半額を県が負担することになりました。これを受け、本町では０歳から２

歳児の保育料の無償化を今月から実施しております。これにより、子育て世帯の経

済的負担の軽減をより一層図ってまいります。 

次に、認知症に関する普及啓発事業についてであります。我が国では、共生社会

の実現を推進するための認知症基本法において、毎年９月を認知症月間、９月２１

日を認知症の日と定め、国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため

の施策を推進しています。本町におきましても、板野郡内４町及び医師会と連携し、

在宅医療と介護を一体的に提供することを目的とした在宅医療・介護連携推進事業

を行っております。その一環として、今月２１日に、認知症をテーマとした講演会

を開催いたします。多くの町民の皆様に御参加いただき、認知症に関する正しい知

識と認知症の方への正しい理解が深まることを期待しております。 

次に、グローバル人材の育成支援についてであります。中学生の海外派遣事業に

ついて、本年度は、より多くの中学生に外国の生活、習慣、文化を体験していただ

き、国際感覚を培っていただくため、昨年度より４名多い、１６名の中学生を８月

１７日から１０日間、オーストラリアへ派遣いたしました。オーストラリアのシド

ニーにてホストファミリーや現地の生徒との交流を中心に様々な活動を経験し、国

際感覚の基礎を培うことができたのではないかと考えております。今後もグローバ

ルな視野を持って活躍できる人材の育成に、より一層努めてまいります。 

次に、教育環境の充実についてであります。子供たちの学力向上を図るため、図

書館２階の農業振興センターにおいて、中学生と小学５、６年生を対象に、夏休み

期間中に、自習室を臨時的に開設いたしました。夏休み期間のうち９日間のみの開

設ではありましたが、延べ４９名の利用がありました。また、今回は１１名の高校

生に自習補助ボランティアとして御協力を頂き、質問がない時には自身の自習も可

能であったため、生徒の皆さんにも好評でありました。図書館の自習コーナーにお
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いても試験前や夏休み期間中には多くの生徒さんに御利用いただきました。今後も

子供たちの学ぶ意欲を後押しできるような取組を検討してまいります。 

最後に、藍の魅力発信についてであります。現在開催中の大阪・関西万博へ本町

も去る７月２６日から３日間の日程で参加いたしました。藍のたたき染めエコバッ

グづくりや藍の石鹸づくりなどのワークショップを開催し、来場者の方々に本町が

誇る藍文化の一端に触れていただきました。また、本町のプロモーション動画や日

本語、英語表記のパンフレットにより、藍文化と藍の館の魅力をＰＲいたしました。

さらに、藍を使った食品や様々な藍染製品の物販では、完売となる商品も出るなど

好評を博し、来場された国内外の多くの方々に藍の魅力を、そして藍住町の魅力を

お伝えできたのではないかと考えております。 

それではこれより、提案理由の説明を申し上げたいと存じます。議第５４号「令

和６年度藍住町一般会計歳入歳出決算の認定について」は、歳入総額が１３７億２

３７万５，９７５円、歳出総額が１２７億２，６２２万９，９９３円、差引き９億

７，６１４万５，９８２円となり、このうち、継続費及び繰越明許費に係る繰越財

源が１億１，２６０万４４０円であり、実質収支額は８億６，３５４万５，５４２

円となっております。さらに、実質収支額のうち、地方自治法の規定による基金繰

入額３億円を基金へ繰入れするため、差引き５億６，３５４万５，５４２円が令和

７年度への繰越額となりました。 

議第５５号「令和６年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）歳入歳出決算の認

定について」は、歳入総額が３２億９，７５５万３，８２８円、歳出総額が３１億

７，５９１万１，０８７円で、差引き１億２，１６４万２，７４１円となり、令和

７年度への繰越額となりました。今後一層、医療費の適正化に努めてまいります。 

議第５６号「令和６年度藍住町特別会計（介護保険事業）歳入歳出決算の認定に

ついて」は、歳入総額が３１億４，０６２万９，４７９円、歳出総額が２８億８，

１８５万４，０２８円、差引き２億５，８７７万５，４５１円となり、令和７年度

への繰越額となりました。歳出のうち、介護保険給付費は２６億７，４８１万１，

８２５円であり、前年度と比較して約５パーセント増加しております。 

議第５７号「令和６年度藍住町特別会計（介護サービス事業）歳入歳出決算の認

定について」は、歳入総額が１，２０５万５６０円、歳出総額が歳入と同額の１，

２０５万５６０円となりました。 

議第５８号「令和６年度藍住町特別会計（後期高齢者医療事業）歳入歳出決算の
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認定について」は、歳入総額が５億２，２２５万８２９円、歳出総額が５億９０４

万９，５３９円で、差引き１，３２０万１，２９０円となり、令和７年度への繰越

額となりました。なお一層の高齢者福祉の増進に努めてまいります。 

議第５９号「令和６年度藍住町水道事業会計利益の処分及び歳入歳出決算の認定

について」は、収益的収支で収入総額が５億３，４５９万６，６４４円、支出総額

が４億８，２２６万６，９５３円となり、消費税経理の後、３，０８４万３，４２

６円の当年度純利益を計上しました。剰余金の処分は、減債積立金に１，０００万

円、建設改良積立金に２，０００万円を積立てるとともに、資本金へ１億４，６９

３万３，７２８円を組入れしたいと考えております。次に資本的収支では、収入総

額が７３６万２，４００円、支出総額が２億８，５３９万３，７３８円で資本的収

支不足額が２億７，８０３万１，３３８円となり、消費税資本的収支調整額、当年

度分損益勘定留保資金等で補填をしております。今後とも、町民の皆様に安全で良

質な水道水を安定供給するという経営理念をもとに、サービスの向上と健全な水道

事業経営に努めてまいります。 

議第６０号「令和６年度藍住町下水道事業会計歳入歳出決算の認定について」は、

収益的収支で収入総額が３億９，３１３万９，１９０円、支出総額が３億３，０９

４万３，７８８円となり、消費税経費の後、６，２８７万５，８０３円の当年度純

利益を計上いたしました。次に収益的収支では、収入総額が１億２，０６９万２，

０００円、支出総額が２億３，１５４万７，４２６円で、資本的収支不足額が１億

１，０８５万５，４２６円となり、当年度分損益勘定留保資金、未処分利益剰余金

で補填をしております。今後とも、一層の下水道事業効率化を図りつつ、事業の推

進に努めてまいります。 

議第６１号「令和７年度藍住町一般会計補正予算について」は、歳入歳出とも１

億７，０００万円追加し、予算総額を１４８億２，１００万円とするものでありま

す。歳出補正の主な内容を申し上げます。総務費では、地球温暖化対策実行計画改

定業務委託料、国勢調査費等で１，９７４万８，０００円増額。民生費では保育所

空調機改修工事、保育環境改善等事業、国庫支出金等精算返納金等で７，０５２万

１，０００円増額。土木費では、町道舗装工事費等で１，７８５万円増額。教育費

では、学校教育施設工事費、社会体育施設工事費等で６，０９２万５，０００円増

額を行うものであります。歳入補正の主な内容では、地方交付税で３，０７８万４，

０００円増額、国庫支出金で３，１３３万６，０００円増額、繰入金で３億１，７
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２５万円減額、繰越金で４億１，３５４万５，０００円増額、諸収入で５，３７９

万９，０００円減額、町債で６，３２５万円増額を行うものであります。 

議第６２号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」は、人

事院規則の一部改正に伴い本条例の一部を改正するものであります。 

議第６３号「藍住町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」は、地

方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い本条例の一部を改正するもの

であります。 

議第６４号「藍住町子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料に関する条

例の一部改正について」は、妊婦のための支援給付制度の新設により、子ども・子

育て支援法に定められた規定が改定されたことに伴い本条例の一部を改正するもの

であります。 

議第６５号「戸籍総合システム機器更新業務契約の締結について」は、戸籍総合

システム機器更新業務に係るハードウェアを購入するにあたり議会の議決を求める

ものであります。 

議第６６号「（仮称）藍住町世代間交流施設整備事業の事業請負契約の締結につ

いて」は、公募型プロポーザル方式により選定された事業者と事業請負契約を締結

するため議会の議決を求めるものであります。 

これらの議案のほか報告案件といたしまして、令和６年度の財政健全化判断比率

と水道事業会計及び下水道事業会計の資金不足比率について、それぞれ報告をさせ

ていただいております。後ほど御覧いただき御理解を賜りたいと存じます。 

以上、提案理由とその概要を申し上げましたが、何とぞ十分御審議の上、原案ど

おりお認めを頂きますようお願い申し上げまして提案理由の説明といたします。 

 

○議長（米本義博君） 続きまして、監査報告について、本定例会に上程されてお

ります議案のうち決算に関する案件が７件ございますので、ただいまから審査結果

について塚原監査委員から報告を求めます。 

塚原監査委員。 

〔監査委員 塚原喬君登壇〕 

◎監査委員（塚原喬君） 議長から監査結果の報告を求められましたので、代表い

たしまして、審査結果の御報告を申し上げたいと思います。それでは、令和６年度

藍住町一般会計歳入歳出決算審査の結果を御報告申し上げます。審査は８月４日と
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７日の両日に実施をいたしました。審査の結果の総括的な意見といたしまして、会

計処理については、町条例及び役場処務規程並びに財務規則にのっとり処理されて

おります。また、収入支出の決算額につきましては、出納証書類を照合の上、さら

にその内容につき検討を加え審査いたしました結果、決算書は収入支出の状況並び

に財産増減の状況が正しく示されており、その内容につきましても適正なものと認

定をいたしました。政府が７月の月例経済報告で、国内景気の現状について緩やか

に回復しているという基調判断を５月からの３か月連続で据え置いています。本町

は健全財政を維持しているものの、少子高齢化の進展に伴う社会保障費の増大及び

社会変化等により行政の果たす役割は今後ますます増え、多額の財政需要が見込ま

れています。今後の事務執行にあたっては、景気の動向に注視し、事務事業を不断

に見直し、計画的に事業を推進するとともに、多様化する住民ニーズに対応するた

め、住民生活を第一に考えながら限られた財源の効率的な配分と経費節減に努めら

れ、将来にわたり自立的、安定的で持続可能な行財政運営に努められるように、な

お一層、職員一丸となって取り組んでいただきますようお願い申し上げます。また、

各事務の執行におかれましては、先例や慣例にとらわれることなく、絶えず実施方

法の見直しや改善を行い事務執行にかかる適正化を担保し、維持していただきます

ようお願い申し上げます。 

次に、令和６年度藍住町特別会計国民健康保険事業、介護保険事業、介護サービ

ス事業、後期高齢者医療事業の４つの特別会計及び水道事業会計、下水道事業会計

の歳入歳出決算の審査結果について御報告申し上げます。審査は７月１８日に実施

いたしました。それぞれの決算書について、出納証書類を照合の上、さらにその内

容について検討を加え審査いたしました結果、会計処理は町条例等の諸規程に基づ

き適正に処理され、また、決算書は収入支出の状況、事業活動の状況並びに財産増

減の状況が正しく示されており、その内容も適正なものであると認定をいたしまし

たところでございます。独立した事業会計として設けられた特別会計でありますが、

各事業について住民が安心して暮らすことができるよう将来を見据えた視点に立ち、

今後とも効果的、効率的な事務執行に努められ健全な運営に当たっていただきます

ようお願い申し上げます。 

なお、国民保険事業及び後期高齢者医療事業に係る歳出のうち、１款総務費、１

項総務管理費、１目一般管理費の決算額は、国民保険事業で前年度比２，１２２万

３１８円、９４．２３パーセント増の４，３７４万６３７円。後期高齢者医療事業
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で１，３７６万３，９７７円、２６２．７２パーセント増の１，９００万３，０７

４円である。事業の運営にかかる人件費は各事業特別会計から支払いすべきである

との考えに基づき、令和６年度から組み替えしたためであります。今後とも将来に

わたり適切な運営ができるよう情勢を注視しつつ十分な分析を行うとともに、堅実

かつ柔軟な財政運営をお願いいたします。 

水道事業については、有水率は前年度比０．５ポイント減の８３．９パーセント

となっています。藍住町は急速に人口が増加し開発が進んだ沿革があり、今後水道

管路の老朽化も急激に進む可能性があることに留意し、投資計画とシミュレーショ

ンを行っていただきますようお願い申し上げます。 

下水道事業は、将来を見据えた視点に立ち、合理的な運営ができるよう方策を検

討していただきますようお願い申し上げます。以上、監査結果の報告といたします。 

 

○議長（米本義博君） ただいま議題となっております議第５４号から議第６６号

までは、先ほど提案理由の説明がありました。上程されております１３議案につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔質疑なし〕 

○議長（米本義博君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

○議長（米本義博君） お諮りします。ただいま、議題となっております１３議案

については、会議規則第３９条第１項の規定により、それぞれ所管の常任委員会に

付託して十分審査をしていただきたいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。 

したがって、議第５４号から議第６６号までの各議案はお手元に配りました議案

付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

 

○議長（米本義博君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

お諮りします。議案調査、委員会審査のため９月４日から９月１８日までの１５

日間を休会したいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。 
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したがって、９月４日から９月１８日までの１５日間を休会とすることに決定い

たしました。 

なお、次回本会議は、９月１９日午前１０時、本議場において再開しますので、

御出席をお願いします。 

これで散会します。 

                          午前１０時３５分散会 
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令和７年第３回藍住町議会定例会会議録（第２日） 

令和７年９月９日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂において再開された。 

１ 出席議員 

１番議員 栗島 和義 １０番議員 小川 幸英 

２番議員 新居 純一 １１番議員 林   茂 

３番議員 元木 春香 １２番議員 奥村 晴明 

４番議員 紙永 芳夫 １３番議員 佐野 慶一 

５番議員 竹内 君彦 １４番議員 森  志郎 

６番議員 永浜 浩幸 １５番議員 鳥海 典昭 

７番議員 前田 晃良 １６番議員 米本 義博 

９番議員 森  伸二   

２ 欠席議員     

    ８番議員  宮本 影子 

３ 議会事務局出席者 

   議会事務局長 島川 紀子          主任  小倉 麻里 

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者 

町長 髙橋 英夫 

副町長 齊藤 秀樹 

副町長 河原 英治 

理事兼総務課長 小川 哲央 

５ 議事日程 

  議事日程（第２号） 

第２  宮本影子君の議員辞職の件 
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令和７年藍住町議会第３回定例会会議録 

９月９日 

午後０時１５分開会 

○議長（米本義博君） ９月９日は休会の日ですが、議事の都合によって特に会議

を開きます。 

 

○議長（米本義博君） 本日の議事日程はお手元に配付したとおりです。 

 

○議長（米本義博君） 日程第１、「宮本影子君の議員辞職の件」を議題とします。

事務局長に辞職願を朗読させます。 

島川事務局長。 

◎議会事務局長（島川紀子君） （議案を朗読する） 

○議長（米本義博君） お諮りします。宮本影子君の議員辞職を許可することに、

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。したがって、宮本影子君の議員辞職

を許可することに決定いたしました。 

 

○議長（米本義博君） 以上で本日の日程は終了しました。 

お諮りします。議案調査のため９月１０日から９月１８日までの９日間、休会し

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。 

したがって、９月１０日から９月１８日までの９日間、休会とすることに決定し

ました。 

なお、次回本会議は９月１９日午前１０時、本議場において再開いたしますので、

御出席をお願いいたします。 

本日はこれをもって散会といたします。  

午後０時１７分散会 
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令和７年第３回藍住町議会定例会会議録（第３日） 

令和７年９月１９日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂において再開された。 

１ 出席議員 

１番議員 栗島 和義 １０番議員 小川 幸英 

２番議員 新居 純一 １１番議員 林   茂 

３番議員 元木 春香 １２番議員 奥村 晴明 

４番議員 紙永 芳夫 １３番議員 佐野 慶一 

５番議員 竹内 君彦 １４番議員 森  志郎 

６番議員 永浜 浩幸 １５番議員 鳥海 典昭 

７番議員 前田 晃良 １６番議員 米本 義博 

９番議員 森  伸二   

２ 欠席議員     

   なし 

３ 議会事務局出席者 

   議会事務局長 島川 紀子          主任  小倉 麻里 

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者 

町長 髙橋 英夫 

副町長 齊藤 秀樹 

副町長 河原 英治 

教育長 堤  広幸 

教育次長 大地 亜由美 

会計管理者 山瀬 佳美 

理事兼総務課長 小川 哲央 

福祉課長 深見 亜喜 

企画政策課長 大隅 久視子 

税務課長 増原 浩幸 

健康推進課長 上崎 雅史 

保健センター所長 宮本 洋子 

社会教育課長 重見 高博 

住民課長 堺  政仁 

生活環境課長 鈴木 恵子 
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建設産業課長 長楽 浩司 

上下水道課長 畦地 英志 

５ 議事日程 

  議事日程（第３号） 

第１ 一般質問 

  

 

１０番議員 小川 幸英 

１番議員 栗島 和義 

３番議員 元木 春香 

１１番議員 林      茂 

２番議員 新居 純一 
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令和７年藍住町議会第３回定例会会議録 

９月１９日 

午前１０時１分開議 

○議長（米本義博君） おはようございます。ただいまから、本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

                                                   

○議長（米本義博君） 日程第１、「一般質問」を行います。一般質問の通告があ

りましたのは５名であり、これより既定の順序によりまして一般質問を許可します。 

また、あらかじめお願いをしておきます。質問時間は１時間となっております。

質問者は通告内容に基づき、質問の趣旨を明確にして質問してください。理事者は、

質問内容に的確に答弁をするようお願いいたします。 

 

○議長（米本義博君） それでは、まず初めに１０番議員、小川幸英君の一般質問

を許可します。 

小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 議長より御指名いただきましたので、ただいまより

一般質問を行います。理事者におかれましては、明確な答弁をお願いしておきます。 

最初に藍住町コンプライアンス推進について伺います。令和５年、藍住町の学校

給食用の肉の調達をめぐる官製談合事件で元副町長ら３人が逮捕された。事件を受

けて、令和５年５月に不祥事の発生防止に向けた行動指針が策定されました。目的

として、１２月をコンプライアンス推進月間と定め、コンプライアンスに関する研

修を実施するなど、全職員のコンプライアンス意識の向上を図る取組として各所属

長による職員へのコンプライアンス研修会への実施研修資料として、不祥事の発生

防止に向けた行動指針を用いる２０分程度、コンプライアンス意識調査の実施とあ

ります。委員は町長、副町長、教育長他、課長級、幼稚園の園長、中央保育所の所

長で構成されていますが、あれだけの不祥事を起こしながら、なぜコンプライアン

ス推進のための会が身内だけで外部の委員が１人もいないのか。構成委員決定プロ

セス詳細と外部のいない、委員のいない理由はなぜか、伺います。 
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○議長（米本義博君） 小川理事。 

〔理事兼総務課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務課長（小川哲央君） お答え申し上げます。コンプライアンス推進会

議における構成委員の決定プロセスと外部委員がいない理由はなぜかという御質問

でございました。まず本町では、議員が申されました不祥事、つまり、元副町長と

元副議長らが逮捕された事件を受けまして、先に設置いたしておりましたコンプラ

イアンス対策検討会議において再発防止に向け検討をいたしました。その検討会議

の主な検討項目は、不祥事の検証や事務処理の見直し、改善、コンプライアンス研

修の充実、そしてコンプライアンス推進に向けた体制や取組でございます。この検

討会議におきまして検討協議を重ねた結果として、本町の不祥事の再発防止に向け

た行動指針を令和５年５月に策定いたしました。この行動指針において新たな組織

として、町長をトップに全ての課長級職員が構成員となるコンプライアンス推進会

議を設置することといたしました。本町のコンプライアンス推進会議は、コンプラ

イアンスに関する研修を実施するなど、職員１人１人のコンプライアンス意識の向

上を図ることを目的としております。つまり、法令遵守だけではなく、公務員とし

て求められる社会規範や社会的責任を自覚し、日々の業務の中で適切な行動が取れ

るよう組織的に取り組むことが推進会議の役割でございます。その意味でまずは、

組織内の管理職が自らの責任のもとリーダーシップを発揮し、率先してコンプライ

アンスの徹底を進めていくことが必要不可欠であると考えております。そのため、

推進会議は特別職及び課長職を中心とする管理職によって構成しております。その

一方で、外部の視点の重要性そのものは十分に認識しております。今後は必要に応

じ、コンプライアンス研修などを通じて外部有識者の助言を受けるなど、引き続き

コンプライアンス意識の向上に努めてまいりたいと考えております。以上、答弁と

いたします。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君起立〕 

●１０番議員（小川幸英君） 再問します。先般、住民の方から公開請求されて、

その内容は令和６年１２月のコンプライアンス推進会議及びその開催に関連する会

合や調査等や全ての文章を開示請求したが、この会は実際検討会議が開かれ、令和

５年５月にできたということですが、後の会はあったのでしょうか。開かれたので
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しょうか、伺います。 

○議長（米本義博君） 小川理事。 

〔理事兼総務課長 小川哲央君起立〕 

◎理事兼総務課長（小川哲央君） 検討会議とコンプライアンス推進会議、検討会

議のことでしょうか。検討会議につきましては、先に、先ほど答弁申し上げたよう

に令和５年１月に設置いたしております。この事件の前ですね。令和５年の１月に

設置しております。令和５年の５月に先ほど申し上げたように行動指針というのを

策定したわけですけれども、その間、適宜開催しておるところでございます。以上

でございます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君起立〕 

●１０番議員（小川幸英君） 再々問します。その開かれた会議録っていうんはあ

るんですか。 

○議長（米本義博君） 小川理事。 

〔理事兼総務課長 小川哲央君起立〕 

◎理事兼総務課長（小川哲央君） 議事録はございません。以上です。  

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 次に、令和６年１２月コンプライアンス推進月間と

して教職員を対象にコンプライアンス研修と意識調査を実施したが、その研修の具

体的な方法と内容、その後の意識調査の調査内容、また、調査結果をもとに現在ま

でどのようなコンプライアンス推進を行っているか伺います。 

○議長（米本義博君） 小川理事。 

〔理事兼総務課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務課長（小川哲央君） お答えいたします。昨年１２月のコンプライア

ンス推進月間における研修と意識調査などに関する御質問でございました。令和５

年に策定いたしました不祥事の再発防止に向けた行動指針において、１２月をコン

プライアンス推進月間と位置づけ、職員に対しコンプライアンスに関する研修を実

施しているところでございます。研修の具体的な方法と内容につきましては、各課

別に各所属長により少人数での参加型とし、研修資料として不祥事の発生防止に向
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けた行動指針を用いて地方公務員法における服務規律をはじめ、法令遵守などにつ

いて研修を実施いたしました。その際、職員へ無記名によるコンプライアンス意識

調査を実施いたしました。その意識調査の内容については大きく３点ございます。

まず、コンプライアンス研修を受けて意識はどう変わったか、コンプライアンス意

識向上に資する取組についての意見、その他意見等があれば記入してくださいとい

った内容でございます。このたび実施いたしました意識調査は、今後のコンプライ

アンス意識向上の参考とするため実施したものでございます。つまり、研修の方法

や内容などについて職員の意見を参考に有益な研修を図るための基礎資料とするこ

とを念頭に置いております。よって、今回の意識調査を踏まえまして、今後のコン

プライアンス意識向上の取組について検討しているところでございます。一方で、

これまでコンプライアンスに関して職員に対し課長会議などを通じて各種通知を行

っております。内容といたしましては、適切な事務処理の徹底について、メンタル

ヘルス及びハラスメント相談窓口について、服務規律について、法令等の違反が疑

われる場合の通報窓口等についてなどの通知を適宜行い、職員のコンプライアンス

意識の向上に努めているところでございます。いずれにいたしましても、コンプラ

イアンス向上の取組に終わりはなく、今後も継続的に研修等を行うことで職員のコ

ンプライアンス意識の一層の向上を図ってまいりたいと考えております。以上、答

弁といたします。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君起立〕 

●１０番議員（小川幸英君） 今、意識調査をやったということで答弁。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。再問でしょうか。 

●１０番議員（小川幸英君） 再問です。答弁いただきました。この意識調査、全

職員にアンケートを取ったということですが、これをこの回答どういうつもりで調

査したのか、伺います。 

○議長（米本義博君） 小川理事。 

〔理事兼総務課長 小川哲央君起立〕 

◎理事兼総務課長（小川哲央君） 先ほど答弁申し上げたと思うんですけれども、

この意識調査の目的というのは、職員の研修方法であるとか内容についてより有益

なものに図るために、職員の意識、また、意見っていうのを求めたところでござい
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ます。それが目的でございます。以上です。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） コンプライアンス推進会議を実行性のあるものにし、

町民の信頼回復や信頼に値する行政になるためには、今のコンプライアンス推進会

議の委員構成では。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

●１０番議員（小川幸英君） はい、失礼しました。１つ飛んでおります。住民か

らの情報公開請求で公開された職員からの調査結果、アンケート回答からは議員に

対しての言及が複数あったように思います。これらは、今日まで一度も町議会へフ

ィードバックされておらず私も初めて知りました。なぜ、議員に対してそういう報

告がないのか、調査して回答を得たがそれをもとに何のアクションもしていないの

か、伺います。 

○議長（米本義博君） 小川理事。 

〔理事兼総務課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務課長（小川哲央君） お答えいたします。この度の職員向けコンプラ

イアンス意識調査に関し、議会議員に関する言及があったが議会へフィードバック

もなく、何もアクションしていないのではないか、との御質問を頂いております。

まず、このたび実施いたしました意識調査は、職員のコンプライアンスに対する意

識や意見を把握し、今後のコンプライアンス意識向上の参考とするため実施したも

のでございます。調査の性質上、回答内容には個人の受け止め方や主観的な要素も

含まれており、必ずしも客観的な事実を示すものではないと理解しております。ゆ

えに、議員に関する記述につきましても職員個々の感じ方や解釈による部分が大き

く、調査結果について言及することは、本来の目的に照らして適切ではないと考え

ております。その上で、コンプライアンス意識調査は、あくまでも職員向けの内部

調査であることを踏まえつつも、今回に限らず、議会とも共有すべき課題があれば

必要に応じてしかるべき方法により報告を行うことも検討してまいります。また、

今回の意識調査で職員から寄せられた意見や意識を踏まえ、今後のコンプライアン

ス意識向上の取組について従前より検討しているところでございます。以上、答弁

といたします。 
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○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） コンプライアンス推進会議を実行性のあるものにし、

町民の信頼回復や信頼に値する行政になるためには、今のコンプライアンス推進会

議の委員構成では到底達成できないと思います。身内に甘いから不祥事が起こった

もので、公正で厳格な指導や判断のできる外部の委員を入れるのが必須です。毎年

１２月、つまり今年の１２月のコンプライアンス推進月間に外部講師を招いた研修、

外部委員のいる推進会議、外部への調査結果分析依頼など公正な判断ができる外部

の力を入れるべきと思うが、どうでしょうか。 

○議長（米本義博君） 河原副町長。 

〔副町長 河原英治君登壇〕 

◎副町長（河原英治君） 小川議員からコンプライアンスに関する研修や推進会議

の在り方などについて外部の力を入れるべきとの御提案を頂きました。質問の中で、

身内に甘いから不祥事が起こったという発言がございましたが、そもそも発端は、

元議員からの不当な働きかけだったと認識しておりますので、その点については理

解をしかねますが、御質問のほうにお答えをさせていただきます。まず、不祥事発

生以降、町民の信頼回復に向け組織全体で再発防止や職員のコンプライアンス向上

に取り組んでいるところでございます。御提案を頂きました外部の力、つまり外部

有識者の視点や知見を取り入れるということは、有効な手段の１つであると認識を

しております。そこで、今年２月に弁護士を講師に招き、コンプライアンスを含め

たハラスメント研修を実施したところであり、今後も継続的に実施することとして

おります。また、推進会議の在り方については、先の質問に対し小川理事から答弁

をいたしましたが、まずは組織内の管理職が自らの責任のもと、リーダーシップを

発揮し率先してコンプライアンスの徹底を進めていくことが必要不可欠であるとい

うふうに考えております。ゆえに、外部の方には構成員という形ではなく、必要に

応じて研修等を通じて助言を受けてまいりたいというふうに考えております。調査

結果の分析につきましては、その調査内容から外部への分析依頼が必要と判断をさ

れる調査については適宜行うこととしております。一方で議会におかれましても、

不祥事発生以降、コンプライアンス向上のため、そして町民の信頼回復に向け、研

修などに取り組んでおられることと存じております。そのような中、最近、当時と
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いうことになりますけども、町会議員がＳＮＳ上で個人を誹謗中傷する事案が発生

し、マスコミで報道されたこと、これにつきましては非常に残念で悲しい思いでご

ざいます。いずれにいたしましても、本町といたしましては引き続き組織としての

責任を果たすべく、コンプライアンスの推進に一層努めてまいりたいと考えており

ます。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君起立〕 

●１０番議員（小川幸英君） 再問いたします。弁護士を講師に迎えて勉強会をす

るというようなことでありましたが、外部委員は入れないというようなことと思い

ます。せめて町民の信頼を得る努力をする必要があると思います。町のコンプライ

アンスに関する基本方針のようなものをホームページに公開するなどして、広く町

民に周知することと、コンプライアンス推進会議の構成委員や研修記録、意識調査

の結果や概要やその後の取組について毎年ホームページに公開することが必要では

ないでしょうか、伺います。 

○議長（米本義博君） 河原副町長。 

〔副町長 河原英治君起立〕 

◎副町長（河原英治君） コンプライアンス研修の内容等について公表すべき、公

表したほうが町民の信頼回復につながるのでないではないか、というような御発言

だったというふうに考えております。内容にもよりますけども、今後、研修内容等、

公表できるものについては、その方法について検討してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 次に、中央保育所の在り方について伺います。障害

児を中央保育所に入所させることになった経緯について質問いたします。  

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） ただいまの御質問に答弁をいたします。本町では、平

成３０年１０月に外部有識者を含む就学前児童施設の在り方検討委員会を設置し、

令和元年７月に当委員会から就学前児童の在り方について報告書の提出を受けまし
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た。この中で、待機児童解消を図るための施設及び定員の確保、保育所での５歳児

までの受入れ、民間活力の積極的導入について御提言を頂いたことから、民間保育

所の積極的な整備を進めるとともに町立保育所の定員や在り方について検討いたし

ました経緯は、令和２年９月議会一般質問において答弁をいたしましたとおりでご

ざいます。保育所等における障害のある子供の受け入れについては、単に障害を理

由とした保育の制限などの差別的取扱いはしないことと、国からの通知も発出され

ておりますが、状況によっては民間では預かることが難しい場合もございます。町

といたしましては、認可保育所に通うことができない状態の障害のある児童を預か

ることが公立としての役割の１つだと考えておりますので、それを果たしていくこ

とを改めて申し上げ、答弁とさせていただきます。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君起立〕 

●１０番議員（小川幸英君） 再問いたします。中央保育所の在籍者数の資料を頂

きました。７年度が１歳児が２０名、２歳児が３０名、３歳児が２９名で合計７９

名となっています。前年度より２０名強増えていますが、この増えた理由は何でし

ょうか、伺います。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君起立〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） 御質問に答弁いたします。当初、保育所の新設にあた

って民間保育所での児童確保の観点から中央保育所の定員を減らしていくとの話が

ございましたが、当初の予定を上回る入所希望者がおります。こうした中で、民間

には努力をしていただいておりますが、公立だけ何もしないというわけにはいきま

せんので、今年度、昨年度より多い入所数を預かることになっております。以上で

ございます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 今年度より各保育所で障害児を受入れるようになっ

た経緯を教えてください。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 
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◎福祉課長（深見亜喜君） 今年度より障害のある児童を認可保育所で受入れるよ

うになった経緯ということでございますが、受入れに関して今年度変更いたしまし

たのは、入所児童の増加に伴う業務改善のため、保育所の新年度入所に係る申請受

付時期や入園決定が例年よりも早くなったこと、入所面接を各内定保育所で実施い

ただくようになったことでございます。このことについては、各保育所にも御理解

を頂いた上で実施をさせていただいており、児童の受入れに関しましても認可保育

所として担っていただく役割を承知くださっているものと思っております。また、

議員のおっしゃる障害児についてでございますが、障害児とは身体、知的、精神に

障害がある治療方法が確立していない疾病等による障害がある、発達障害がある児

童とされており、その状態や程度はそれぞれに異なるため必要な支援も様々となり

ます。先ほどの答弁を繰り返すことになりますが、町といたしましては、他の施設

に通うことができない障害のある児童を預かることが、公立保育所の役割の１つで

あると考えておりますので、その役割が果たせるよう今後も認可保育所との連携を

図り、子供たちのための保育を実施してまいります。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君起立〕 

●１０番議員（小川幸英君） 再問します。普通の保育所も障害児を預かるような

という県からの指導があったと聞きましたが、これはどうでしょうか、あったんで

すか。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君起立〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） 御質問にお答えします。県からそのようなお話があっ

たのは確かでございます。さらに、令和６年１２月５日には、国のほうから、保育

所等における障害のあるこどもの受入れについてという通知も出ております。その

方針によって町では実施しておりますので御理解ください。以上でございます。  

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 中央保育所の空いている南棟を使って、障害発達支

援事業所が入る計画はあるか、伺います。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 
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〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） 中央保育所では、今年度３歳児３クラス、２歳児３ク

ラス、１歳児２クラスで７９名の児童が在籍しており、一時預かり、特定保育クラ

ス、絵本部屋等を含めますと１０教室を使用しておりますが、冷暖房設備取替え工

事予定の北棟５部屋と議員からの御質問のあった南棟３部屋は、現在使用をしてい

ない教室となっております。未使用の教室については、町として有効な活用方法を

検討しておりますが、障害発達支援事業所が入るという計画は今のところございま

せん。しかしながら、施設の老朽化や保育士不足などの課題は多く、中央保育所が

本町保育事業の中心的役割を担っていくためには、抱える問題を早急に解決しなけ

ればならないことも事実でございます。全国では、民間との協力による公私連携型

保育施設などの整備で公立と民間による新しい形の保育も始まっており、議員がお

っしゃられた障害児の療育施設等の併設設置についても、他の施設に通うことがで

きない障害のある児童の保育を行う上で有効な施策かもしれません。今後も保育現

場の実情や課題に応じた施策を検討してまいりたいと考えております。以上でござ

います。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 次に、町立幼稚園の今後について伺います。幼稚園

の児童数が令和５年が、５年から６年が４歳が２２１名、５歳児が２４９名、合わ

せて４７０名、令和７年度は４歳児が１８４人、５歳児が２２９名と合わせて４１

３名。６０名余り今年度は減っております。今後どのように幼稚園をしていくのか、

伺います。 

○議長（米本義博君） 大地教育次長。 

〔教育次長 大地亜由美君登壇〕 

◎教育次長（大地亜由美君） 町立幼稚園の園児数が、年々減少している状況につ

きまして答弁させていただきます。御存じのとおり、藍住町では昭和５０年から３

歳児までは保育所で保育を行い、４、５歳児は幼稚園で幼児教育を行う、幼保一元

化に取り組んできました。しかしながら、本町が実施しましたアンケート調査にも

現れていますように、核家族化や共働き世帯の増加など子育て環境の変化に伴い、

多様化する保育ニーズへの対応が求められておりました。令和２年度から令和６年
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度までの５年間を計画期間とする、第２期藍住町子ども・子育て支援事業計画にお

きまして、民間保育所の利用年齢を５歳児まで引き上げ、保護者ニーズに応じた施

設を保護者の選択により利用できる環境整備を進めるとし、一部の民間保育所で４、

５歳児の受け入れが実施されております。さらに第３期計画においても民間活力を

積極的に活用し、新たに保育施設の整備を進め、教育、保育の提供体制の確保を図

ることとしております。また、子育て世帯を支援するための預かり保育につきまし

ては、町立幼稚園においても実施をしております。保護者の皆様には、通勤の都合

や兄弟姉妹の有無等、それぞれにニーズが異なりますので幼稚園もしくは保育所を

選択できる状況となっています。さらに、対象人口も減少傾向にあるため、幼稚園

入園児童数は今後も減少することが想定されております。そういった状況ではあり

ますが、子供の発達と学びの連続性を確保するため、教育保育の質の維持、向上に

努めるとともに、より一層、幼稚園、保育所及び小学校との連携を図ってまいりた

いと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 幼稚園の取組について伺いました。この人数が減っ

た一因には、預かり保育の迎え時間を７時から６時に変更したのはこれも。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

●１０番議員（小川幸英君） 思います。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。次の質問ではないんですか。 

●１０番議員（小川幸英君） 次の質問です。今のは感想で。次に、中富団地の耐

震について伺います。現在の入居者数と今後どのようにしていくのか、伺います。 

○議長（米本義博君） 鈴木生活環境課長。 

〔生活環境課長 鈴木恵子君登壇〕 

◎生活環境課長（鈴木恵子君） お答えいたします。町営中富団地につきましては、

昭和５０年に建築された築５０年の１１階建ての建物で現在４７戸、８３人の方が

入居されております。政策空家として新たな募集をしていないため、提出しました

資料のとおり、入居戸数は減少している状況でございます。先の議会で申し上げた

とおり、旧耐震基準で建てられていることから耐震性に課題があることは認識して

おりますが耐震化の計画には至っておりません。本町では、本年４月に策定した町
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営住宅長寿命化計画において、町営中富団地については将来的に用途を廃止する方

針としております。 

なお、必要な維持管理は行ってまいります。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 答弁を頂きました。中富団地は５０年が経っている

ということでありましたが、この、今後２０年で７０から８０パーセントの確率で

来ると言われております南海地震、それがもし来た場合、倒壊の恐れがあり、入居

者は非常に不安に思っている方がたくさんいます。家賃保証などをして別の場所に

移ってもらうような計画はないか、伺います。 

○議長（米本義博君） 鈴木生活環境課長。 

〔生活環境課長 鈴木恵子君登壇〕 

◎生活環境課長（鈴木恵子君） お答えいたします。町営中富団地は、築後相当の

年数が経過していることから耐震性に不安を抱かれている方がおられることも承知

しております。町では、これまでに建物の状態を点検し必要な補修を行うなど、安

全に居住できるよう維持管理を努めております。現時点では、別の場所に移ってい

ただく計画はございませんが、今後、用途廃止に向けた計画が進んでまいりました

ら適切に対応したいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。  

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 次に、武道館について伺います。文化ホール横の武

道館は現在使われていない。婦人センター２階に畳を持って行って練習していると

聞くがどうしてか、伺います。 

○議長（米本義博君） 重見社会教育課長。 

〔社会教育課長 重見高博君登壇〕 

◎社会教育課長（重見高博君） 武道館の使用に関することについてお答えいたし

ます。昭和５６年に建てられました武道館の天井には、アスベストが含有されてい

る可能性がある耐火ボードが使用されております。この天井に施しています塗装が

全面的に剥がれ落ちていることを本年７月に確認いたしました。塗装の剥がれによ

ってアスベストが飛散した場合、利用される皆様の健康に影響を及ぼす恐れがある
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ため、使用を中止しているところでございます。現在アスベスト含有調査を実施し

ているため、この間、勤労女性センター２階のアリーナに畳を移動し、柔道の練習

に利用していただいております。 

なお、剣道につきましては、東中学校の武道館を利用していただいているところ

でございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君起立〕 

●１０番議員（小川幸英君） 再問いたします。アスベストが入ってる可能性があ

るというふうなことですが、この調査結果はいつ頃出る予定ですか。 

○議長（米本義博君） 重見社会教育課長。 

〔社会教育課長 重見高博君起立〕 

◎社会教育課長（重見高博君） お答えいたします。今月中にはおそらく出るであ

ろうということでございます。以上です。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） 次に、この武道館で練習した本町出身の嘉重春樺選

手が、世界柔道選手権で女子６３キロ級で金メダルを取りました。このことは、役

場左側の垂れ幕で祝福しているが、本町にとっても非常に名誉なことであります。

全国新聞はもちろん、徳島新聞、四国放送、各メディアで大きく取り上げられ、藍

住町にとってもいい宣伝になったと思っております。嘉重春樺選手を名誉町民にし

て、藍住町のＰＲ大使にしてはどうか伺います。 

○議長（米本義博君） 河原副町長。 

〔副町長 河原英治君登壇〕 

◎副町長（河原英治君） 小川議員から嘉重春樺選手を名誉町民にして、藍住町の

ＰＲ大使にしてはどうかという御提案を頂きました。皆様御承知のとおり、本町出

身の嘉重春樺選手が、今年６月に開催をされました柔道の世界選手権で初出場なが

ら見事、金メダルに輝きました。金メダルの獲得は本町にとって非常に名誉なこと

であり、嘉重選手の御活躍は町民に大きな感動と誇りを与えてくれました。そこで、

その功績を町民皆様と一緒に称えるべく、金メダル獲得の懸垂幕を合同庁舎に掲げ

ているところでございます。その上で、議員御提案の名誉町民についてですが、藍
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住町名誉町民条例では「本町の産業、社会文化の発展に著しく貢献した者に対し、

その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的」とし、「本町住民又は本町と特別

に縁故の深い者で、町民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認める者には「藍

住町名誉町民」の称号を贈る。」というふうにあります。本町においては、これま

でこの条例に基づき、お二人の方に藍住町名誉町民の称号を贈らせていただいてい

るところでございます。名誉町民の称号を贈るにあたっては、これらを踏まえて検

討する必要がございます。今回の世界選手権での御活躍は、誠に顕著ですばらしい

ものと承知をしておりますが、先に述べました条例の趣旨、「本町の産業、社会文

化の発展に著しく貢献」という部分には当てはまらないケースではないかというふ

うに判断をしております。しかしながら、嘉重選手に対しましては、御本人の夢で

ある２０２８年ロサンゼルスオリンピックを目指し、さらなる御活躍を期待すると

ともに、本町といたしましても可能な限り後押しをしてまいりたいというふうに考

えております。次に、本町のＰＲ大使についてでございますが、まずＰＲ大使とは、

町の魅力を町内外に広く情報発信し、町のイメージアップ、観光振興、地域活性化

などを図るものと認識をしております。本町ではこれまで取組事例はありませんが、

今後の本町の情報発信、魅力発信をしていく上で、ＰＲ大使という取組は有効な手

段であるというふうに認識をしております。今後は本町のＰＲ大使の在り方につい

て、他の自治体の取組事例などを参考に嘉重選手を含め広く検討していく必要があ

るというふうに考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 小川幸英君。 

〔小川幸英君登壇〕 

●１０番議員（小川幸英君） ９月１１日のフォーカス徳島でも大々的に取り上げ

られていました。やはり本町にとって非常にＰＲになったと思います。ぜひとも規

定があるようですので、新しくまた作っていただいて、名誉町民にしていただけれ

ばと思います。ありがとうございました。終わらしていただきます。 

○議長（米本義博君） ここで小休します。再開は１１時ちょうどからとさせてい

ただきます。 

午前１０時５３分小休 

                             午前１１時再開 

○議長（米本義博君） 小休前に引き続き会議を再開します。 
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次に、１番議員、栗島和義君の一般質問を許可します。 

栗島和義君。 

〔栗島和義君登壇〕 

●１番議員（栗島和義君） 栗島和義でございます。議長の許可を頂きましたので、

通告書に従い一般質問をさせていただきます。理事者の皆様におかれましては、明

確な御答弁をよろしくお願いいたします。 

それでは、質問に移らさせていただきます。児童生徒の健康診断について質問い

たします。小中学校で実施されている児童生徒の健康診断は、学校保健安全法第１

３条により、毎年４月から６月の間に実施が義務づけられており、児童生徒の健康

状態を確認するための貴重な機会であると承知しております。この健康診断は、身

体の異常や病気の早期発見、早期対応を目的とした予防の役割を果たし、健康の保

持増進について学ぶ教育の機会でもあり、健康診断を通じて子供たち自身が自分の

体や健康に対する意識を高め、自ら健康管理する力を身につけることも期待されて

おります。さらに、こうした学びは学校生活をよりよいものにするだけではなく、

将来にわたり健やかに生きる基盤を築くことにもつながり、子供たちの成長を支え

る非常に重要な制度であると認識しております。しかしながら、様々な理由により

学校に行くことが困難な状況になっている子供たちの中には、学校に登校していな

いという理由で毎年行われる定期健康診断が未受診になり、心身の状態が把握でき

ないまま支援につながっていないという現実があるのではないかと危惧しておりま

す。そこでまず、令和７年度における本町小中学校での健康診断の受診状況につい

て、受診した児童生徒及び未受診の児童生徒の人数をそれぞれお伺いいたします。 

○議長（米本義博君） 大地教育次長。 

〔教育次長 大地亜由美君登壇〕 

◎教育次長（大地亜由美君） 町内小中学校で実施しております健康診断の状況に

ついて答弁をいたします。学校で行う健康診断には身体測定、内科健診、眼科健診、

歯科健診、耳鼻科健診、心電図検査、尿検査があります。このうち特定の学年のみ

受診する項目もありますので、今回は全学年が対象となる身体測定、内科健診、歯

科健診、尿検査の４つの項目の合計人数でお答えをさせていただきます。まず、健

診の対象者数は、延べ１万２，３１４人。学校での受診者数は、１万２，０８１人、

未受診者数は２３３人となっております。以上、答弁といたします。 
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○議長（米本義博君） 栗島和義君。 

〔栗島和義君起立〕 

●１番議員（栗島和義君） 再問いたします。本町の小中学校において、本年度２

３３名の児童生徒が学校での健康診断を未受診であったということでありますが、

この未受診となっている児童生徒に対して、現在どのようなフォローアップが行わ

れているのでしょうか。再度の連絡や個別対応の可能性について、例えば、保護者

への個別連絡、訪問による説明、医療機関への受診勧奨など現在取り組まれている

具体的な対応について御説明いただけますでしょうか。 

○議長（米本義博君） 大地教育次長。 

〔教育次長 大地亜由美君起立〕 

◎教育次長（大地亜由美君） 学校保健安全法施行規則では、「疾病その他やむを

得ない事由によって当該期日に健康診断を受けることのできなかった者に対して

は、その事由のなくなった後すみやかに健康診断を行うものとする。」とされてお

ります。また、健康診断当日の体調不良や長期の欠席のため、学校で健康診断を受

けられなかった場合については、健診結果を通知する際に未受診であることを表示

し、個別対応としましては学校医での受診を案内しております。学校医で健康診断

を行った場合は、健診結果を学校に報告するよう併せて案内をし、健康状態の把握

をするようにしております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 栗島和義君。 

〔栗島和義君起立〕 

●１番議員（栗島和義君） 再々問いたします。後日、学校医などによる健診が受

けられるように、個別で通知しているということで認識いたしましたが、実際にそ

のような取組によって本年度学校で実施した健康診断を当初未受診であった児童生

徒、このうち何名が受診に至りましたか、お伺いいたします。 

○議長（米本義博君） 大地教育次長。 

〔教育次長 大地亜由美君起立〕 

◎教育次長（大地亜由美君） お答えいたします。各学校での対応により、後日５

８人の方が学校医の医療機関等での受診を行っております。このことにより、受診

者数については１万２，１３９人、未受診者数は１６９人となっております。ただ

し、これらの人数は４つの項目の合計人数であり、重複して計上されている人もい
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るため、未受診者数については実際の人数よりも多くなっております。以上、答弁

といたします。 

○議長（米本義博君） 栗島和義君。 

〔栗島和義君登壇〕 

●１番議員（栗島和義君） 学校医などにより後日、５８名の児童生徒が受診する

ことができたとの御答弁でした。一方で、それでもなお、本年度の健康診断を全て

の項目において現在も受診できていない児童生徒がいるのではないでしょうか。不

登校など様々な理由により学校に通うことが困難な状況にある子供たちも含め、全

ての児童生徒に対し、確実に健康診断を実施し必要に応じて適切な支援につなげて

いくためには、そのための体制の整備を構築することが重要であると考えます。学

校に来られないから健康診断を受けられないというのではなく、来られない子供た

ちのもとに必要な支援が届く仕組みこそが、今、求められているのではないでしょ

うか。健康診断はゴールではなく、気づきの第一歩にすぎません。健診を通し身体

的な問題だけではなく、メンタルヘルスや生活環境の課題などが見えてくることも

あるのではないでしょうか。様々な悩みや課題を抱えている児童生徒に対し、健康

診断の取組をきっかけに、普段は見えない小さなサインをキャッチできる可能性は

ゼロではないと考えます。また、保護者の不安や負担も大きいことから、家庭との

橋渡しとしての役割を健康診断には期待されております。保護者との連携を含め、

児童生徒の健康診断を支援の入口として位置づけ、教育、福祉、医療が連携した支

援体制の構築を行っていくことが、健康診断受診率の向上という点においても必要

ではないかと考えますがいかがでしょうか、御見解をお伺いいたします。 

○議長（米本義博君） 大地教育次長。 

〔教育次長 大地亜由美君登壇〕 

◎教育次長（大地亜由美君） 教育、福祉、医療の支援体制の構築についてお答え

させていただきます。様々な理由により学校に行くことができないお子さんや家か

ら出られないお子さんが一定数いることは認識をしております。そういった状況に

あるお子さんの健康状態につきましては、保護者の方も不安に感じていると思われ

ます。長期間にわたり健康診断を受診できていないことで、病気の早期発見、早期

治療が行えず将来健康状態が悪くなるリスクもあります。そのため、受診勧奨は行

っていますが、受診できていないお子さんについてもできる限り受診につながって
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いくような取組は必要であると考えております。学校においても、保護者の方と連

絡を取り合い、健康面での不安がある場合には医療機関での受診を勧めております。

また、メンタルヘルスに関しては、保健センターから若年層への心の健康に対する

支援として、夏休み期間に小中学生を対象に心の健康について理解を深めていただ

き、自分でも心のメンテナンスができるように、心のセルフケア動画のＵＲＬを記

載したチラシをすぐーるで配信いたしました。さらに、中学生にはストレスから心

を守るＳＯＳの出し方というパンフレットを配布し、メールやＳＮＳで相談ができ

る窓口の周知を行っております。これらの取組の中で、本人や家庭の課題解決に向

けて支援が必要となる場合に、的確かつ適切に対応できるよう青少年相談室やこど

も家庭センター等、関係部署や専門機関との連携に努めてまいります。以上、答弁

といたします。 

○議長（米本義博君） 栗島和義君。 

〔栗島和義君登壇〕 

●１番議員（栗島和義君） 児童生徒への健康診断は単なる形式ではなく、１人１

人の命と将来を守るための大切な機会です。子供たちが心身ともに健やかに成長で

きる社会を実現するため、さらなる充実を推進していただきたいと申し添え、次の

質問に移らせていただきます。 

災害時における避難所等へのキッズスペースの導入について質問いたします。昨

今の災害は激甚化、頻発化しており、南海トラフ地震を初めとした大規模災害の発

生も懸念されております。そのような中、災害発生時に避難所等で過ごす子供たち

の環境や心身への影響が大きな課題であると考えております。ひとたび自然災害が

起こると家庭や地域、コミュニティは甚大な被害を受け、子供たちは突如としてそ

れまでの日常を奪われてしまいます。発災後、地域で暮らす子供たちは激しい揺れ

や津波、水害など死が迫るような恐怖体験をしたり、余震や大雨が続き、警報音が

鳴り響く中、水や電気などのライフラインが途絶え、食事や排泄、入浴などにも不

自由を強いられ、倒壊した家屋や破壊された町並みを見ながら生活をしなければな

らないかもしれません。また、普段は子供を支える大人たちも被災直後は対応に追

われ、心身ともに疲弊し、子供の心の変化に十分に気づくことが難しくなるケース

も想定されます。このように、避難生活が長期化すればするほどに子供の心身への

影響が深刻になるのではないかと危惧しております。国際的には子供が避難先で安
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全安心に過ごすために必要な要件を備えた空間としてチャイルドフレンドリースペ

ースというものがあり、その重要性が広く認識されております。我が国においても

内閣府が策定する避難所運営ガイドラインにおいて、女性、子供への配慮とし、キ

ッズスペースの設置が推奨されております。既に全国の一部自治体では、子供の安

全確保と心のケアのため避難所内にキッズスペースを設置するための取組が進めら

れております。このようなスペースは、子供が安心して過ごすための場と時間を保

障するものであり、発達に応じた遊びや活動、多様な人との交流の機会を提供する

役割も担っております。そしてキッズスペースに関わる大人たちは、子供の異変や

困り事に気づき、必要に応じ適切な支援につなげていくというような大切な役割も

期待されております。こうした点を踏まえ、本町におきましても子供の視点に立っ

た避難所環境の整備は非常に重要であると考えております。そこでお伺いいたしま

す。災害時における避難所等への子供に配慮したキッズスペースの設置について、

本町の地域防災計画や避難所運営マニュアルへの記述及び運用方針は、現在どのよ

うに定められているのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（米本義博君） 小川理事。 

〔理事兼総務課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務課長（小川哲央君） お答えいたします。まず、内閣府が公表してお

ります、避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針におきまして、

子供の遊びや学習のためのスペースの確保など、生活環境の改善対策を講じること

とされております。また、同じく内閣府の避難所運営等避難生活支援のためのガイ

ドラインにおきまして、発災直後の段階から、これらのスペースの設置を検討する

ことが示されております。このように早い段階から子供たちのためのスペースを確

保することは、災害で心身にストレスを抱えた子供たちが安心して遊び、学び、日

常を取り戻すために重要であり、また保護者の負担軽減にもつながってくることか

ら、本町といたしましても発災後優先的に対応すべき事項であると認識いたしてお

ります。本町の地域防災計画におきましても、直接的な記載はないものの、高齢者、

障害者、乳幼児、妊産婦など特に配慮を要する方々への支援や避難所における良好

な生活環境の確保について定めており、この計画の具体的な実施要領として、令和

３年５月に藍住町避難所運営マニュアルを策定しているところでございます。この

マニュアルの中で、本町で起こりうると想定される災害に対し、避難所運営にかか
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る事前準備や、避難所での運営体系などにつきまして、基本的な在り方をお示しし

ております。この中で、発災翌日から６日までの間にという比較的早い段階から親

子で利用できる遊びのスペースを確保することとして、運用についての記載をして

いるところでございます。また、避難所運営においては、女性、子供の安心安全の

確保を主な役割として被災者支援班を組織することとしております。この被災者支

援班を含む避難所運営の活動班は、主に避難してきた住民や地域の自主防災組織な

どの地域団体が中心となり構成され運営することとなっております。以上、答弁と

いたします。 

○議長（米本義博君） 栗島和義君。 

〔栗島和義君起立〕 

●１番議員（栗島和義君） 再問いたします。避難所での生活環境は、子供の将来

にとって大きな影響を与えます。ただいまの御答弁で、避難所運営マニュアルにお

いて発災翌日から６日までにそのようなスペースを確保するというような記載があ

るということでしたけれども、実際の運用方針や体制については、まだ十分に整備

されていないような、今、印象を受けました。キッズスペースは必要との認識はあ

っても、実際に発災時に設置運用できなければその意義が十分に発揮されることは

ありません。そのためには、平時からの備えとして明確な運営マニュアルの整備に

加え、必要な物資や人材の確保、関係機関との連携体制の構築が不可欠であると考

えております。つきましては、今後の災害に備え、避難所環境の整備においてキッ

ズスペースの導入を本町として明確に方針化し、避難所運営マニュアルだけではな

く、地域防災計画にもその具体的な位置づけを今後行うべきであると考えますがい

かがでしょうか、御見解をお伺いいたします。 

○議長（米本義博君） 小川理事。 

〔理事兼総務課長 小川哲央君起立〕 

◎理事兼総務課長（小川哲央君） はい。お答えいたします。現状の地域防災計画

と避難所運営マニュアルにつきましては、それぞれ明確な記載という点、また詳細

な手順等の明記という点においては十分とは考えておりません。この点につきまし

ては、今後、地域防災計画や避難所運営マニュアルの改定時には、最新の国の避難

所運営等避難所生活支援のためのガイドラインや県の避難所運営マニュアル策定指

針を参照しながら実効性のあるものとなるよう改善をしてまいります。またキッズ
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スペースにおける物資の確保につきましては、どのような資材をどの程度備蓄して

おくかということについて、先進事例や近隣市町の状況などを参考にしながら適切

に判断してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 栗島和義君。 

〔栗島和義君登壇〕 

●１番議員（栗島和義君） 先ほども申しましたが、近年では避難所において子供

の遊び場、いわゆるキッズスペースが設置される事例が見られるようになってきて

おります。そして、これらのスペースは、ＮＰＯ法人などの民間支援団体が設置、

運営を担うケースが増えてきております。過去の災害対応の実践においても、発災

当日または２、３日のうちに発災地域以外に拠点を持つＮＰＯ等が自治体や教育委

員会に直接働きかけ、避難所内に子供のための居場所づくりを進めた事例が多く確

認されております。いざ災害が発生した際には、現場は大きな混乱に見舞われ行政

職員や関係機関も目の前の対応に追われる中で、キッズスペースの設置までに時間

がかかる。ゆえに、キッズスペースの設置が後回しになってしまったり、場合によ

れば設置運営そのものが困難になってしまう可能性も想定されるのではないでしょ

うか。こうした状況を踏まえると、平時から災害時におけるキッズスペースの設置

運営を確実に行うための体制作りが求められると考えます。そこで本町において、

災害発生時にキッズスペースを円滑に設置運営できるよう、民間の支援団体等との

連携の可能性も含めた運用体制を構築すべきではないかと考えますがいかがでしょ

うか、御見解をお聞かせください。 

○議長（米本義博君） 小川理事。 

〔理事兼総務課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務課長（小川哲央君） お答えいたします。まず、災害時における避難

所運営、特に子供たちをはじめとする特別な配慮を必要とする方々への支援におき

ましては、行政の力だけでは限界があり専門的な知見やノウハウ、マンパワーを持

つ民間団体との連携が極めて重要であると認識いたしております。その点、議員御

提案のキッズスペースの設置運営における民間支援団体等との連携につきまして

は、子供たちの心のケアという専門的な観点、また、避難所運営の負担を軽減する

という現実的な観点から非常に有効な手法と考えておるところでございます。さら

に、キッズスペースに期待される効果を上げるための実効性の確保にもつながって
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まいります。平時から子供たちと接し、その発達や心理について深い知見をお持ち

であり、発災時には避難所におけるキッズスペースの円滑な運営や子供たちの心の

ケア、保護者からの相談対応など多岐にわたる御協力を頂けることが期待されます。

本町におきましても今後こうした専門性を持つ民間団体、民間支援団体との災害時

における支援協定の締結や日頃からの連携を進めることが課題であると考えており

ます。これらを踏まえ、災害時における具体的な役割分担や情報共有方法などにつ

いて取り決めていくことで、子供たちやその保護者の方々が安心して過ごせる避難

所環境の実現を目指してまいりたいと思います。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 栗島和義君。 

〔栗島和義君起立〕 

●１番議員（栗島和義君） 再問いたします。ただいま、民間団体との連携につい

て非常に前向きな御答弁を頂きました。災害時における避難所等へのキッズスペー

スの設置運営を確実に行うためには、発災時に即応できる体制を平時から整えてお

く必要があると考えております。そのためにも、平時より民間支援団体と連携し、

実際の避難所を想定した防災訓練を行うことや定期的な協議の場を設けて、役割分

担や連携体制を確認しておくことも非常に有意義であると考えますがいかがでしょ

うか、御見解をお伺いします。 

○議長（米本義博君） 小川理事。 

〔理事兼総務課長 小川哲央君起立〕 

◎理事兼総務課長（小川哲央君） お答えいたします。大規模な災害発生時に社会

福祉協議会が担う役割として、災害ボランティアセンターを開設し、被災地の支援

ニーズの把握整理とともに、支援活動を希望する個人や団体の受け入れの調整やマ

ッチング活動を行うこととなっています。地域福祉の担い手として災害時において

もボランティアコーディネートなど多岐にわたる役割を担っており、キッズスペー

スの運営に関するニーズを吸い上げ、支援団体につないでいただくことも期待され

ます。そのため、今後はキッズスペースを設営する訓練の実現へ向けて、まずは社

会福祉協議会に協力を仰ぎながら、支援協力団体と情報を共有し、平時からお互い

の顔が見える関係を構築して参りたいと考えております。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 栗島和義君。 

〔栗島和義君登壇〕 
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●１番議員（栗島和義君） 子供が今を生きる主体です。例え数日や数週間であっ

ても、その間にも子供は成長し発達していきます。平時に限らず、災害時において

も町の宝である子供たちを守り抜くためのあらゆる施策をしっかりと進めていただ

きたいと申し添え、次の質問に移ります。リチウム蓄電池をはじめとする小型式充

電池の回収についてお伺いいたします。近年、ごみ収集運搬車輛やごみ処理施設に

おいてリチウム蓄電池及びそれを内蔵した製品に起因すると見られる火災事故が全

国で多発しております。リチウム蓄電池は、私たちの生活に身近なモバイルバッテ

リー、加熱式たばこ、コードレス掃除機、スマートフォン、電動工具、電気カミソ

リ、電動歯ブラシ、ハンディーファン、作業服用ファンなど様々な小型電子機器に

幅広く使用されております。しかしながら、これらは取扱を誤ると発火や爆発の危

険があるため適切な回収処分が極めて重要となります。ところが現状では、こうし

たリチウム蓄電池を内蔵した製品がプラスチックごみなどと一緒に排出されるケー

スが後を絶たず、その結果、ごみ収集車輌内や処理施設での火災事故などが頻発し

ております。実際、全国におけるごみ処理関連の火災などの発生件数は、年々増加

傾向にあり、令和５年度には前年の約２倍にあたる８，５４３件を超える火災が発

生。同電池が原因と見られる発火発電は２万１，７５１件発生しており、火災によ

り一部稼働停止に追い込まれたごみ処理施設もございます。これらは、リチウム蓄

電池の不適切な廃棄が深刻な社会問題となっていることを示しており、環境省も全

国の自治体に対し、家庭から排出されるリチウム蓄電池の適正な回収、処分体制の

整備を要請しております。こうしたことから、本町におきましても、家庭から排出

されるリチウム蓄電池をはじめとする小型充電式電池の適切な分別、回収体制の整

備は急務であると考えます。そこで、まずお伺いいたします。本町におけるリチウ

ム蓄電池をはじめとする小型充電式電池の回収は現在どのように行われているので

しょうか、お答えください。 

○議長（米本義博君） 鈴木生活環境課長。 

〔生活環境課長 鈴木恵子君登壇〕 

◎生活環境課長（鈴木恵子君） お答えいたします。リチウムイオン電池など小型

充電式電池の回収につきましては、まず取扱のメーカーや販売店での回収を基本に

御案内しております。西クリーンステーションにおいては、膨張していないリチウ

ムイオン電池などの製品に限り直接持ち込んでいただき、粗大ごみとして有料で受
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け入れをいたしております。 

なお、資源有効利用促進法の改正により、２０２６年４月からモバイルバッテリ

ー、携帯電話、加熱式たばこ機器の３品目については、製造業者や販売事業者に引

き取り、リサイクルが義務づけられる見通しです。これにより、全国的に効率的な

回収と再資源化体制が整えられる見込みでございます。一方で、リチウム蓄電池な

どによる火災事故が全国的に増加している状況を踏まえ、環境省から自治体に対し

適正処理に関する方針と対策が示されています。本町といたしましても、安全対策

に十分留意するなど適切な回収に努めてまいりたいと考えております。以上、答弁

とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 栗島和義君。 

〔栗島和義君起立〕 

●１番議員（栗島和義君） 再問いたします。ただいまの御答弁において、西クリ

ーンステーションへ有料での粗大ごみとしての持ち込み、回収も実施しているとの

御説明がありました。そこで、これまでに西クリーンステーションに持ち込まれた

リチウム蓄電池をはじめとする小型充電式電池類について、その実際の回収量と今

後の課題はどのような点にあると認識されているのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（米本義博君） 鈴木生活環境課長。 

〔生活環境課長 鈴木恵子君起立〕 

◎生活環境課長（鈴木恵子君） お答えします。リチウム蓄電池などが内蔵されて

いる製品は、ほかの粗大ごみと同時に持ち込まれることが多く、正確な数量を把握

できておりません。今後、リチウム蓄電池などの適切な回収方法の整備を進めるた

めに、数量や内容を把握できるよう検討を進めてまいります。課題につきましては、

特にモバイルバッテリーや加熱式たばこ機器、携帯型扇風機などリチウム蓄電池な

どが内蔵されていることが分かりにくい製品など、電池内蔵製品に関する町民の皆

様の認識がまだ十分ではありません。これらは粗大ごみとなりますが、廃プラスチ

ックや金属類に混入されてしまうケースが多く見られます。そして、その結果、ご

み収集車や処理施設において発火事故が発生している状況です。これらの問題につ

きまして、町民の皆様にも御理解を頂くことが急がれると考えております。以上で

ございます。 

○議長（米本義博君） 栗島和義君。 
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〔栗島和義君起立〕 

●１番議員（栗島和義君） 再々問いたします。回収量、西クリーンセンターの回

収量等は正確に掌握できていないとの御答弁でしたが、回収したリチウム蓄電池等

の分別やその後の適切な管理体制も必要であると考えております。その上で、先ほ

どの御答弁の中で、西クリーンステーションでの回収については、膨張していない

ものに限るとの条件が付されておりました。しかし、実際には、使用済みのリチウ

ム蓄電池が膨張してしまうケースも少なくなく家庭でそのような電池が生じた場

合、町民の皆様におかれましては、適切な処分方法も分からず、持ち込む場所も見

つからずに大変にお困りになるのではないでしょうか。膨張したリチウム蓄電池に

つきましても、今後本町において適切に回収を行っていくお考えはないか、改めて

御見解をお伺いいたします。 

○議長（米本義博君） 鈴木生活環境課長。 

〔生活環境課長 鈴木恵子君起立〕 

◎生活環境課長（鈴木恵子君） お答えいたします。膨張している電池につきまし

ては、発熱や発火の危険性が非常に高く、受け入れが難しい状況にあり、自主回収

をしている製造メーカーや販売店を御案内している状況でございます。しかしなが

ら、町民の皆様の利便性を考慮し、膨張している電池も回収できるよう体制の整備

を進めているところでございます。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 栗島和義君。 

〔栗島和義君登壇〕 

●１番議員（栗島和義君） 家庭から排出されるリチウム蓄電池を内蔵した製品は、

今後ますます増加していくものと考えられます。したがいまして、これらの製品の

プラスチックごみ等への混入による火災事故を防ぐためにも、適切な回収に向けた

対策が急務となっております。そのような状況の中で、他の自治体におきましてリ

チウム蓄電池が取り外せない製品に対応するため、公共施設等に小型家電回収ボッ

クスを設置し拠点回収を行っている例も見受けられます。このように使用済みのリ

チウム蓄電池を内蔵した小型家電を適切に回収処分し、さらに粗大ごみとしてでは

なく、リサイクルを通じて再資源化を図ることは、循環型社会の形成に向けても大

変有意義な取組であると考えます。本町におきましても、まずは公共施設の屋内に

小型家電回収ボックスを設置するなど、今後さらなる拠点回収を進めていくべきで
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はないでしょうか、御見解をお伺いいたします。 

○議長（米本義博君） 鈴木生活環境課長。 

〔生活環境課長 鈴木恵子君登壇〕 

◎生活環境課長（鈴木恵子君） お答えいたします。リチウム蓄電池などが取り外

せない製品につきましては、小型家電リサイクル法に基づき適正に処理することが

必要であると認識しております。現在は、メーカーや販売店での回収を基本として

おりますが、町民の皆様の利便性や回収率の向上を考慮し公共施設への小型家電回

収ボックスの設置について今後検討を進めてまいります。しかしながら、リチウム

蓄電池などは発火の危険性があるため、安全管理体制や保管方法などは対策に万全

を期す必要がございます。また、本町は粗大ごみとして有料での回収としているこ

ともあるなど、様々な調整が必要ですので慎重かつ丁寧に課題を整理してまいりま

す。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 栗島和義君。 

〔栗島和義君登壇〕 

●１番議員（栗島和義君） リチウム蓄電池をはじめとする小型充電式電池の回収

に関する住民の皆様への周知について、お伺いいたします。環境省では、市区町村

におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針として、次のように示しており

ます。「「リチウム蓄電池」は、どのような製品に使用されているのか十分には周

知されていない。」、ため、「使用されている製品の品目を具体的に示し」、「リ

チウム蓄電池使用製品等の不適切なごみ区分への混入を防ぐべく周知すること。」。

また、「リチウム蓄電池の発火危険性を知らずに、誤って不適切なごみ区分に排出

した場合、結果として、「火災事故の原因となり、自治体のごみ・資源物の収集、

処分が停止する危険性がある」ため」、自治体は住民に対して積極的に注意喚起を

行うことも明記されております。適切な分別、排出の実現には、住民の皆様１人１

人の理解と協力が欠かせません。そのためには、普及啓発の取組が非常に重要であ

ると考えます。そこで、本町としてリチウム蓄電池をはじめとする小型充電式電池

による、発火の危険性について注意喚起や回収方法の周知などの普及啓発は、どの

ように取り組んでいるのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（米本義博君） 鈴木生活環境課長。 

〔生活環境課長 鈴木恵子君登壇〕 
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◎生活環境課長（鈴木恵子君） お答えいたします。リチウム蓄電池などは衝撃や

高温、金属との接触によってショートし、発火する危険性があるため適切な処理が

必要です。本町では、広報紙やホームページ、公式ＬＩＮＥ、藍メールなどを通じ

て、使用されている製品の例や適切な回収方法を周知しているところでございます。

今後も町民の皆様に対して、より分かりやすく身近なこととして感じていただける

よう、様々な媒体や機会を活用し、発火事故の未然防止に向けた注意喚起と情報発

信の強化に努めてまいります。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 栗島和義君。 

〔栗島和義君起立〕 

●１番議員（栗島和義君） 再問いたします。回収方法の周知や注意喚起などの普

及啓発について、ホームページや広報紙、公式ＬＩＮＥ、藍メールなどへの掲載を

進めているとの御答弁でした。しかしながら、今後さらに住民の皆様の理解と御協

力を得ていくためには、注意喚起や普及啓発を一度きりで終わらせるのではなく、

様々な方法を通じて継続的に実施していくことが重要であると考えます。例えば、

現在の取組に加え、各地のごみ集積所等への注意喚起看板の設置や、小中学校にお

ける環境教育を通じた啓発活動の充実なども有効な手段ではないかと考えます。こ

うした取組を含め、今後町としてどのような普及啓発の方策を講じていくかをお考

えか、改めてお聞かせください。 

○議長（米本義博君） 鈴木生活環境課長。 

〔生活環境課長 鈴木恵子君起立〕 

◎生活環境課長（鈴木恵子君） お答えいたします。現在、町内の小学生が校外学

習で西クリーンステーションを訪れ、ごみ行政について学んでおります。その際に、

リチウム蓄電池などの有する危険性についても説明し、より理解を深めていただけ

るよう努めてまいります。またリチウム蓄電池などの適正な捨て方や火災防止に関

する啓発資料を作成し、学校教育の様々な機会を活用して、児童生徒を通じて家庭

への周知を図りたいと思います。また、啓発看板の設置など効果的で多様な方法も

検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 栗島和義君。 

〔栗島和義君登壇〕 

●１番議員（栗島和義君） 持続可能な循環型社会の実現に向け、リチウム蓄電池
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をはじめとする小型充電式電池についても安全で効率的な回収体制を構築していた

だきたいと申し添え、私の一般質問を終わります。 

 

○議長（米本義博君） 昼食のために休憩いたします。再開は、午後１時からとし

ます。 

午前１１時４６分休憩 

                              午後１時再開 

○議長（米本義博君） 次に、３番議員、元木春香君の一般質問を許可します。 

元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） 議長の許可を頂きましたので一般質問を始めます。 

まずは、図書館２階、農業振興センターの臨時的自習室の実施状況と今後の取組

についてです。これまで図書館２階の農業振興センターにおける自習室の設置につ

いて数回にわたり質問させていただきました。現在、図書館内に設けられている自

習スペースは、中学生議会において生徒の皆さんから寄せられた要望や教育委員会

の御理解により実現しております。当初は、学生の方を対象にしていた自習スペー

スですが、現在では一般の方々にも大きく利用を頂けるようになり、町における環

境整備の一環として定着しつつあることを実感しております。また、生徒さん自ら

課題を見出し、それを発信する機会を通してこうした取組につながっていることは

とても意味があることだと感じております。図書館２階の農業振興センター会議室

については、以前より自習スペースとしての併用を望む声があり、前回、試験的に

設置された自習室の今後の活用についてお尋ねした際には、教育委員会から常設と

しての設置は予定せず当面は図書館の観覧席で対応していくとの御答弁を頂いてお

ります。一方で、学習支援をはじめとする環境整備については、町の方針のもとで

実施し、課題解決のために必要であれば関係部局や外部機関とも連携して進めてい

きたいとの前向きなお考えも示していただきました。町の教育施策としても、図書

館２階の自習スペースについては、試験的な取組を通して課題を整理し、子供たち

の学びの意欲を後押しする方針が示されており、現在は教育委員会と共有しながら

取組を進めていただいていると認識しております。その中で、今年８月には子供の

居場所づくりの一環として、子供たちの学力向上を目的に、農業振興センターで２
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回目の臨時自習室が開設されました。今回は、教育委員会のお声掛けにより地元高

校生の皆さんがボランティアとして参加をし、自らの学習と両立しながら学習補助

や見守りを担っていただきました。また、教育支援員の方々にも安全面や学習環境

に細やかな御配慮を頂き大変心強く感じております。堤教育長や大地次長にも繰り

返し足を運んでいただいたことも今回大きな支えとなったと思います。こうした取

組を踏まえ、以下の点についてお伺いいたします。今回の設置期間、対象者、利用

可能な曜日や時間帯、人数など実施状況について教えてください。 

○議長（米本義博君） 大地教育次長。 

〔教育次長 大地亜由美君登壇〕 

◎教育次長（大地亜由美君） 自習室の実施状況についてお答えいたします。自習

室は小学５年生、６年生及び中学生を対象に８月６日から２２日までの水、木、金

曜日の全９日間、午前９時３０分から午後４時３０分の間で実施をいたしました。

延べ利用者数は４９人、うち小学生は７人、中学生は４２人でした。利用時間につ

いては、午前よりも午後のほうがやや多い状況でございました。また、今回初めて

の試みとして、高校生の自習補助ボランティアを募集したところ、延べ２３人の参

加がありました。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） 利用された児童生徒さんの様子や高校生ボランティア

の方、学習支援の方々から寄せられた意見や感想を含め、運営上の課題などがあれ

ば教えてください。 

○議長（米本義博君） 大地教育次長。 

〔教育次長 大地亜由美君登壇〕 

◎教育次長（大地亜由美君） 自習室の利用者等からの意見、感想、課題について

お答えをさせていただきます。堤教育長や私も時折、自習室の状況を見に行ってお

りましたがとても静かに自習をしていましたし、自習室の管理をお願いしておりま

した特別支援教育支援員の方からも、日によって利用者数に差があり環境が異なっ

ても皆さん本当に集中して自習をしていたと聞いております。自習室利用者のアン

ケートで利用してみての感想では、「利用して良かった」という回答が８９パーセ

ント、また今後の利用希望では、「このような自習室があれば今後も利用したい」
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という回答が９４パーセントありました。自由意見の中では、「快適で集中して勉

強ができた」、「できれば定期的に開放して欲しい」など、大変好評でありました。

さらに、高校生の自習補助ボランティアのアンケートでは、「機会があればまたや

りたい」という意見をほとんどの参加者からいただきました。今回の自習室開設で

は、特別な課題はなかったと思われますが、アンケートの自由意見の中に、「机の

間に仕切りが欲しい」、「自習室のポスターを配ったり貼ったりするともっと人が

集まると思う」、「質問ができるといった自習室の魅力をアピールするといい」、

といった助言的な意見がありました。これらを参考に場所の選定や管理方法を検討

してまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） 今回の自習スペース設置について、周知や広報の在り

方も今課題として挙げられているように感じました。具体的には、チラシの配布や

図書館の入口付近へのポスターの掲示なども含め、藍住町の今後の方針を教えてく

ださい。 

○議長（米本義博君） 大地教育次長。 

〔教育次長 大地亜由美君登壇〕 

◎教育次長（大地亜由美君） 自習室設置の今後の方針についてお答えをいたしま

す。図書館の自習スペースの利用が定着しており、また、学習支援の場の提供とし

ての臨時的な自習室設置につきましても、効果のある取組と考えております。場所

や開設日数、また、広報やＬＩＮＥ等の周知方法について、関係機関の協力を得な

がら夏休み等の長期休業日の開設を検討してまいります。また、令和１０年完成予

定の（仮称）世代間交流施設に設けられるオープンスペースにおいて、読書や自習

など学習支援の場として有効な利用が図られるよう検討してまいります。以上、答

弁といたします。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） ありがとうございます。やっていく中で課題はあるか

と思いますが、図書館１階の自習スペースと同じように、たくさんの方に利用して

いただけたらいいなと思います。次に、低学年の児童を含む学習機会を支えるまち
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づくりについてです。前回の質問でも触れさせていただきました。国のまとめでは、

生まれ育った家庭環境や様々な事情から成長に必要な生活環境や教育の機会が十分

に確保されていない子供たちがいるとされています。子供の貧困は、経済的な困窮

にとどまらず、特に学習面や生活面などの多方面にわたり、その後の人生に深く影

響されると指摘されています。前回、藍住町における学校教育向上のため特に力を

入れるべき点として基礎、基本学習の充実が挙げられました。また、今月５日に県

庁で開かれた子供の貧困の解消に向けた会合では、都内の民間団体が全国の非課税

世帯を対象に行った四国地区の結果が報告されました。その中で、６３．７パーセ

ントの保護者が塾や習い事を諦めたと回答しており、最も多い結果となりました。

国の方針でも全ての子供が家庭の事情に左右されずに、学習の機会を継続的に確保

できる体制を地域全体で支えることが重要とされています。特に、小学校低学年か

ら基礎、基本学習を充実させ、学びへの抵抗感を和らげることが将来へつながる根

本的な支援につながると考えています。教育委員会から前回、学習支援の場の提供

について施設の有効活用の観点から学習支援に限らず、多様な活用方法を検討し現

場のニーズを把握した上で町の方針を定め、関係部局と連携して進めていきたいと

のお考えを示していただきました。そこで、本町としての方針を進めていく中で、

教育委員会が考えておられる協働して連携できる関係部局とは、具体的にどちらを

想定されているかを教えてください。 

○議長（米本義博君） 堤教育長。 

〔教育長 堤広幸君登壇〕 

◎教育長（堤広幸君） ただいまの、小学校低学年から基礎、基本学習の充実を含

め教育委員会としてどのような方々との協働を想定しているのかという御質問にお

答えいたします。小学校低学年においては、授業における聞き方や話し方、ノート

の取り方など基本的な学習の習慣を身につけるということが学びのベースとしてと

ても大切であるというふうに考えております。こうしたことについては、これまで

それぞれの学校で、それぞれの学級担任が指導してまいりましたけれども、その指

標となるものがございませんでした。そこで、現在、藍住町学校教育研究会の学力

向上部会と協働して藍住町版としての学びの手引きを作成しているところです。学

びのモデルを示し運用することで、町内のどの小学校でも、どの学級でも、一定水

準の学び方が身につけられるというふうに考えております。また、手引きは子供た
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ちが学習に向き合うべき姿勢が保護者の方にも分かるような内容になっておりま

す。来年度には家庭学習のしおりや新しく導入するタブレットの使い方についても、

手引きを作成する予定です。これらを活用し、基本的な学習の仕方を身につけると

ともに、個別最適な学びと協働的な学びの一体化を進めていくことで、将来自習室

や自習スペースの活用につながるなど学習意欲の増進を期待しております。 

なお、今回の自習室開設にあたり、自習補助として高校生のボランティアの皆さ

んが積極的に参加していただけたこともあり、今後も徳島北高等学校様などと連携

をしての学生ボランティアや、また、一般ボランティア等への拡大も含め、学習機

会の支援に関する効果的な協働について検討してまいります。以上、答弁とさせて

いただきます。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） 前向きな御答弁をありがとうございます。次に、本町

でも教員不足が深刻化する中、先ほどの自習室においても学習支援の充実を御検討

いただきました。今後、低学年の児童含めた不足している学習機会や支援について

教育支援員の方々など意見交換を通し、どのように進めていかれるのかを教えてく

ださい。 

○議長（米本義博君） 堤教育長。 

〔教育長 堤広幸君登壇〕 

◎教育長（堤広幸君） ただいま、地域協働による学習機会や支援についてどう進

めるかという御質問にお答えさせていただきます。教員不足につきましては、全国

と同様、本県においても非常に深刻な問題がありまして、本町においても教職員の

配置が十分にされていないという現状がございます。本町では、これまでにも県教

育委員会に対し適切な配置を強く要望するとともに、教員不足を解消する施策の実

施を強く要望しているところでもあります。今後も要望してまいりたいと考えてお

ります。以前には、少人数指導加配や児童生徒指導加配といった人員が県から配置

されておりました。低学年では、それを活用して複数の教員の授業指導を行うティ

ームティーチング、高学年においては習熟度別指導など充実した授業が行えており

ました。しかし、教員不足の影響を受け、そうした加配措置も次々とカットされて

いるという状況がございます。これについても、県教育委員会には引き続き強く改
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善を要望してまいりたいと思っています。一方、町としましては、学校現場からの

要望でもある特別支援教育支援員や町費助教諭を適切に配置することにより、児童

の指導の充実等、教育環境の整備を図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。また、低学年を対象とした自習室というふうな要望も一部ございましたけれど

も、低学年に関しては単発的な学習支援というよりも、加配や支援員などの充実に

より、日常的に児童と関わる授業の中で早い時期にサポートができるような体制づ

くりの検討を優先したいというふうに考えております。また、地域学校協働活動の

取組を推進することにより、学校と地域の連携を深め多様な人材の活用を図りたい

というふうに考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） はい、ありがとうございます。現状に沿って、町とし

ての安心できる取組だと受け止めております。こちらもまたやっていく中で課題が

出てくるかと思いますが、その都度また相談させてください。次に、産後ケア事業

の現状と利用促進に向けた取組についてです。産後ケア事業は、平成２６年度から

国の子ども・子育て支援新制度のモデル事業として始まり、母子の健康や育児環境

を支える重要な取組として位置づけられています。背景には、核家族化の進行や地

域のつながりの弱まりにより、出産後母親が十分なサポートを受けにくい状況が拡

大していることがあります。こうした中で、妊娠から出産育児に至るまで一貫して

支える切れ目のない支援体制の構築が国全体で課題となっており、特に出産後の母

親への心身のケアや育児不安の解消、孤立防止のための地域との支える仕組みが求

められています。藍住町には若い世代や子育て世帯の方が多く暮らしていることか

ら、産後ケア事業の充実は今後ますます重要な施策の１つとなります。この事業は

出産後１年以内の母子を対象に母親の心身のケアや育児サポートを行い、安心して

子育てができる環境の整備を目的としています。特に新生児期には、夜泣きや授乳、

育児不安などが重なり、母親の心身の負担が増加しやすいことから適切な支援を受

けることで不安の軽減や医療、福祉とのつながりが生まれ、相談や支援を受けやす

い環境づくりにつながります。国の報告では、産後うつや虐待による死亡リスクは、

生後数日から６か月未満に集中しており、この時期への早期支援が極めて重要であ

ることが示されています。また、産後ケアを実施している医療機関では、利用者を
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対象としたアンケート調査が行われていました。当事者の声を今後の制度改善に生

かしていただきたいという思いからまとめられたものであり、いくつかの質問と照

らし合わせながら、本町の具体的な取組についてお伺いします。まず、産後ケア利

用券の交付時期と制度運営の在り方についてです。県内多くの自治体では、産後ケ

ア事業の利用券を妊娠中から交付可能とし、妊娠期から切れ目のない支援体制を整

えています。一方で、本町では交付は産後からに限られており、妊娠中の支援とし

てはやや不足している印象を受けました。また、利用の度に町の許可が必要である

ことも当事者にとっての利用のしづらさにつながっている様子がアンケート調査か

らも見受けられました。国のガイドラインでは、妊娠初期から出産後４か月頃まで

の切れ目ない支援の重要性が示されており、今年４月からは制度の枠組みも大きく

見直されています。特に、母子健康手帳交付時など妊娠初期からの支援体制の整備

が市町村に求められております。今後は、妊娠中からの利用券を交付できる仕組み

や申請手続きの簡素化といった視点から、交付時期や制度運用の在り方について御

検討いただけないかと思います。本町のお考えをお聞かせください。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） 産後ケア事業は、分娩施設退院後から一定期間、病院

や診療所、助産施設、こども家庭センター、保健センターなどの自治体が設置する

場所、対象者の居宅において母子とその家族が健やかな育児のできるよう市町村が

実施主体となって支援することを目的に制度化されたもので、本町では令和２年４

月から事業を開始しております。町の産後ケア事業が、妊娠中の支援体制として不

足をしているとの印象を受け、今後の制度運用についての考えをとの御質問でござ

いましたが、本町が実施する妊娠期から子育て期にわたるまでの支援体制を御説明

した上で今後の運営などについてお答えをさせていただきます。現在、妊産婦の心

身のケアや育児サポート、乳児の健やかな成長と健全な発達の支援は、こども家庭

センターが担っております。まず、妊娠１１週までに母子健康手帳と妊婦健診用紙

を交付するための妊娠届の受付業務で対象者との最初の関わりが始まり、保健師や

助産師が本人、家族と面談し、冊子、赤ちゃんのための説明書をお渡しして、妊娠

期から産後までの各種制度を周知するとともに、個々に沿ったセルフプランを立て

ております。次に、産前産後のサポートを行う事業としまして、育児レッスンや妊
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娠３４週頃の電話、訪問、アンケート調査を実施しております。保健師や助産師に

よる赤ちゃんの抱っこの仕方やあやし方、沐浴や衣類の着せ替え、おむつ交換など

の育児体験の機会を個別、集団により提供し、電話による不安や心配事への相談支

援なども行います。出産後には、出生後４か月までに家庭を訪問する、こんにちは

赤ちゃん訪問で母子の状況確認とともに、子育てガイドを活用した３歳児健診まで

の各種制度の説明や必要に応じた制度の利用を促しており、その場で産後ケア事業

の利用受付をする場合もございます。また、家庭や地域で感じる孤立感の解消を目

的に出生時期が同じお子様のいる産婦が参加のできる育児サロンを月２回開催し、

保健師や助産師を囲んだ少人数での交流の場を設けるなどの事業も実施しておりま

す。ここまで御説明をさせていただいたものは、国の要綱やガイドラインに沿った

事業のみとはなりますが、妊娠期から、継続的な支援提供は切れ目なく行っており、

それぞれ適切な時期に実施していることを御理解いただきたいことから、改めて御

説明をいたしました。次に、出産前の産後ケア事業利用券の交付についてでござい

ます。この事業の対象は、出産後１年以内の母子であって、産後ケアを必要とする

ものとされていることから、今のところ産後の必要な時期に利用券を交付する方法

を変更する予定はございません。最後に、申請手続きの簡素化についてお答えいた

します。産後ケア事業の申請受付は、最初の１回目は窓口での受付、２回目以降は

電話での受付も可能としております。受付時の関わりは、支援を必要とする母子の

状況を知り、適切な支援を提供する相談支援の１つでございます。支援の必要性の

高さによっては、事業を委託する医療機関や助産院との連携が必要となるだけでは

なく、こども家庭センターが事業対象期間後も継続的に支援を行うための重要なツ

ールともなります。先ほども申し上げましたが、こんにちは赤ちゃん訪問時の申請

受付や緊急利用となるケースへの対応も整えておりますので、現在の方法を基本に

今後も実施してまいりたいと考えます。今年４月からは、国の新たな施策として支

援連携の確保を目的に妊婦とその配偶者等に対して、面談等により情報提供や相談

などを行う妊婦等包括支援事業が創設され、本町でも開始をいたしました。町とし

ましては、これからも妊産婦やその家族へ寄り添った支援に取り組み、さらなる充

実を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 
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●３番議員（元木春香君） 今、御丁寧に答弁いただきました。お話の中で、本町

としては妊娠期から直接お母さんと面談を重ねて支援につなげていることと、その

上で利用券を含めて出産後対象としている事業として認識いたしました。答弁の中

であった子育てガイドなんですけれども、私も拝見させていただきましたが、妊娠

期から保育園、学童、病児保育などすごく丁寧にまとめられておりました。  

次に、産後ケア事業における利用しやすい制度設計についてです。先ほどの答弁

と複重するかもしれませんが、質問いたします。支援を必要とする母子にとって費

用の負担の大きさは制度が整っていても利用への大きなハードルとなり、制度本来

の目的である支援の促進が十分に果たされていないのではないかと懸念されます。

今回のアンケート調査においてもそのような声が複数寄せられており、一部を御紹

介いたします。資料の配信をお願いいたします。例えば４枚目で藍住町で産後ケア

を利用された方からは、家族以外の大人と話ができてとてもリフレッシュできまし

た。ただ、藍住町は費用が高く、何度も利用したいと思っていてもできないと感じ

ました。徳島市のようにクーポンがあれば、もっと予約しやすいと思います。また、

６枚目の町外の方からは、１日の過ごし方や母乳のことなどの話を聞いてもらうだ

けで安心できました。気分転換にもなりました。クーポンがあったので、ためらう

ことなく利用できました。１７枚目の別の方からは、少ない自己負担で産後ケアを

受けられて本当に助かりました。移住地に関係なく、より多くの人が利用できるよ

うになればよいと思います。最後に、１８枚目のインターネットの口コミの抜粋部

分になります。赤ちゃんを安心して預けることができました。自治体によって料金

が異なるようですが、こんなすばらしい制度がもっと広がって欲しいです。生後４

か月以降は使えませんが、一番辛い時期に助けてもらえて本当に感謝しています。

といった御意見が寄せられました。これから子育てしていく御家庭が安心して制度

を利用できるように費用負担の軽減や、これは先ほど答弁で理解しましたけれども、

クーポン制度の導入について本町としてどのようにお考えなのか、教えてください。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） 本町の産後ケア事業利用料は、この事業が、地域子ど

も・子育て支援事業と位置づけられたことを踏まえ、乳幼児医療の基準となる就学

前児童保険診療自己負担と同じ２割としていますが、国の制度による減免措置を講
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じており、利用者には減免後の金額をお支払いいただいております。利用者負担額

を申し上げますと、ショートステイ型の利用で委託料１泊５万円に対し、本人負担

は課税世帯で７,５００円、非課税世帯は５,０００円。委託料が１万５,０００円か

ら３万７,０００円までの４箇所のデイサービス型事業所では、課税世帯が５００円

から４,９００円、非課税世帯では０円から２,４００円。委託料が７,１００円から

１万１,０００円までのアウトリーチ型では、全世帯自己負担額は０円としており、

それぞれ食事代を含めた金額でございます。他の自治体に利用料の決定理由を確認

しましたところ、利用促進を期待するものだけではなく、産後ケア事業、産後ケア

実施事業所が近隣にないことから、長距離移動の交通費を踏まえたものであったり、

少子化対策の一環としたもの、先進自治体にならったものなど様々で、各自治体の

実情に応じた設定がされているものと思われます。子育てクーポン制度の導入によ

る負担軽減を図ってはとのことですが、他の自治体で利用可としている徳島在宅育

児応援クーポンの利用は、本町でも実施をしていたものでございます。配布対象が

令和５年３月末までの出生児であることから、現在は御利用いただけませんが、今

年度からは町内のデイサービス型委託事業所で藍住商品券が利用できるようになり

ました。また、妊娠時と出産後に経済的支援として現金が支給される妊婦のための

支給給付金は、子供を産み育てる環境を整備するための国の施策ですので、制度利

用につながる支援が図られているものと受けとめております。町といたしましては、

事業を継続的に実施していくことが重要だと考えます。利用者負担につきましては、

今後も国や県の施策に基づいた減免措置を講じ適切な運用に努めてまいります。以

上でございます。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木晴香君） 次に、オンライン申請などの今後の取組についてです。

現在、本町における産後ケア事業の申請は紙による手続きが中心であり、出産後の

心身とともに、大変な時期にある母親にとっては、外出や窓口での申請手続きが大

きな負担となっています。一方、他の自治体ではクーポン制度の導入を含め、オン

ラインやＬＩＮＥによる申請、また利用者本人と医療機関が直接やりとりできる仕

組みを組み合わせることで、負担軽減と利用のしやすさを高める工夫が行われてい

ます。また、本町においても、桜づつみ公園のバーベキュー施設や文化ホールなど
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の公共施設の予約、徳島県電子自治体共同システムを活用した災害用持ち出し袋の

申し込みなど、一部の事業では既にオンラインの申請が導入され、その利便性が一

定程度確保されています。産後ケア事業は外出や手続きが難しい一番大変な時期の

母子を対象とすることから、オンラインでの予約が可能になれば大きな負担軽減に

つながり、制度の活用促進にも結びつくと考えますが、オンライン申請の導入を含

め本町のお考えを教えてください。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） 先ほども答弁をいたしましたが、申請受付時の関わり

は支援を必要とする母子の状況を知り、適切な支援を提供する相談支援の１つと捉

えております。負担軽減の観点からは、申請手続きを配偶者や御家族でも可能とし

ておりますので、これまでの方法を継続してまいりたいと考えますが、議員からの

御提案は様々な視点の１つとして参考にさせていただきます。また今後、県域で統

一した申請方法が導入されるなど、利用者に有益となるシステムが構築されました

ら町といたしましても活用する方向で検討してまいります。以上でございます。  

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） 次に、産後ケア事業の周知方法と今後の情報発信につ

いてです。民間の調査によれば、産後に悩みやトラブルを感じた保護者は、９割を

超えており産後ケア事業のニーズの高さがうかがえます。一方で、実際の利用者は

３割程度にとどまり、その理由として利用の仕方が分からなかったが最も多く、次

に費用の高さや手続きの複雑さが挙げられております。自治体による案内や情報提

供にはばらつきがあり、例えば、埼玉県においては、制度の案内を受けたと回答し

た人は半数未満にとどまっております。こうした状況を踏まえ、妊娠期から分かり

やすく正確な情報を届けることが、制度の利用に直結し、さらに専門職が妊娠期か

ら関わることで出産後の信頼関係のもとで安心して支援が受けられることが期待さ

れております。そういった中で、母子手帳の交付時での周知に加え、公式ＬＩＮＥ

や独自のＳＮＳなど、住民の方に身近な情報発信ツールをより活用し、制度の利用

率の向上につなげていただきたいと思います。今後の産後ケア事業の情報発信につ

いてどのように進めていかれるのかを教えてください。 
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○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） 産後ケア事業につきましては、妊娠届提出時、産前産

後サポート事業利用勧奨時、こんにちは赤ちゃん訪問時など、少なくとも妊娠期か

ら出産後にかけて計４回、個別周知や案内をしており町ホームページでも事業内容

を詳細に掲載しております。今後も制度の認知度を高め適切に御利用いただけるよ

う、身近な情報発信ツールを活用するなどの周知に努めてまいります。以上でござ

います。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） 次に、ファミリー・サポート事業の利用促進と依頼会

員の負担軽減についてです。本制度では、主に乳幼児から小学生までの子供を対象

に支援を受けたい依頼者と支援をしたい提供者が会員となり、送迎や一時預かり、

産前産後のサポートなど、子育ての様々な場面を地域の中で支え合うことができる

仕組みで保護者にとっては子育てを続けていく上で大切な受け皿の１つとなりま

す。令和４年度に実施された全国ファミリー・サポート・センター活動実態調査に

よると、人員構成は依頼会員７７パーセントに対し、提供会員１８．３パーセント

となっており、支援側である提供会員の不足が顕著に見られました。また、提供会

員の７５パーセントが５０代から７０代と高齢化が進む一方で、依頼会員は主に３

０代から４０代の働く世代が中心です。そのため、年齢構成の偏りから安全面への

不安や責任の重さ、報酬水準への不満などが課題となり需給のバランスが崩れてい

る状況がみられます。そこで、本町の利用状況についてお伺いします。本町が加入

している板野東部ファミリーサポートでは、平日の利用料は１時間７００円、土日

祝日は８００円と全国平均並みに設定されております。さらに令和６年度からは、

町独自に提供会員への報酬を上乗せし、平日９５０円と休日１，０５０円と県内で

も高い水準が示されており、提供会員の確保に向けた積極的な姿勢が見られました。

一方で、依頼会員の利用料については、近隣自治体を含め、県の全体と比べるとや

や高めの印象がうかがえます。本町の現時点での利用状況について教えてください。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 
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◎福祉課長（深見亜喜君） ただいまの御質問に答弁をいたします。まず、直近２

年の会員数についてお答えいたします。令和５年度末、依頼会員が７１４名、提供

会員は２６７名、両方会員が６３名。利用件数は１，１２０件。令和６年度末は依

頼会員が７１６名、提供会員が２８９名、両方会員は６１名。利用件数は１，１１

１件でございます。板野郡５町で設置する板野東部ファミリー・サポート・センタ

ーは、支援を依頼したい人と子育てを支援したい人の相互援助事業を実施しており

ますが、支援をしたい提供会員数が依頼会員数の４割程度であり、必要な支援を提

供できないことが課題でございます。これまでも折に触れて、依頼があったがお断

りしたという話をセンター職員から聞いており、町といたしましては需要と供給の

バランスをとる方策が必要だと考えております。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） 次に、板野郡５町における利用割合についてお伺いし

ます。本町では移住世帯も多く、身近に頼れる親族など、支援者が近くにいない御

家庭も少なくありません。本町の平均年齢や子供の割合からしても、藍住町におけ

る制度の利用は比較的高くなる傾向にあるのではないかと思いますが、板野郡内の

４町と比較した場合、本町の依頼会員に対する利用件数の割合はどの程度になって

いるのかを教えてください。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） 事業の利用割合についてお答えいたします。令和５年

度に登録のあった本町依頼会員７１４名のうち、実際に支援を利用した方は１７１

名となっており、その割合は２４パーセント程度。令和６年度につきましては、依

頼会員７１６名のうち、利用者は１２６名ですので、利用割合は１８パーセント程

度でございます。また、郡内利用総数に対する本町の利用割合についてでございま

すが、５年度の郡内利用総数が２,１０９件ですので、割合は全体の５３．１パーセ

ント、令和６年度では、郡内利用総数が２,１１４件ですので、割合は５２．５パー

セントとなっております。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 
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●３番議員（元木春香君） 次に、依頼会員の負担軽減に向けた考え方についてで

す。冒頭でもお伝えしました、本町が加入する板野東部ファミリーサポートでは全

国平均の利用料が設定されておりますが、藍住町独自の補助によって提供会員の報

酬は県内でも高く、課題に対応した取組が見られました。一方で、徳島市などでは、

依頼会員の利用料を引き下げる動きがあり、県内でも使いやすさと参加意欲向上を

両立させる取組が進められ、先日の徳島新聞の記事でも料金引き下げの効果により

利用件数が前年度の２倍を超える傾向が報じられました。制度の在り方は、国にお

いても改善が求められておりますが、現時点では各自治体の工夫や制度設計が重要

であり、それぞれの地域に応じた取組が必要となります。第２期藍住町総合戦略に

よれば、本町の人口は２０３０年をピークに減少が見込まれるものの、他の自治体

に比べると緩やかであり、行政サービスや移住促進の取組により人口の自然増、社

会増の成果も現れております。こうした中で、働く世代を支える受け皿を確保し継

続的なまちづくりを進める上でファミリーサポート制度の充実は欠かせません。板

野郡内利用状況を見てもやや高い傾向であったことや費用面での工夫が求められる

かもしれませんが、制度促進の観点からも依頼会員の負担軽減策について御検討い

ただきたいと思います。藍住町の現時点でのお考えを教えてください。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） ファミリー・サポート・センター利用時の自己負担額

を自治体が軽減する取組は、海陽町が少子化対策と利用促進を目的に始めたワンコ

イン事業が県内最初であったと承知をしております。この施策にならった利用料の

引き下げについては、令和５年度に本町が事業委託をする公益財団、徳島県勤労者

福祉ネットワークから提供会員報酬を徳島県の最低賃金まで引き上げることととも

に依頼があり、このことにつきましては郡内５町で協議を行った経緯がございます。

板野東部ファミリー・サポート・センターの課題は、支援を依頼しても提供会員の

不足で預かってもらえないことであり、多くの子育て世帯が希望する必要なときに

支援が提供される施策の充実であるとの認識のもと、令和６年４月に提供会員への

補助事業を開始いたしました。ファミリー・サポート・センターは、依頼会員と提

供会員の相互援助で成り立つ事業でございます。問題解決に向けた現在の施策に一

定の効果があらわれましたら、利用料負担の軽減につきましても再度検討するべき
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課題の１つとして取り上げてまいりたいと考えております。以上でございます。  

○議長（米本義博君） 元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） 現時点では負担軽減については難しいとのことでした

が、今後の状況に応じて藍住町の取組として御検討いただけることを期待しており

ます。これで私の一般質問を終わります。 

○議長（米本義博君） ここで小休します。再開は２時５分からといたします。 

午後１時５６分小休 

                            午後２時５分再開 

○議長（米本義博君） 小休前に引き続き会議を再開します。 

次に、１１番議員、林茂君の一般質問を許可します。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） 議長の許可を頂きましたので、一般質問通告書にしたが

いまして質問をいたします。理事者の方は明確な答弁をお願いをいたします。 

質問は、地球温暖化から地球を守ることです。このことで、町民の命や暮らしを

守ることにつながるわけです。この地球温暖化の問題につきましては、昨年の１２

月議会でも一般質問を行いました。さらに答弁が前進することを願っています。国

連のグテーレス事務総長が言っています。地球温暖化の時代は終わった。地球沸騰

化の時代が来た。もはや空気は呼吸するのに適していない。暑さは耐えがたい。産

業革命の時から気温を１．５度の上昇まで抑えるという目標がある。そのためには、

国連は２０３５年までにこの温暖化ガス、温室効果ガス、これを２０１９年比で６

０パーセント削減をするという目標があるとこのように発言をしているわけです。

この点では、今の日本の状況を見ますと、原発と火力の発電、この依存から大きく

自然再生可能なエネルギーに切り替える。このことが地球温暖化を防止をする対策

の大きな要であるのではないかというふうに考えています。そこで最近の状況です。

日本での地球温暖化の影響、これは猛暑日が続いているということです。猛暑日と

いう規定では最高気温が３５度以上、この日をいうわけです。命に危険を伴う気温

でございます。２０２４年には１万箇所を超えました。そして、２０２３年、２０

２４年、２０２５年、この夏はいずれも観測史上最も暑い夏となり３年連続で記録
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を更新をしました。この中で線状降水帯の発生で大きな被害が出ています。２０１

４年広島の豪雨災害、線状降水帯による集中豪雨によって同時多数の土砂災害が発

生をし、７７人もの犠牲者を出したわけでございます。さらに線状降水帯は、２０

１８年の７月の西日本の豪雨、さらには２０２０年の７月の熊本県の豪雨。この熊

本県の豪雨では人的被害は、死者は６５人、行方不明者は２人、重軽症者は５１人

にのぼっています。住宅被害は、なんと７,３００棟を超えるとともに、国道の２１

９号、ＪＲの九州肥薩線など県民の生活に不可欠な道路や鉄道といったインフラ施

設、商工業、観光業、農林水産業などにも甚大な被害が生じたわけです。茨城県の

鬼怒川が溢れた１５年の９月の豪雨など梅雨以外にも各地で起きているわけです。

これは地球温暖化と都市化によるヒートアイランド現象が最大の大きな問題でござ

います。この点では、やはり日本は各国の取組から学ぶことが必要です。その中で、

ひとつイギリスだけ紹介をいたします。イギリスは２０２４年９月までに石炭火力

発電からの完全撤退を表明しており、２０４０年までにはガソリン車及びディーゼ

ル車の新車販売停止も決定をいたしました。さらに洋上風力発電の有効利用なども

着々と進めています。イギリスでは、直近の３０年間で温室効果ガスを４２パーセ

ント削減している一方、ＧＤＰを６７パーセント伸ばしており環境配慮と経済成長

の両立に大きな可能性を示しているわけでございます。そこで、気温上昇で表面化

する８つのリスクが今、大きな問題になっています。これは世界中の科学者が協力

をするＩＰＣＣの第５次の評価報告書です。このまま気温が上昇を続けた場合のリ

スクを大きく次のように示しています。１つは、高潮や沿岸部の洪水、海面上昇に

よる健康障害や生計崩壊のリスク。２つ目は、大都市部への内水氾濫による人々の

健康障害や生計崩壊のリスク。３つ目は、極端な気象現象によるインフラ機能停止。

４つ目は、熱波による死亡や疾病。５つ目は、気温上昇や干ばつによる食料不足や

食料安全保障の問題。６つ目は、水資源不足と農業生産減少。７つ目は、陸域や淡

水の生態系、生物多様性がもたらす様々なサービスの損失です。８番目は同じく海

域の生態系、生物多様性の影響、これらが挙げられているわけです。そしてこれら

のリスクは、温度の上昇の度合いによってさらなる様々な影響を引き起こす可能性

があると指摘をされております。気温４０度を超える日数が複数地域で観測され、

平年より海面水温が高い状態であることから、ニューノーマル、新しい日常の時代

に移行したとこのように言われています。日本を襲来する台風は日本近海で勢力が
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増したり、進路が定まらず、動きが遅いため長時間停滞をし、記録的な大雨をもた

らしたりするなど、従来とは異なる特徴が見られるようになりました。この背景に

は地球温暖化との関連性が指摘をされています。温暖化が進むと台風は凶暴化する

だろう、このように指摘をしています。これは東京大学の大気海洋研究所の佐藤正

樹教授でございます。この点では、地球温暖化をストップさせる。こういう取組が

ますます待ったなしの状況だというふうに考えています。そこで私は地球温暖化か

ら住民の皆さんの暮らしを守る。この点で、自治体の役割が強く求められていると

思います。だが、藍住町では私たち議員が議会で要望するとすぐに財源が無いと言

われてきました。３２億円の莫大な税金を使う施設づくりでなく、住民の命に関わ

る事業を最優先をしてください。自治体の役割は住民の命と暮らしを守るという、

大きな今、役割が求められているわけです。まず町民が納めた税金の使い方です。

公共下水事業の赤字補填には、一般会計から毎年２億３,０００万円を支出していま

す。令和７年度は一般会計からの支出は、２億５,０００万円に増額をしています。

私は一般会計からの繰入れをするなとは言いません。住民の命を守る施策にもお金

を使ってください。このように思います。そして私は、藍住町の行政として、次の

８項目、実施を強く要望したいというふうに考えています。この町の施策として実

施できないかを１つずつお伺いします。答弁をお願いします。１つは、文化ホール

は災害避難場所であり、太陽光発電が設置をされていません。この点で太陽光発電

を設置をすること。このことにつきはしては、文化ホールの建設の計画当初から小

川議員たちとともに設置をするように提案をしてまいりました。この点で、ぜひ文

化ホールに太陽光発電を設置をして欲しいというふうに思います。答弁を求めます。 

○議長（米本義博君） 重見社会教育課長。 

〔社会教育課長 重見高博君登壇〕 

◎社会教育課長（重見高博君） それでは答弁申し上げます。総合文化ホールには、

災害時の電力確保策として、出力１５０キロボルトアンペアの自家発電機を既に備

えております。この発電機は燃料が満タンであれば、停電時でも約５日間の連続稼

働が可能となっております。議員御提案の太陽光発電システムはクリーンエネルギ

ーとして有用である一方、いくつかの課題もございます。１つ目に、天候に左右さ

れる不安定な発電という面です。太陽光発電は雨天や夜間には発電ができないため、

電力供給が不安定になります。災害時には台風や大雨など、悪天候が予想されるこ
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とが多く、電力源として安定性に欠ける点が懸念されます。２つ目に、初期導入コ

ストの大きさです。太陽光発電システム導入には高額な初期費用がかかります。よ

り費用対効果の高い災害対策を優先すべきと考えております。３つ目に維持管理の

コストと手間です。導入後も定期的なメンテナンスやパネル清掃など維持管理にコ

ストと手間がかかります。また、現在設置されている太陽光発電パネルにつきまし

ては、大量廃棄の問題がこれから社会的な問題になるとも指摘されております。こ

れらの課題を考慮いたしますと、安定した電力供給が可能な自家発電機を保有する

現状において、太陽光発電システムの追加導入は適切でないと判断いたしました。 

なお、総合文化ホール建設時に、そのほかのクリーンエネルギー、例えば地中熱

を利用した設備などについても検討していますが、太陽光発電システムと同様に、

イニシャルコスト、ランニングコストとも投資効果が見込めず、現在の設備が最適

であるとの結論に至っております。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君起立〕 

●１１番議員（林茂君） 再問。今の答弁、３点いただきました。いくつか問題点

としては、環境省の方針は公共施設には太陽光発電、蓄電池を備える。これは環境

省の最大の方針です。この方針に沿って各自治体は取組んでいるということを再度

承知をしてください。それからもう１つ財政問題が今出ました。それで、この問題

では議会でも私、質問の中でこういうことを言いました。お金がなくても財源がな

くっても屋根貸し、屋根を業者に貸して、太陽光発電、そして蓄電池を設置をして

もらう。そういう屋根貸しがあるんです。この点では、既に、いくつかの自治体が

活用しています。隣の鳴門市がいち早くこれを実施をしました。ですから財政問題

では、そんなに大きなネックにはならないのではないかということです。先ほど詳

しく設置できない理由が述べられました。今までこのような答弁がされませんでし

たね。太陽光発電の。そういう点では、やはり議論をする場として詳しい、やはり

説明を今後、求めたいというふうに思います。屋根貸しのことについて答弁を求め

ます。 

○議長（米本義博君） 齊藤副町長。 

〔副町長 齊藤秀樹君起立〕 
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◎副町長（齊藤秀樹君） ただいまの再問にお答えをいたします。答弁といたしま

しては、先ほど社会教育課長から申し上げたとおりでございますが、おっしゃるよ

うな提案については、これから検討の１つに課題、加えていきたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） それでは、２点目に質問です。新町民体育館の太陽光発

電を設置をして欲しいと、ここは設置をしています。ですけど事務所用なんです。

非常に小さい、こういうことで、やはり災害避難場所及び教育上にふさわしい、そ

ういう施設に作り替えていくと、この点でも今、そういう設置をする最大のチャン

スじゃないかと、このように思います。この点で答弁をお願いします。 

○議長（米本義博君） 重見社会教育課長。 

〔社会教育課長 重見高博君登壇〕 

◎社会教育課長（重見高博君） 町民体育館への太陽光発電システムの設置につき

ましてお答えいたします。町民体育館は、事務所用として太陽光発電システムを導

入しておりますが、避難場所や競技場全体の電力を賄うものではありません。避難

場所として機能するためには、より安定した電力供給の確保及び設備投資に係る費

用対効果を十分に考慮した上で判断する必要がございます。避難場所及び競技場を

対象とする太陽光発電システムの設置につきましては、これまでにも導入の可否を

検討しております。その際のデータに基づき、いくつかの課題があることを御説明

させていただきます。まず、巨額な投資、初期投資です。概算工事費として約１億

円の費用が見込まれ、非常に大きな負担となっております。そして、投資回収に要

する期間の長さです。年間の電気料金削減額は、最大限に見積もって約２００万円

と試算されております。単純計算でも初期投資の回収には５０年という非常に長い

年月を要します。一般的な太陽光発電パネルの耐用年数は２０年から２５年とされ

ていることや体育館の将来的な改修、設備の更新を考慮すると、費用対効果の面で

現実的ではないと判断いたしました。これらのことから、現状では多額の費用をか

けて太陽光発電システムを追加導入することは、財政上、また、効率的な災害対策

の観点から適切ではないと考えており新たな設置は考えておりません。 

なお、現在町民体育館に設置している非常用発電機は約３日間の電力供給が可能
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であり、避難場所用としての機能は確保されていると考えております。以上、答弁

とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君起立〕 

●１１番議員（林茂君） 再問します。今、答弁がありました。費用対効果の初期

投資の問題で約１億円かかると、こういうふうな試算がされたわけです。これは何

社か業者に見積もりとかそういうなんをしてもらったんですかね。 

○議長（米本義博君） 重見教育課長。 

〔社会教育課長 重見高博君起立〕 

◎社会教育課長（重見高博君） 電力の業者のほうに試算をしていただいておりま

す。以上です。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君起立〕 

●１１番議員（林茂君） 再々問します。分かりました。そういう初期投資とか、

そういう費用対効果をやはり言って、行政として試算した場合には、何かの機会で

やはり提示をしていただきたいと、事前に、そういうふうに思います。我々質問し

ても、そういう詳しい答弁がなければ、役場一体どないしよんなと、こういう一般

的な考えに陥るわけです。そうすると、それについてのやはり議論がもっともっと

深まるんじゃないかと費用対効果だったり。そして端的にみますと、よそのホール

は初期投資の問題とかそんなん考えんとしとんだろうかというふうに思うわけで

す。単純に。そういう疑問もあります。先ほど言いましたように、屋根貸していう、

そういう事業がありますので、もう答弁いりません。そういうことです。 

○議長（米本義博君） 林茂君、あの、毎回注意してますが、答弁をいりませんと

いうのは質問ではないのでやめてくださいと。 

●１１番議員（林茂君） さっき答弁したんで。副町長が。あの文化センター。 

○議長（米本義博君） 今、「再々問です。」とおっしゃったじゃないですか。 

●１１番議員（林茂君） はい、はい、お願いします。答弁お願いします。 

〔「いらんでぇなぁ。」の声あり。〕 

○議長（米本義博君） 質問の内容をもう少し明確に。 

●１１番議員（林茂君） 同じく屋根貸しをしたらどうですか。ということです。 
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   〔議場内で聞き取れない声あり。〕 

○議長（米本義博君） 屋根貸しについては先ほど答弁いただきましたよね。 

●１１番議員（林茂君） そういうことで、屋根貸しの件については答弁もらった

ということで終ったんです。 

○議長（米本義博君） いや、一般質問なんですから、同じ回答を頂くための質問

は必要ないじゃないですか。 

●１１番議員（林茂君） ほな、回答をお願いします。 

○議長（米本義博君） いやいや、同じ質問をしても、それは意味が無いでしょう。 

●１１番議員（林茂君） 建物が違うでしょ。文化ホールと。 

○議長（米本義博君） 小休します。 

午後２時４８分小休 

                           午後２時４９分再開 

○議長（米本義博君） 小休前に引き続き会議を再開します。 

齊藤副町長。 

〔副町長 齊藤秀樹君起立〕 

◎副町長（齊藤秀樹君） ただいま御発言がございました。最後に文化ホールとい

うお言葉があったようですけれども、まず先ほどの屋根貸しという観点につきまし

て改めて整理をさせて御説明をさせていただきますと、今、文化ホールとおっしゃ

いました。既存の建物に今からどうするこうするというふうなことで検討するとい

ったような私の答弁ではございません。今後、太陽光発電が必要となる施設につい

て検討の必要があれば、当然検討するというような意味でございますので、その１

つとしての選択肢とこういうふうな意味合いでございますので、改めて説明をさせ

ていただきまして、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） それでは次の質問に入ります。３点目です。緑のカーテ

ンを作ること。緑のカーテンでは上板町が有名でございます。窓の外側にゴーヤや

キュウリなどつる性の植物を育てて太陽の光を遮る緑のカーテンは、室温を下げて、

熱中症のリスクを減らせると同時に、クーラーの使用を抑えることで省エネにもつ

ながります。また、植物が二酸化炭素を吸収する効果もあり、まさに一石三鳥と言
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えます。小中学校に緑のカーテンを設置すること。答弁を求めます。 

○議長（米本義博君） 大地教育次長。 

〔教育次長 大地亜由美君登壇〕 

◎教育次長（大地亜由美君） 小中学校施設への緑のカーテン設置について答弁さ

せていただきます。緑のカーテンにつきましては、一般的に室温上昇の抑制、二酸

化炭素の吸収、電気代の節約等のメリットがあると言われております。一方で、外

の様子が見えなくなるため防犯上の問題がある、肥料や植物に虫が発生する、窓の

外側に設置した場合、部屋の中が暗くなり昼間でも電灯をつけなくてはいけなくな

る、管理に手間がかかる等のデメリットも挙げられております。小中学校のような

大きな施設に設置する場合、プランター、土、肥料、支柱、ネット等の多額の費用

がかかる上、強風対策、水やりや施肥などの作業負担も小さくありません。このよ

うなことから、環境学習の一環として小中学校施設の一部に設置する場合、一定の

意義はあると考えられますが、施設全体への設置は課題も多く適当ではないと考え

ております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君起立〕 

●１１番議員（林茂君） 再問。今、防犯の点等、答弁いただきました。今、阿南

市でも阿南の商工会議所の女性会でゴーヤでの緑のカーテン、これを作ってもらお

うということで、毎年市内の小学校と高校、それに企業など合わせて６５箇所にゴ

ーヤの苗を配ってます。非常に好評なんですね、毎年。それで阿南の商工会議所の

女性会の町田会長が、小さい頃から地球温暖化防止への意識が高まると言い、暑さ

をしのいで緑のカーテンの中で環境のことを考えながら授業を受けてもらいたい

と、このように話をされているわけです。ですから、いろいろと考え方が異なると

思うわけです。そういう点でやはり積極的な意義もつかんでいただいて、やはり検

討すべきでないかと、このように思います。答弁願います。 

○議長（米本義博君） 堤教育長。 

〔教育長 堤広幸君起立〕 

◎教育長（堤広幸君） ただいまの御質問に答弁いたします。今おっしゃるように、

一定の教育的意義っていうのがあることは重々承知しております。ただ、本町の小

学校中学校の規模を考えた場合、非常に難しいというふうに考えています。これは
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実際にゴーヤのカーテンとかグリーンカーテンを作られた方なら、お分かりになる

と思うんですけども、猛暑のときには朝夕２回の水やりが必要でございます。で、

本町の場合は３階まで普通教室がございます。２階建て等の校舎であれば、１階で

プランターを置いて上まで這わすのは可能ですけれども、本町のような校舎におい

ては２階のベランダ部分、３階ベランダ部分にそれを設置することは非常に困難で

ありますし、水道がついていないそのベランダに置いて、じゃあ一体誰が毎朝夕水

をやるのか。子供たちがバケツに水を入れて、水道からワークルームを越えて教室

を越えてベランダに何往復も水をやる。そういったようなことをすることが本当に

果たして必要かと。そして土曜日、日曜日、長期休業日、それは一体誰がその世話

をするかということを考えた場合に、非常に難しいような状況であるというふうに

思います。グリーンカーテンと言うと非常に美しく、生えそろえていれば見た目も

よろしいし、イメージ的にもよいかと思いますけども、実際に本町の校舎、教育環

境を考えた場合に、児童生徒や教職員に多大な負担をかけるようなグリーンカーテ

ンというのは、本町としては委員会として設置をするつもりはございません。そう

いう学校でいろいろ工夫を凝らして１階部分のところでするというのは大変結構か

と思いますけれども、委員会としてそういった方針を進めていくということは、今

は考えられておりません。以上です。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） 答弁いただきましたので、それでは、次の４点目です。

藍住町の住宅用太陽光発電システム等普及促進補助事業を行ってほしいということ

です。対象は住宅用の太陽光発電システム、蓄電システム、太陽光発電などの自然

再生エネルギーへ切り替える方。この点でも今まで議会で紹介をしてきました。既

に他町では実施をしています。藍住町でも住宅用の太陽光発電システム等普及促進

補助事業を行っていただきたいと、このように強く求めます。答弁を求めます。  

○議長（米本義博君） 齊藤副町長。 

〔副町長 齊藤秀樹君登壇〕 

◎副町長（齊藤秀樹君） お答えいたします。地球温暖化対策の重要性は認識して

おりますが、太陽光発電システムに対する補助金につきましては、これまで答弁さ

せていただいたとおりでございます。太陽光発電設備には様々な課題が指摘をされ



- 68 - 

ております。具体的には、住宅密集地における近隣に対する反射光や反射熱の影響、

また設置に係る初期費用、そして、維持管理に必要な必要経費など、経済的負担が

懸念をされております。さらに、太陽光パネルの廃棄時に生ずる環境負荷、多大な

コストが問題視をされております。太陽光発電設備の設置につきましては、住宅用

でありましても、個人や企業が利点や問題点を総合的に踏まえた上で導入されるも

のと考えており、設置を推進するための助成については、現時点においても導入は

考えておりません。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） 以前、太陽光発電システムの補助事業について質問した

ところ個人が設置をする、これが一般的だというふうな答弁がありました。基本的

な考え方は今の答弁でよく分かりました。それでぜひ、この点でも続けて問題点を

私また質問していきたいというふうに考えています。 

５点目です。藍住町の電気自動車等普及促進補助事業を行うこと。対象は電気自

動車、燃料電池自動車購入者です。この点での議会で紹介をしてまいりました。北

島町では住民から非常に好評を得ています。藍住町は公用車の購入は電気自動車と

いうことで購入しているわけです。さらに一歩進めて、住民が電気自動車を購入で

きるこの制度を作ってください。答弁を求めます。 

○議長（米本義博君） 齊藤副町長。 

〔副町長 齊藤秀樹君登壇〕 

◎副町長（齊藤秀樹君） お答えいたします。環境にやさしい電気自動車の普及は、

本町に限らず脱炭素社会の実現に向けた重要な目標であると認識はいたしておりま

す。しかし、補助事業の実施には課題があると考えております。太陽光発電システ

ムに関する御質問で答弁させていただきましたように、充電インフラが不十分な環

境など様々な環境がある中で、電気自動車の選択については、個人が総合的に判断

されるものと考えており、公平な予算運用に課題がないとは言えません。したがい

まして、現時点で補助事業を行う予定はございません。以上、答弁とさせていただ

きます。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 
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●１１番議員（林茂君） 今、問題点が出されましたけど、ぜひまた続けて、他町

の取組の状況、そして問題点も調査をしながら再度この制度を作ってもらうために

質問を続けていきたいというふうに考えています。 

６点目です。高齢者、障害者世帯にエアコン購入費の補助金７万円を補助して欲

しい。熱中症による死亡者数は夏の気温上昇とともに増加傾向にあります。家庭で

発生する高齢者の熱中症が増えており、高齢者では住宅での発生が半数を超えてい

ます。特に記録的な猛暑だった２０１０年には、１,７４５人の死亡者数。熱中症に

よる死亡者全体に占める６５歳以上の高齢者の割合は年々急増しています。２００

０年が５０パーセント、２０２０年は８７パーセントを占めています。家庭で発生

する高齢者の熱中症に対する対策としてエアコン購入費の補助金制度を設置をし、

高齢者や障害者世帯を財政面で支えてください。以上、答弁を求めます。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君登壇〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） ただいまの御質問に答弁をいたします。高齢者、障害

者世帯へのエアコン購入費につきましては、現段階で補助金を交付する考えはござ

いません。理由といたしましては、対象世帯には既に自分自身の資金で設置をされ

ている方もおられ、公平性が保たれないことや補助対象を限定することの説明を明

確にお示しすることができないからでございます。議員の御質問には、近年の記録

的な猛暑に伴う健康被害の増加が懸念される中で、熱中症予防を図る観点によるも

のと真意を理解しております。高齢者の熱中症による死亡件数は年々増え続け、そ

の３分の２は居宅内での発症であるとの報告もございます。また、エアコンを設置

されていても、様々な理由から使用を控える方がおられるとも聞きます。こうした

ことから、まず、エアコンの適切な使用を呼びかけるとともに、こまめな水分補給

や塩分補給など熱中症予防に関する周知が重要だと考えますので、民生委員の戸別

訪問や見守り、行事開催時の啓発などを今後も継続して行ってまいります。最後に

なりますが、町としましては、町民の皆様に不公平感を生じさせない施策を実施す

ることが大切であると考えております。この点について御理解を頂きたいと存じま

す。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君起立〕 
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●１１番議員（林茂君） 再問です。既に資金があって、自らがエアコン設置をし

ている世帯はそれでいいと思うんです。ですけど、現在のその経済状況の中で、な

かなかそのエアコンも購入できないと、こういう高齢者世帯、そして障害者の世帯

もいるわけです。ここはやはり行政の役割として、財政面で支えていくと、こうい

う側面も自治体の役割でないのか、このように思います。答弁を求めます。 

○議長（米本義博君） 深見福祉課長。 

〔福祉課長 深見亜喜君起立〕 

◎福祉課長（深見亜喜君） お答えいたします。今年９月１日時点で、町社会福祉

協議会が熱中症予防の啓発といたしまして、町内独居老人、６０歳以上の独居高齢

者のお宅でアンケート調査を行っております。その結果といたしまして、総数は５

９５件でしたが、今現在３７４件の回答がある中で、全く使わないと回答された方

はいらっしゃったのですが、エアコンが未設置のためにクーラーが無いから使わな

いと言っていたお宅は今のところお聞きしておりません。それと全く使わないとい

うのが全体の３．５パーセントあったんですけれども、その３．５パーセントを数

字に換算した場合、約１３名の方が該当することにはなりますが、これもあくまで

も、御本人さんからないと聞いたわけではないので今後、きちんとした調査をまた

行う中で検討してまいりたいと思います。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） それでは７点目です。藍住町ゼロカーボンシティ宣言を

行うこと。で、隣の北島町は令和３年にゼロカーボンシティ宣言をいたしました。

続いて松茂町のゼロカーボンシティ宣言。この中で、吉田町長は公共施設から脱炭

素化の取組を進め地域へとつなげたいと、このように発言をしています。ゼロカー

ボンシティとは、２０５０年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指

すと宣言した地方公共団体のことでございます。２０２４年の１２月７日現在、１,

１２７自治体。過半数を超えているわけです。北島町はゼロカーボンシティ宣言を

することによって、太陽光発電の導入。この費用、環境省からの補助金として４億

２，２８２万円の交付を受けたわけです。その点で、ゼロカーボンシティ宣言を行

うメリットとしては、今言いましたように北島町の例で、ゼロカーボンシティ宣伝

を行うことで環境省から太陽光発電を導入するときに交付金が支給されています。
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それからメリットの２つ目は、地域経済の活性化や地域貢献につながる点です。日

本は発電において二酸化炭素の排出が多い、化石燃料の割合が多く、再生可能エネ

ルギーの転換が求められています。そのため、新しく太陽光や風力、水力、地熱な

どの再生可能エネルギーを導入する自治体も増えています。その際、新たな産業と

か雇用が生まれるため、地域経済への活性化へとつながります。また、地方自治体

の９割以上はエネルギー収支が赤字となっている現状があります。これは化石燃料

を海外からの輸入に頼っている部分が多いためです。再生可能エネルギーの転換で

きると電力の自給自足を行えるだけでなく、余剰電力を電力事業の大きな地域に販

売できる可能性があります。このように２つのメリットがあります。この点で藍住

町は、ゼロカーボンシティ宣言を行うことを強く求めます。答弁を求めます。  

○議長（米本義博君） 齊藤副町長。 

〔副町長 齊藤秀樹君登壇〕 

◎副町長（齊藤秀樹君） お答えいたします。ゼロカーボンシティの実現には多大

な投資と長期的な計画が必要です。また、現在の技術やインフラ整備の状況など、

様々な課題に加え、町民の皆様の御理解、御協力、そして限られた予算を様々な施

策に効率的に配分することが求められています。したがいまして、昨年も答弁いた

しましたが、現時点においても宣言を行うだけでは、実効性のある成果を得るのは

難しいと判断いたしております。しかしながら、地域経済の発展や地球温暖化など

環境保護の観点から今後も適切な時期に宣言を行うことも視野に入れながら、宣言

の重みを十分勘案した上で慎重に検討してまいりたいと考えております。以上、答

弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） 今、答弁を頂きました。この点で環境省が全国の自治体

のこのゼロカーボンシティの取組状況を評価をしています。残念なことに藍住町は

評価されていませんでした。この点もぜひ、今後の検討課題としていただきまして、

次の質問に入ります。藍住町役場など町の施設で使用する電力は、新電力に切り替

えることを提案をいたします。主な効果は、電気代の節約、大手電力会社よりも安

い料金プランを提供しているため、電気代が削減できます。再生可能エネルギーの

利用、太陽光や風力など環境にやさしい自然の力を使った電力を、電気を選ぶこと



- 72 - 

ができます。これによりＣＯ２排出量の抑制、環境保護活動に貢献をできます。議

会の一般質問でも紹介をいたしましたが、鳴門市では新電力に切り換えをしていま

す。この点で答弁を求めます。 

○議長（米本義博君） 小川理事。 

〔理事兼総務課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務課長（小川哲央君） 林議員の新電力への切り換えに関する御質問に

お答えいたします。議員御指摘の新電力の切り換えにつきましては確かに電気料金

の削減効果や再生可能エネルギー由来の電力選択による地球温暖化対策の観点から、

選択肢の１つになる可能性はあると認識いたしております。その上で、まず電気料

金の削減効果についてでございますが、確かに新電力事業者の中には、従来の電力

会社よりも安価な料金プランを提供している事業者が存在することは承知いたして

おります。しかしながら、近年のエネルギー情勢の変化により、必ずしも新電力へ

の切り換えが料金削減に直結するとは限らない状況も生じております。今後も燃料

費の高騰や大規模データセンターの建設による電力需給の逼迫などの影響により、

料金体系の流動化が進むことが予測されている現状がございます。また、新電力事

業者の中には、急激な燃料費高騰等により事業撤退を余儀なくされるケースも散見

されており、事業者の経営基盤の安全性や供給体制の信頼性、契約期間中の料金変

動リスクなど総合的な観点から慎重に検討する必要がございます。公共施設という

性質上、安定的な電力供給の確保は考慮すべき重要な要素の１つであるととらえて

おります。一方、再生可能エネルギー由来の電力選択による地球温暖化対策につき

ましては、本町が策定いたしました地球温暖化対策実行計画の趣旨に合致するもの

でございます。ただし、再生可能エネルギー由来の電力プランは一般的に料金が割

高になる傾向があることも考慮すべき要素の１つでございます。現在本町におきま

しては、合同庁舎及び西クリーンステーションの屋上へ太陽光発電設備を設置する

など、再生可能エネルギーの利活用を段階的に進めているところでございます。新

電力への切り換えにつきましても、県及び県内の他市町村の動向や国の政策方針な

ども注視しながら、本町にとって最も適切な電力調達方法について情報収集に努め

てまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 林茂君。 

〔林茂君登壇〕 
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●１１番議員（林茂君） もう８項目にわたって、それぞれ答弁を頂きました。こ

れ答弁については、いろいろ情報を収集しながら、何をどのように再生可能エネル

ギーに転換していくかという大きな課題が横たわってますので、お互いに、行政も

我々もともに今の地球温暖化を阻止をしていくために全力で私どもは頑張っていく

決意でいます。これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。  

○議長（米本義博君） ここで小休します。再開は３時５分からとします。 

午後２時５８分小休 

                            午後３時５分再開 

○議長（米本義博君） 小休前に引き続き会議を再開します。 

次に、２番議員、新居純一君の一般質問を許可します。 

新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） 新居純一です。議長の許可を頂きましたので、一般質

問通告書にしたがって質問さしていただきます。理事者の皆さん、真摯な回答をお

願いいたします。 

まず、最初は投票率の向上について質問さしていただきます。本町のこれまでの

投票率は前回の町長選が４４パーセント、昨年の町議選が４０パーセント、衆議院

選が４８パーセント、今年の参院選は４９パーセントといずれも残念ながら５０パ

ーセントを切っています。昨年の第 1 回定例会で元木議員が投票率向上のため、巡

回バスの運行をと質問したところ、当時の住民課長より考えていないとの答弁があ

りました。投票日に用があり、期日前投票所がある町役場まで行く足がないという

声も私はよく聞くのでとても残念です。そこで私は、投票率向上施策の１つとして、

家の近くで期日前投票ができる移動式期日前投票所を設けてはと考えます。イメー

ジは投票所ごとに１箇所、地区老人憩の家などに選挙期間中に１回１時間開設しま

す。町役場に開設する期日前投票所には行けなくても、家の近くの地区老人憩の家

などならば投票に行ける住民の方も多く投票率アップは間違いないと考えますが、

お答え願います。 

○議長（米本義博君） 堺住民課長 

〔住民課長 堺政仁君登壇〕 
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◎住民課長（堺政仁君） 移動式期日前投票所の設置についてお答えいたします。

移動式期日前投票所は、バスやワゴン車の車内に投票箱や記載台を設置し、投票管

理者や立会人を配置し、各所を巡回しながら車内で投票できる取組でございます。

投票所の統廃合に伴う代替措置や高齢者対策等として、一部地域において実施され

ているものと承知しております。実施につきましては、適正な選挙の執行には欠か

せない二重投票防止のための仕組みや立会人等の人員体制の確保、経費の増加等、

様々な課題がございます。このため、現時点においてはまだ困難であると考えてお

ります。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） 再問します。高齢化社会の中で投票に困難を感じてい

る人たち、投票弱者といわれる方々が投票しやすくなるような、私は移動式期日前

投票所のようなユニバーサルな環境をつくることが投票率向上にもつながるんじゃ

ないかと考えております。この点から考えていただくといかがでしょうか。 

○議長（米本義博君） 堺住民課長。 

〔住民課長 堺政仁君起立〕 

◎住民課長（堺政仁君） お答えいたします。藍住町におきましては、面積が約１

６平方キロメートル、その中に山や海の無い平たんな土地でございます。高齢者の

方々の投票場所への移動については、確かに重要な問題ではございますが、近隣の

市町村に比べて特段、劣悪な環境にあるとは思っておりません。また、今後状況が

変わりましたら、検討する必要があるかと存じますが、現時点ではまだ早いという

のが認識でございます。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） はい、ありがとうございます。また時期が来たら検討

してください。次に、不在者投票についてお尋ねします。この制度では町内８箇所

の病院などで入院している方が投票できます。８箇所の病院などの定員は約３４０

人です。このうち全ての方が本町の住民ではないかも分かりませんが、投票率に直

すと１パーセントにあたります。この町内８箇所の病院などでの不在者投票の実施

の有無、実施状況をお尋ねいたします。 
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○議長（米本義博君） 堺住民課長。 

〔住民課長 堺政仁君登壇〕 

◎住民課長（堺政仁君） 不在者投票の実施状況についてお答えいたします。県選

挙管理委員会の指定を受けている町内８施設の不在者投票者数は、令和３年の町長

選挙で３９人。令和６年の町議会議員一般選挙で１４人、第５０回衆議院議員総選

挙で１７人、第２７回参議院議員通常選挙で１７人であります。いずれも町に選挙

権がある方のみの数となります。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） 再問します。この町内８箇所の施設で不在者投票が今、

直近では参議院選は１７名の方が投票されたと答弁を頂きました。施設は８箇所ご

ざいますけども、このうちの８箇所、何箇所で不在者投票は行われたんでしょうか、

お尋ねします。 

○議長（米本義博君） 堺住民課長。 

〔住民課長 堺政仁君起立〕 

◎住民課長（堺政仁君） 町内８箇所の投票者数についての質問でございますが、

個別の人数につきましては、投票者の個人特定につながる恐れがございますので、

回答は差し控えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） ありがとうございます。障害を持つ人の一部の方には、

郵便での不在者投票ができると聞いています。郵便での不在者投票ができる要件に

該当する方は何人いるのでしょうか。また、どのようにして該当者に周知している

のか、お尋ねいたします。 

○議長（米本義博君） 堺住民課長。 

〔住民課長 堺政仁君登壇〕 

◎住民課長（堺政仁君） 郵便での不在者投票についてお答えいたします。身体障

害者手帳、傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で一定の要件を満た

す場合は、自宅で郵便による不在者投票ができることとされております。まず、身

体障害者手帳につきましては、記載された障害の種類、等級により判定されますが
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延べ３７８人が対象であります。 

なお、複数該当する方を含みます。傷病者手帳につきましては、対象者は０人で

ございます。介護保険の被保険者証につきましては、要介護５と書かれた方、１５

３人が対象でございます。周知につきましては、選挙の都度発行しております広報

あいずみ選挙特別号並びに町ホームページにて行っております。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） 再問します。先ほどのお答えで身体障害者手帳１級か

ら３級までの方、延べ人数が３７８人。傷病者手帳の方は０人で、要介護５の方は

１５３人、都合５３１人の方が対象ということでございますけども、周知につきま

しては、町の広報あいずみ、ホームページで周知しているというお答えを頂きまし

たけども、身体障害者の方、要介護５の方で町のホームページ見られるとか、広報

あいずみを見られる方とかというのは私の感覚ではちょっと少ない。なかなか見る

ことは難しいんじゃないかと思います。いかがでしょうか。 

○議長（米本義博君） 堺住民課長。 

〔住民課長 堺政仁君起立〕 

◎住民課長（堺政仁君） 周知についての御質問でございました。周知につきまし

ては、今現在行っている周知が十分でないという御意見ではございます。今後、周

知の拡充については検討してまいりたいと思います。以上です。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） はい、今後の周知については検討していただけるとい

うことでしたけども、もしよろしければ民生委員さんとか、そういう方を通じてし

ていただいたほうがより確実かなと思いますので、いかがでしょうか。 

〇議長（米本義博君） 再々問ですか。 

●２番議員（新居純一君） 再々問。 

○議長（米本義博君） 堺住民課長。 

〔住民課長 堺政仁君起立〕 

◎住民課長（堺政仁君） 周知に民生委員の力を借りるという御提案ありがとうご

ざいます。参考にさせていただきたいと思います。以上です。 
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○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） 過去４回の選挙で何人の方が郵便での不在者投票を利

用したのか、お尋ねします。 

○議長（米本義博君） 堺住民課長。 

〔住民課長 堺政仁君登壇〕 

◎住民課長（堺政仁君） 郵便による不在者投票の利用人数についてお答えいたし

ます。令和３年の町長選挙で４人、令和６年の町議会議員一般選挙で４人、第５０

回衆議院議員総選挙で５人、第２７回参議院議員通常選挙で５人であります。以上

です。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） 昨年の第１回定例会で元木議員の投票率向上の具体策

についての質問に、当時の住民課長より他の自治体の取組などを参考にしながら調

査研究を行い、啓発していきたいとの答弁がありました。これまでにどのような新

たな啓発活動を行ってきたのか、お尋ねいたします。 

○議長（米本義博君） 堺住民課長。 

〔住民課長 堺政仁君登壇〕 

◎住民課長（堺政仁君） 投票率向上のための啓発活動についてお答えいたします。

令和４年度より教育委員会が中心となり、中学生議会を開催しており、この経験が

選挙や政治を身近なものとして感じていただけるよい機会となっていると感じてお

ります。さて、令和６年度には、この中学生議会において選挙管理委員会より選挙

に関する啓発資料並びに啓発用品の贈呈を行い、さらなる啓発を行いました。また、

昨年の第１回定例会で元木議員から御提言を頂きました、期日前投票所での啓発用

品の配布につきましては、本町でも期日前投票所において啓発文入りポケットティ

ッシュ、子供向けの塗り絵等の配布を行いました。若年層の方は将来にわたって長

期間有権者となるだけでなく、その子供の投票行動につながることが期待されるた

め、若年層の方への啓発は投票率の底上げに有効であると考えております。今後も

広報車による投票の呼びかけなど地道な啓発活動を続けるとともに、特に若者に向

けた啓発活動を実施することで、投票率の向上に努めてまいりたいと考えておりま
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す。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） 再問します。先ほど私が質問さしていただきました、

他の自治体の取組などを参考にしながら調査研究を行い、啓発していきたいという

ことをさしてもらいましたけども、他の自治体の取組は調べてなかったんですか。

お答え願います。 

○議長（米本義博君） 堺住民課長。 

〔住民課長 堺政仁君起立〕 

◎住民課長（堺政仁君） 回答いたします。他の市自体の研究までは至っておりま

せん。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） 再々問します。あと１か月ちょっとで、今度１１月に

町長選と町議の補選があります。もしよろしければ、それまでに他の自治体の取組

があったら、何か参考にできるものがあったら、啓発していただきたいなと。ぜひ

とも投票率向上にそれをつなげていただきたいなと思います。回答をお願いいたし

ます。 

○議長（米本義博君） 堺住民課長。 

〔住民課長 堺政仁君起立〕 

◎住民課長（堺政仁君） 次回の選挙までの啓発ということでございます。選挙に

つきましては一番重要なことは何か、それは間違いなく最後まで選挙を遂行すると

いうことだと考えております。選挙の啓発につきましては、考え方といたしまして

は、無事に選挙が完了した後で、他の自治体を調べて進めてまいりたいということ

でございます。以上でございます。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） はい、ありがとうございます。次に町職員の年次有給

休暇についてお尋ねいたします。今年の１月、第１回定例会において、元木議員の

年次有給休暇の取得についての質問に、有給休暇の取得は職員にとって心身の疲労
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回復やリフレッシュ効果があり、それに伴う仕事に対するモチベーションや集中力

が高まり、仕事の質が上昇するといった効果が期待できます。また、働きやすい環

境づくりにおいて、年次有給休暇の確実な取得は欠かせない取組になっていますと、

小川理事が答弁しています。私も以前、他社で課長職を務めておりましたので、ま

ったく同じ思いでございます。でも、その答弁とは裏腹に町職員の年次有給休暇の

取得状況を見てみますと、１６組織の半分以上の組織で消化率５０パーセント以下

にとどまっております。労働基準法により、民間企業では年に１０日以上支給の場

合は５日取得が義務化されています。しかし、本町では年によっては、取得日数が

５日以下の組織が見受けられます。公務員には労働基準法が適用されませんが、こ

のような状態では到底職員の心身の疲労回復、リフレッシュができるとは思えませ

ん。私が勤めていた会社では、年次有給休暇は完全取得でございました。しかし、

本町でも、来年から急に完全取得には無理があるかと思います。そこで、まずは月

１回、計画的に年次有給休暇を職員が取得できることができれば快適な職場環境が

職場にもたらされる一助となり、組織力の向上が図れ、職員の定着につながるので

はありませんか、見解をお願いいたします。 

○議長（米本義博君） 小川理事。 

〔理事兼総務課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務課長（小川哲央君） お答えいたします。年次有給休暇の取得に関す

る御提案でございました。現在、職員に対しては４月末から５月初めの大型連休期

間や７月から９月の間で取得可能な５日間の夏季休暇に合わせて、計画的かつ積極

的に有給休暇が取得できるように周知をし、年次有給休暇の取得促進に取り組んで

いるところではございます。しかしながら、現状の取得状況を見てみますと、議員

おっしゃるように、十分に取得できるとは言えない状況であることは承知いたして

おります。もとより、職員の年次有給休暇は職員の心身のリフレッシュを図るだけ

でなく、人材確保、定着への貢献など様々な効果も期待できると認識いたしており

ます。年次有給休暇取得率向上のためには、有給休暇を取得しやすい職場づくりが

何より重要であると考えております。そのため、その方法として、議員の月１回取

得という御提案がございましたが、例えば年次有給休暇取得計画表を作成するとい

った取組が考えられます。具体的には、四半期別、月別などの期間で個人ごとの年

次有給休暇取得計画表を作成し、有給休暇の取得予定表を明らかにすることで、職
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場内において取得時期の調整がしやすくなり、また計画表の作成と併せて有給休暇

の取得を前提とした業務体制の整備をすることで有給休暇を取得しやすい職場づく

りが期待できると考えております。そのためにも職場の業務改善や業務の属人化を

解消し、チームで仕事をフォローし合う体制の確立をより一層推進していく必要が

ございます。有給休暇の計画的な取得は、職員の福利厚生の向上のみならず組織全

体の生産性向上に資するものであり、これらを踏まえて今後、実現可能な制度設計

と職場環境の整備に向けて段階的に取り組んでまいりたいと考えております。以上、

答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） ありがとうございます。計画表よろしくお願いします。 

まずは課長さんが自ら取っていただいたら、職員の皆さんも取れるかと思いますの

で、その点は重々よろしくお願いしたいと思います。 

次の質問をさせていただきます。令和６年度から新たな取組として管理職職員業

務改善施策提案制度を導入したと聞いております。この制度で職員の年次有給休暇

の取得向上に向けて、また他に何か提案があったのかお尋ねいたします。  

○議長（米本義博君） 小川理事。 

〔理事兼総務課長 小川哲央君登壇〕 

◎理事兼総務課長（小川哲央君） お答えいたします。管理職職員業務改善施策提

案制度における提案についての御質問でございました。議員が申されましたとおり、

昨年度、管理職職員業務改善施策提案制度を導入いたしました。これは、各課の事

務を掌理する課長職から業務改善や施策についての提案を求めることにより、町政

の施策充実や業務の効率化を図るとともに、課長職のスキルアップ、職員の意識改

革及び組織の活性化を図ることを目的としているものでございます。この制度によ

り、昨年度１１月に課長職によるプレゼンテーションを行ったところでございます。

各課長職からは、業務及び事務の能率向上に役立つもの、組織の活性化に役立つも

の、その他公益上有効であるものなど様々な提案がございました。その中で、議員

御質問の有給休暇の取得向上そのものの提案はございませんでしたが、その他有給

休暇の取得向上にもつながるという点においては、業務改善の提案が挙げられるわ

けでございますが、その意味ではＡＩを活用できる環境整備や、電子入札システム
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の導入、年末調整手続きの電子化といった業務改善効率化の提案がございました。

これらの提案は諸課題もあることから、直ちに実施するには至ってはおりませんが、

業務を改善することで業務の効率化を図り、その結果として有給休暇の取得向上に

もつながるものと考えております。今後も引き続き業務の効率化と有給休暇の取得

向上に一層努めてまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） はい、ありがとうございました。いろんな提案があっ

たということに安心いたしました。でも、提案を潰すことなく、提案は皆さんで真

摯に考え、そのよいところを褒めたたえて進めていってもらいたいなと思っており

ますのでよろしくお願いいたします。 

次に、図書館の障害を持つ方への対策についてお尋ねいたします。図書館の前庭

にあった木が数年前に伐採されました。伐採後、数年が経過し、切り株や根はもう

既に腐っていると思います。現在、障害を持つ方の駐車スペースは図書館東側にあ

りますが、雨天などにはとても困っていると聞きます。そこで前庭に障害を持つ方

の来館時の駐車スペースを設置してはと考えますが、お答え願います。 

○議長（米本義博君） 重見社会教育課長。 

〔社会教育課長 重見高博君登壇〕 

◎社会教育課長（重見高博君） 図書館の前庭の活用について御答弁いたします。

図書館の前庭につきましては、以前から有効活用できないか検討してまいりました。 

また、障害をお持ちの方の駐車スペースについては、雨天時の利便性を考慮し、図

書館入口に近い前庭への移設を求める御意見も寄せられておりました。これらの意

見などを踏まえて、東側の既存駐車場に加え前庭に障害者用駐車スペースの設置を

計画しております。現在、かかる費用の見積額の精査など、事業化に向けた準備を

進めているところでございます。以上、答弁させていただきます。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） 再問します。今、事業化を進めておられるということ

を伺いました。時期はいつごろの予定になりますでしょうか。 

○議長（米本義博君） 重見社会教育課長。 
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〔社会教育課長 重見高博君起立〕 

◎社会教育課長（重見高博君） 時期につきましては計画ができ次第ということで、

今現在、図書館にどの程度、障害者の方が来られて、何台ぐらい車の台数が必要か

とかその辺りの検討を進めているところでございます。できるだけ早期に実現でき

たらと思っておりますのでよろしくお願いします。以上です。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） 再々問いたします。まだ、時期は未定ということでご

ざいましたけども、もうぼちぼち令和８年度の予算編成の頃になるかと思います。

よければその辺のところも踏まえて、見積もり等の算段をお願いして予算計上して

いただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

○議長（米本義博君） 重見社会教育課長。 

〔社会教育課長 重見高博君起立〕 

◎社会教育課長（重見高博君） はい。適切に進めさせていただきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） 最後に、私の一般質問の進捗の確認をさせていただき

ます。昨年度のふるさと納税制度による寄付金額は節約志向の影響で、全国では５

年連続過去最高となっております。本町においても一昨年度に比べて６００万円増

加し、約３,２００万円となっております。本町では、藍住町行財政改革基本計画２

０２０で税収確保のため、ふるさと納税の推進をうたっております。しかし、板野

郡内では最も寄付金が少なかったと聞いております。本町においては、もっともっ

とふるさと納税制度による寄付金額を増やすことが私はできると思っております。

私は昨年の第３回定例会において、本町の誇るべき文化資源である、藍の魅力を発

信するため返礼品に藍染め体験の導入について質問したところ、藍の舘の指定管理

者に働きかけたいとの答弁がありました。現在の進捗状況をお尋ねいたします。  

○議長（米本義博君） 長楽建設産業課長。 

〔建設産業課長 長楽浩司君登壇〕 

◎建設産業課長（長楽浩司君） ふるさと納税体験型返礼品に関する状況につきま
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して御答弁させていただきます。ふるさと納税体験型返礼品につきましては、本年

度から藍の館の指定管理者となりました株式会社ボン・アームに協力を依頼してお

ります。藍の館における体験型返礼品のプラン案としては、次のような内容を検討

しております。藍の歴史などを学ぶ講座、奥村家住宅西座敷での藍のお茶や藍が練

り込まれたお菓子を食する体験、通常の藍染め体験よりも高度な技術の藍染め体験

を返礼品として検討しております。ふるさと納税は、寄付金額の３割までが返礼品

の費用となり、５割までがふるさと納税関係事務の費用となっております。今後の

手続きにつきましては、ふるさと納税関係事務を委託している株式会社さとふると

藍の館の間で具体的な配送や登録など、事務に関する協議を重ねまして、総務省に

新規返礼品の許可を得るための報告をいたします。 

なお、開始時期につきましては、年内を予定しているところでございます。以上、

答弁とさせていただきます。 

○議長（米本義博君） 新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） はい、ありがとうございます。１日も早く返礼品にな

るように期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。これで私の一

般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○議長（米本義博君） 以上で通告のありました５名の一般質問は終わりましたの

で、これで一般質問を終了します。 

お諮りします。議案調査のため、９月２０日から９月２３日までの４日間を休会

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（米本義博君） 異議なしと認めます。したがって、９月２０日から９月２

３日までの４日間を休会とすることに決定しました。 

なお、次回本会議は９月２４日、午前１０時、本議場において再開しますので、

御出席をお願いいたします。 

本日はこれで散会します。 

午後３時４２分散会 
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令和７年第３回藍住町議会定例会会議録（第４日） 

令和７年９月２４日藍住町議会定例会は、藍住町議会議事堂において再開された。 

１ 出席議員 

１番議員 栗島 和義 １０番議員 小川 幸英 

２番議員 新居 純一 １１番議員 林   茂 

３番議員 元木 春香 １２番議員 奥村 晴明 

４番議員 紙永 芳夫 １３番議員 佐野 慶一 

５番議員 竹内 君彦 １４番議員 森  志郎 

６番議員 永浜 浩幸 １５番議員 鳥海 典昭 

９番議員 森  伸二   

２ 欠席議員     

７番議員 前田 晃良 １６番議員 米本 義博 

３ 議会事務局出席者 

   議会事務局長 島川 紀子          主任  小倉 麻里 

４ 地方自治法第１２１条の規定に基づく説明者 

町長 髙橋 英夫 

副町長 齊藤 秀樹 

副町長 河原 英治 

教育長 堤  広幸 

教育次長 大地 亜由美 

会計管理者 山瀬 佳美 

理事兼総務課長 小川 哲央 

福祉課長 深見 亜喜 

企画政策課長 大隅 久視子 

税務課長 増原 浩幸 

健康推進課長 上崎 雅史 

保健センター所長 宮本 洋子 

社会教育課長 重見 高博 

住民課長 堺  政仁 

生活環境課長 鈴木 恵子 

建設産業課長 長楽 浩司 
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上下水道課長 畦地 英志 

５ 議事日程  

（１）議事日程（第４号） 

第１ 議第５４号 令和６年度藍住町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第２ 議第５５号 令和６年度藍住町特別会計（国民健康保険事業）歳入

歳出決算の認定について 

第３ 議第５６号 令和６年度藍住町特別会計（介護保険事業）歳入歳出

決算の認定について 

第４ 議第５７号 令和６年度藍住町特別会計（介護サービス事業）歳入

歳出決算の認定について 

第５ 議第５８号 令和６年度藍住町特別会計（後期高齢者医療事業）歳

入歳出決算の認定について 

第６  議第５９号 令和６年度藍住町水道事業会計利益の処分及び歳入

歳出決算の認定について 

第７  議第６０号 令和６年度藍住町下水道事業会計歳入歳出決算の認

定について 

第８  議第６１号 令和７年度藍住町一般会計補正予算について 

第９  議第６２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に

ついて 

第１０  議第６３号 藍住町の職員の育児休業等に関する条例の一部改正

について 

第１１  議第６４号 藍住町子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料

に関する条例の一部改正について 

第１２  議第６５号 戸籍総合システム機器更新業務契約の締結について 

第１３  議第６６号 （仮称）藍住町世代間交流施設整備事業の事業請負契

約の締結について 

第１４  議第６７号 藍住町教育委員会委員任命の同意について 

第１５  議第６８号 固定資産評価審査委員会委員選任の同意について 

第１６  議第６９号 藍住町立小中学校教員用端末購入契約の締結につい

て 



- 86 - 

第１７  請願第１号 選択的夫婦別姓制度を導入するための国会審議を求

める意見書の提出についての請願 

第１８  諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

第１９ 議会運営委員会及び各委員会における所管事務等に関する閉会中の

継続調査申出書について 

（２）議事日程（第４号の追加１） 

第１ 発議第６号 選択的夫婦別姓制度を導入するための国会審議を求

める意見書 
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令和７年藍住町議会第３回定例会会議録 

９月２４日 

午前１０時２６分開議 

○副議長（鳥海典昭君） おはようございます。米本議長、疾病のため、欠席の届

が出ておりますので、地方自治法第１０６条第１項の規定により、私が議長の職務

を行います。ただいまから本日の会議を開きます。 

 

○副議長（鳥海典昭君） 日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。監

査委員から毎月実施した例月出納検査の結果について、議長あて報告書が提出され

ておりますので、御報告しておきます。 

 次に、教育委員会から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、「教 

育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書」が議長あて提出され 

ておりますので、御報告しておきます。 

 

○副議長（鳥海典昭君） これより、日程に入ります。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

 

○副議長（鳥海典昭君） 日程第１、議第５４号「令和６年度藍住町一般会計歳入

歳出決算の認定について」から、 日程第１３、議第６６号「（仮称）藍住町世代間

交流施設整備事業の事業請負契約の締結について｣ までの１３議案を一括議題とし

ます。 

 本案については、所管の常任委員会に付託してありますので、委員長の報告を求

めます。 

 初めに、永浜厚生常任委員会委員長から報告を求めます。 

永浜浩幸君。 

〔厚生常任委員会委員長、永浜浩幸君登壇〕 

●６番議員（永浜浩幸君） ただいま、委員長報告を求められましたので、厚生常

任委員会に付託された６議案に対する審査の概要を御報告いたします。本委員会は

９月４日に開催し、髙橋町長ほか関係職員出席のもと、付託された６議案について

関係理事者に補足説明を求め、審査を行いました。委員からの主な質疑の内容及び

意見については次のとおりであります。 
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 議第５４号「令和６年度藍住町一般会計歳入歳出決算の認定について」のうち、

保育所総務費の報酬、給与、職員手当等で予算額の２０パーセントも不用額が出る

ということは何かあったのかという質問があり、保育所の職員給与に関しては、当

初予定をしていた職員数が確保できなかったということで、不用額が増えていると

の説明がありました。他の部署でも同じように見受けられるが、それも同じ理解で

よいのかとの質問があり、保育所に関してはそういう理由であるとの説明がありま

した。また、保健衛生管理費や西クリーンステーション管理費でも不用額があり、

給与などで何かあったのかという質問があり、令和６年度の当初予算のうち、給与

等の人件費というのは、前年度の１１月ごろに予算を立てており、その後の人事異

動等で不用額等が生じているというのも大きな１つの要因と考えているとのことで

した。そのほかには、４款衛生費の中の清掃費の額が大きいがその内訳はとの質問

があり、清掃費は清掃総務費、環境美化費、西クリーンステーション管理費、中央

クリーンステーション管理費等で構成されているとの説明がありました。 

議第５６号「令和６年度藍住町特別会計（介護保険事業）歳入歳出決算の認定に

ついて」のうち、介護保険料の収納率が、第９期介護保険事業計画の予定保険料収

納率９９．５パーセントを下回っている。給付が上がっているのに対し、介護保険

料の収納率が下がっているということは、この状態が続くと、第１０期計画期間に

おける介護保険料が上がってしまうのではという質問があり、令和９年度からの介

護保険料については、第１０期の介護保険事業計画の中で検討して定めていくとい

うことになっているため、現段階で上がる、下がる、据え置き等の回答はできかね

るとの説明がありました。また、わずかだが予定収納率を下回っているので、介護

保険料の収納率を上げる施策や段取りをしていかなくてはならないのではという質

問があり、介護保険は６５歳以上が対象であり、未納が発生すると保険料を支払う

ことが難しいため、保険料を滞納しないように６５歳になった時点で口座振替依頼

書や介護保険のパンフレットを送付し保険料の納付を促し、滞納がある場合はペナ

ルティがある等の説明をするなど、徴収率の向上には努力しているとの説明があり

ました。 

審査の結果、付託された６議案については、全会一致でいずれも原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

以上、９月４日に開催されました厚生常任委員会における付託議案に対する審査

の結果であります。令和７年９月２４日、厚生常任委員会委員長、永浜浩幸。 
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○副議長（鳥海典昭君） 次に、紙永建設産業常任委員会副委員長から報告を求め

ます。 

 紙永芳夫君。 

〔建設産業常任委員会副委員長、紙永芳夫君登壇〕 

●４番議員（紙永芳夫君） 前田建設産業常任委員会委員長、疾病のため、欠席の

届が提出されておりますので、副委員長をして、ただいま報告を求められました建

設産業常任委員会に付託された３議案に対する審査の概要を御報告いたします。本

委員会は９月５日に開催し、髙橋町長ほか関係職員出席のもと、付託された３議案

について関係理事者に補足説明を求め審査を行いました。委員からの主な質疑の内

容及び意見については次のとおりであります。 

議第５４号「令和６年度藍住町一般会計歳入歳出決算の認定について」のうち、

令和６年度における主要な施策の成果に関する説明書の中から、地籍調査事業につ

いて徳島新聞朝刊に地籍調査の進捗率に関する記事が掲載され、藍住町では前年度

からの伸び率が、県内３番目に大きい２．２パーセント増となっているが実績とそ

の要因は何か。また、本年度の状況はどうなっているのかとの質問があり、令和６

年度の進捗率については２３．８パーセントになっており、前年度２．２パーセン

トとなっていたが、前々年度は２．９パーセントの増となっている。地区の土地の

面積の大小などにもより、率も異なっているため、一定の評価だと考えている。ま

た、地籍調査の効果としては、災害復旧に迅速に役立つことなど、一定の理解が得

られているのが背景ではなかろうかと考えている。令和７年度は、東中富地区３地

区で朏傍示、直道傍示、権現傍示の０．２９平方キロメートルについて、１０月か

ら２か月程度かけ現地調査、現地の境界立会などを実施して事業を進めていく予定

となっている。この件に関しては、９月３日に総合文化ホールにて、土地所有者へ

の説明会を開催しているとの説明がありました。また、個別施設計画策定事業につ

いては、国の補助金もあるようだが、毎年実施しているものなのかと質問があり、

この事業については、社会資本整備総合交付金事業の防災・安全交付金を活用して

いる。また、本町において、個別施設計画策定事業にこの交付金を活用するのは初

めてとなっているとの説明がありました。その他にも、この事業の説明において、

「舗装に係る維持管理を効率的に行うために必要な情報を得ることを目的に、点検

を実施しました。」とあり、「調査結果で得た情報を基に個別施設計画を策定しま

した。」となっているが、修繕の必要性が高い順に進めていくとの記載があり、そ
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の点は理解できるのだが、なぜ個別に設計するのかとの質問があり、主要町道、主

に１級町道については舗装の打ち換え方法や、重要施設に接続している道路につい

ては、全てではないが路上路盤再生工法のいずれかの工法を検討しており、舗装の

打ち換えについては、現在でも実施しているが、内容は既存の舗装の全てを取り除

き新しく舗装をやり直す方法であり、目的は、舗装の破損がひどく、表層のみの補

修では十分な回復が期待できない場合に行う。特徴は、施工に手間と費用がかかる

が舗装面、道路面になるが、新設に近いきれいな仕上がりに期待できる。また、路

上路盤再生工法については、土壌において既設の路盤あるいは既設のアスファルト

混合物等の路盤を破砕し、同時にセメント改良やアスファルト乳剤などの安定処理

をすることで耐久性のある強化路盤を構築する。 

なお、路上路盤再生工法の工事費は、打ち換え、従来の工法よりも約３倍程度と

なるが、災害が発生した場合は緊急車両等の通行が急務となる箇所については、１

級町道など、耐久性のある道路をする必要があるため、この工法を採用している。

また、個別としているのは、町道の状況に応じて設計する必要があるためであると

の説明がありました。 

議第５９号「令和６年度藍住町水道事業会計利益の処分及び歳入歳出決算の認定

について」の中から、資本的支出の建設改良費の令和６年度繰越額１億６，４９０

万７，０００円については、どのような事業のため繰り越しを行ったのかとの質問

があり、翌年度繰越額については、老朽化に伴う第２浄水場を更新するため取得し

た用地の造成工事の費用に充てるための繰越である。また、事業の進捗状況につい

ては、５月に工事契約を締結し、現在工事の施工を行っており、年内には完成する

予定となっている。その後、来年度以降になるが、浄水場の本体工事に着手してい

くとの説明がありました。また、水道事業の貸借対照表の中から、流動資金の未収

金３，２４１万７，９３８円のうち、水道料金の未収金はいくらか、また徴収率は

どのようになっているかの質問があり、未収金額３，２４１万７，９３８円のうち、

水道料金の未収金については１，８０９万４，３３８円あり、徴収率は９６．４５

パーセントとなっているとの説明がありました。また、水道料金の未収金を回収す

るため、水道料金を滞納している方については、給水停止などの対応をしていると

思うが、令和６年の給水停止の件数は何件かとの質問があり、給水停止に至る前に

は未納となっている方に対して督促状の発送や個別訪問などを行い、未納となって

いる水道料金の早期納付をお願いしている。それでも納付を頂けない場合は給水停
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止の予告通知を発送し、その後、納付や連絡が無い方については、やむを得ず執行

停止を実施している状況である。また、令和６年度中の給水停止の件数について、

給水停止の予告通知が６６件、そのうち給水停止の執行に至ったのは１８件となっ

ており、今後も水道事業経営の健全性や公平性を確保するために水道料金の未収対

策にしっかりと取り組んでいきたいとの説明がありました。 

審査の結果、付託された３議案については全会一致でいずれも原案のとおり可決

するべきものと決定いたしました。 

以上、９月５日に開催された建設産業常任委員会における付託議案に対する審査

の結果であります。以上でございます。 

○副議長（鳥海典昭君） 次に、森総務文教常任委員会委員長から報告を求めます。 

森伸二君。 

〔総務文教常任委員会委員長、森伸二君登壇〕 

●９番議員（森伸二君） 副議長から委員長報告を求められましたので、ただいま

から、総務文教常任委員会に付託された６議案に対する審査の概要を御報告いたし

ます。本委員会は、９月８日に開催し、髙橋町長ほか関係職員の出席のもと、付託

された６議案について関係理事者に補足説明を求め、審査を行いました。主な質疑

の内容及び意見については、次のとおりであります。 

議第５４号「令和６年度藍住町一般会計歳入歳出決算の認定について」のうち、

令和６年度における主要な施策の成果に関する説明書に係り、外国語教育支援事業

について、英検補助の級別の内訳について質問があり、２級が７人、準２級が２２

人、３級が７２人、４級が３５人、５級が２７人であるとの説明がありました。 

適応指導教室事業について、キャロッ子学級が９６６万７，０００円計上されて

いるが、現状、何人ぐらい来ているか、また、過去から計算するとどれぐらい増減

したかとの質問があり、現在、キャロッ子学級に通っている生徒については、大体

２０名から３０名の間で登録されている。実際通って来られる生徒については、そ

の日によって数名という日もあるとの説明がありました。学校も登校せずにキャロ

ッ子学級にも行っていない方が相当いると思うが、その対応はどのようにしている

かとの質問には、この夏休み明けについては欠席数について各小中学校に調査をし

ているとともに、学校に来れていない児童生徒について、学校の方から働きかけを

していくように指示しているとの説明がありました。 

青少年相談事業について、相談受理件数６０件のうち、いじめ、不登校、児童虐
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待の様々な問題に悩んだ生徒に対して、また、保護者からの相談として何件、専門

機関につなげることができたのかとの質問があり、警察を含めて２件であるとの説

明がありました。 

災害物資集配拠点施設整備事業について、勝瑞・住吉地区の実施内容、これから

どのような建物と住民への対応がされるのか、また、当初計画はとの質問があり、

現在計画している東部地区の防災備蓄倉庫に関して、今後、実施設計をすることと

している。必要に応じて、広報等で住民の方に周知したいと考えているとの説明が

ありました。また、地域の皆さんから要望を聞いていただけるような場所を設定し

ていただきたいとの質問があり、現時点においては、町の動画や広報等で説明した

いと考えている。必要に応じて、防災訓練などの機会を利用して周知できないか検

討していきたいとの説明がありました。 

藍染普及推進事業について、藍の館が前年度に比べて２５％増の観光客の方が訪

れたということだが何か新しい取組をしたかとか、どのような要因で増えたのかと

の質問があり、指定管理者を指定して、様々な運営を始めたところ徐々に観光客が

戻ってきた。コロナ禍の影響が徐々に薄れたのが一番の影響かと思っているとの説

明がありました。また、２階の展示場の入口からバリアフリーができていないので

はというような声も聞くがその対応はどうしていくのかとの質問があり、建物の構

造上、エレベーターや車いすを上げるものを付けたりなどが非常に難しいため現状

はできていないとの説明がありました。さらに、館内の展示物の説明について、聞

いたけど答えが返ってこなかったため、説明ができるようにお願いしたいとの意見

があり、今後きっちりと説明できるように改善していくとの答弁がありました。 

情報発信ＤＸ化事業について、すぐメール、公式ＬＩＮＥ等は様々な行政全般の

迅速な配信が可能で、地域住民への情報提供が非常に効果的であると考えるが、登

録者に対してどのような取組をしているのかとの質問があり、新聞販売所にお願い

をして、全戸ポスティングにより、公式ＬＩＮＥが導入されますので御登録くださ

いというようなチラシをお配りした。その後、令和６年度には、広報あいずみ等で

周知を図り、広報の表紙に公式ＬＩＮＥ、メールの登録ＱＲコードを掲載している

との説明がありました。 

令和６年度藍住町一般会計歳入歳出決算報告書に係り、会計管理費について、役

務費で予算が３，４８０万円で支出が１，８２０万円、不用額が１，６６０万円と

なっているがとの質問があり、公金収納関係の１件当たりの手数料について支払い
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するものであり、実際の件数のほうが見積りよりも大分少なかったためこの金額に

なっているとの説明がありました。また、令和８年度の予算をあげるときには、こ

の辺も詳細にチェックをお願いしたいとの意見が出されました。 

議第６１号「令和７年度藍住町一般会計補正予算について」のうち、デジタル基

盤改革支援補助金について、どういったものに使われるのかとの質問があり、令和

７年度末までに国の定める標準化水準に適合したシステムの利用が自治体に義務づ

けられるとともに、国の整備するガバメントクラウドの活用が求められている。本

補助金はガバメントクラウド上で稼働する標準準拠システムへの移行にかかる経費

について対象となるものとの説明がありました。また、職員の労働環境の改善につ

ながるという認識でいいのかとの質問には、自治体の標準システム、住民記録、税

情報等のシステムについての国の定めによる標準化を行うための資金として交付さ

れるものであるとの説明がありました。さらに、以前、一般質問でも職員のＤＸ化

を促進していくというふうな方針が示されたと思うが、その内訳はあるのかとの質

問があり、今後、県とかのＤＸに係るアドバイザーなりの派遣を頂きながら検討し

て進めていくとの説明がありました。 

児童虐待防止対策等総合支援事業費の内訳はとの質問があり、現在こども家庭セ

ンターの児童福祉の担当の中で資格を持ったものに対する給与の補助金となってお

り、その補助金の増額分がここで計上されているとの説明がありました。 

議第６６号「（仮称）藍住町世代間交流施設整備事業の事業請負契約の締結につ

いて」に係り、契約金額２９億４，２５０万の内訳はとの質問があり、設計業務分

が１億８，７００万円、建設事業分が２７億５０万円、工事監理業務分が５，５０

０万円との説明がありました。建設業務分に関して解体費用はとの質問があり、契

約時の解体工事一式は１億３６８万６，０００円。みどり橋撤去、新橋の架橋工事

は２億４，８５２万７，０００円となっているとの説明がありました。建物の解体

について、勤労女性センターは設計のみで解体費用は入ってないのかとの質問があ

り、別の補助金を活用できる見込みがあり、より財源的に有利に進めるため解体工

事は別工事で発注することとしているとの説明がありました。また、物価高等で事

業費も後になれば高騰していくと思うが、大体いつ頃の着工予定で進めていくのか

との質問があり、令和１０年４月からとの説明がありました。避難所として洪水災

害時に十分機能するため、避難者を受け入れることを想定した諸機能の配置や動線、

また、防災対策の整備などどのような計画になっているのかとの質問があり、これ
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から設計していくことになるが、洪水での浸水災害への避難者としては２階以上で

の避難をしていただくことを想定しているとの説明がありました。また、これから

設計ということであるが、現時点ではこのような計画がまだされていないというこ

とかとの質問があり、現時点での提案内容としては、約２６０人相当が避難できる

よう計画しているとの説明がありました。みどり橋の撤去、新橋の工事について、

３億３，０００万の工事費用が現在の工事を行っていく上でかなり大きなウエイト

を占めており、もっと違うところで使ったらどうかとの意見もあるが、どのように

考えているのかとの質問があり、今まで説明させていただいたとおりであり、新し

い橋についても、今回の事業の整備に合わせて有効に利用するためのものであると

の説明がありました。また、今回の全体の工事の中で国の補助金が唯一出ていない

のがみどり橋であるが、これについてはどのように考えているのかとの質問があり、

補助の対象にはならないとの説明があり、さらに、理由はとの質問には、あくまで

もインフラ設備であるということで交付金の目的からはそれるため対象外となると

の説明がありました。プロポーザル方式にした利点はとの質問があり、新施設の設

計施工、みどり橋の解体、新橋の架橋、藍翠苑の解体、外構工事等、多岐にわたっ

ている。事業者からのノウハウや創意工夫が盛り込まれた実現性のある提案を採用

することによって、より合理的で効果的な事業の目的を達成することができるだろ

うということでプロポーザルを採用しているとの説明がありました。決定した業者

について、西松建設と教育施設研究所は文化ホールのとき予算的に増えたと思うが

今回はどうなのかとの質問があり、契約金額は現時点の物価に基づく契約金額とな

っている。今後、情勢によって増額となる可能性はあると思うとの説明がありまし

た。計画によれば３年間ぐらいかかると思うが、地元説明会とかをする予定はない

のかとの質問があり、事業スケジュール等が確定してきたら事業者が各近隣の住民

への説明にいくようにお願いしたいと考えているとのことでした。町からの接触は

ないのかとの質問があり、事業体の提案にもよると思うが、不足する場合、あるい

は必要な場合に応じて対応していきたいと考えているとの説明がありました。世代

間交流施設建設費の項目、財源構成の内訳を改めて議会に提出する必要があるので

はないかとの質問があり、財源の内訳については、先の全員協議会で説明させてい

ただいたという認識であるとの説明がありました。事業請負契約の費用について、

契約金額２９億４，２５０万円となっており、今回の請負契約の内容を見ると１，

０００分の１５の変動があれば契約額の変更ができるとあることに対する質問に
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は、値上がりは物価高であるため、仕方ないところもある。事業者には、創意工夫

しながらできるだけ抑えていただきたいとの話をしたとの説明がありました。物価

も賃金も毎年上がるかも分からない。１，０００分の１５では大きく上がるような

気がして懸念しているとの質問があり、基金を活用しているため、増加分が一般会

計に食い込まないように調整もしたいと考えているとの説明がありました。基金の

残りが１８億あり、今回１０億使って残りが８億となると思うが、この８億円の中

で算段するという理解でいいのかとの質問には、できる限り一般会計に食い込まな

いように考えていきたいとの説明がありました。契約の履行期間について質問があ

り、設計業務は令和７年１０月１日から令和１０年３月３１日まで。建設業務は令

和８年４月１日から令和１０年９月２９日まで。工事監理業務は令和８年４月１日

から令和１０年９月２９日までとの説明がありました。また、対価について設計業

務１億８，７００万円、建設業務２７億５０万円、工事監理業務は５，５００万円

でいいのかとの質問があり、そのとおりであるとの説明がありました。さらに、請

負契約に当たり、契約保証金は幾らになっているのかとの質問があり、２億９，４

２５万円であるとの説明がありました。事業請負契約案の中で、物価指数等とある

が、この物価指数というのは何を指しているのかとの質問があり、一般財団法人建

設物価調査会が毎月公表している建設物価建築費指数を用いることとなると思われ

る。建築費指数について、建物を建築する際の工事価格の変動を明らかにすること

を目的に作成されており、物価としての建築費の時点間や地域間での比較、建築費

の動向に関する時系列的な観察が可能となっているとの説明がありました。藍住町

を考える会が事業の中止を求める要請書と署名を町に提出されたが、要請されたグ

ループの団体とその後、要請について対話をしたのかどうか質問があり、していな

いとの説明がありました。また、町長がこの要請書の思いをどう受け止めたのかと

の質問があり、２期目の公約にもしているが、世代間交流施設はこれからの藍住町

の中でなくてはならない施設と考えており、しっかりと進めさせていただきたいと

の説明がありました。 

審査の結果、付託された６議案のうち、議第６６号については少数意見の留保の

申出があり、議第５４号、議第６１号から議第６３号、議第６５号までは全会一致

で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上、９月８日に開催されました総務文教常任委員会における付託議案に対する

審査の結果であります。令和７年９月２４日、総務文教常任委員会委員長、森伸二。 
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○副議長（鳥海典昭君） 次に、議第６６号「（仮称）藍住町世代間交流施設整備

事業の事業請負契約の締結について」は、林茂君から会議規則第７６条第２項の規

定によって、少数意見報告書が提出されています。少数意見の報告を求めます。 

林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） ただいま、少数意見報告を求められましたので、ただい

まから、９月８日の総務文教常任委員会において留保した少数意見を報告いたしま

す。 

１、議案番号及び件名、議第６６号（仮称）藍住町世代間交流施設整備事業の事

業請負契約の締結について、２、意見の要旨については次のとおりであります。 

藍住町が進める世代間交流施設整備事業に、住民グループ「藍住町を考える会」

が８月２８日、事業の中止を求める要請書と署名４７４筆を町に提出をいたしまし

た。要請書では、事業の問題点として、「莫大な費用がかかる。」、「予算の使い

方が町民のニーズに合っていない。」、「事業についての周知、説明が不足。」の

３点を指摘をしています。そして、今後、資材費や人件費の高騰により、町財政が

圧迫されるという恐れがあることを危惧しています。 

（仮称）藍住町世代間交流施設は、災害避難場所の一つにも指定される施設です。

気候変動危機を打開するため、自治体の役割として、いち早く太陽光発電を設置す

ることを強く求めます。さらには、みどり橋の撤去と新橋工事費に３億３，０００

万円も必要とします。国から補助金の対象になっていないのは、みどり橋だけです。

町民からは、「わざわざ橋がなくても、くるりと回ったら近いので、そんなお金が

かかるのだったら、もっと違うところで使ったらどうか。」との意見もあります。

町は、住民説明会を開くべきです。以上のことを強く要望し、少数意見の留保とし

ます。 

○副議長（鳥海典昭君） これより、会議規則第４３条の規定により、ただいまの

委員長報告及び少数意見報告に対する質疑を行います。御質疑のある方は御発言を

願います。 

新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） 林さんにお尋ねします。（仮称）藍住町世代間交流施

設、すいません。３つ質問があります。（仮称）藍住町世代間交流施設整備事業の
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ような巨額な箱物新設を行うとき、なぜ住民説明会を開く必要があるのでしょうか、

お尋ねします。 

○副議長（鳥海典昭君） 小休します。 

午前１１時０２分小休 

                          午前１１時０４分再開 

○副議長（鳥海典昭君） 小休前に引き続き、議会を再開いたします。 

新居純一君。 

〔新居純一君起立〕 

●２番議員（新居純一君） ただいまの発言、取り下げさせていただきます。 

○副議長（鳥海典昭君） ほかに質疑ありませんか。 

   〔質疑なし〕 

○副議長（鳥海典昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

○副議長（鳥海典昭君） ただいま、議題となっております議第５４号「令和６年

度藍住町一般会計歳入歳出決算の認定について」から、議第６６号「（仮称）藍住

町世代間交流施設整備事業の事業請負契約の締結について」までの１３議案につい

てのうち、議第６６号「（仮称）藍住町世代間交流施設整備事業の事業請負契約の

締結について」を除く１２議案は、各常任委員会において十分審議を尽くされたこ

とと思いますので、討論を省略し、直ちに原案のとおり議決いたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか、お諮りいたします。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（鳥海典昭君） 異議なしと認めます。したがって、議第５４号「令和６

年度藍住町一般会計歳入歳出決算の認定について」から、日程第１２、議第６５号

「戸籍総合システム機器更新業務契約の締結について」までの１２議案については、

原案のとおり可決されました。 

 

○副議長（鳥海典昭君） これから、議第６６号「（仮称）藍住町世代間交流施設

整備事業の事業請負契約の締結について」、討論を行います。討論はありませんか。 

竹内君彦君。 

〔竹内君彦君登壇〕 

●５番議員（竹内君彦君） 私は、議第６６号「（仮称）藍住町世代間交流施設整
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備事業の事業請負契約の締結について」、賛成の立場で討論いたします。これまで、

委員会や全員協議会で事業の財源やスケジュール、また、事業の必要性については

縷々、理事者から説明をされており、事業の実施については何ら問題のないことを

確認しているところであります。また、この問題としている事業費についても、事

業の主な財源は、基金、補助金、起債で構成されており、今後予想される物価高騰

に対しても十分に対応でき、町財政が圧迫されない内容となっておりました。これ

までの理事者からの説明を理解されていなかったのでしょうか。不思議でなりませ

ん。また、この事業を問題化したいと考えての反対でしょうか。もう少し物事を論

理的に判断されることを切に願いたいと思います。それから、桜づつみ公園のバー

ベキューエリアでも多くの署名が集められましたが、実際に署名した人から完成し

たものを見て、この施設のどこに問題があったのかと質問を頂きました。署名をす

る際に受けた説明とは大きく異なっており、不快感を感じたとのことでありました。

議員は、正しい情報を町民の皆さんに伝えることが役割であると強く感じます。今

回の議案は、これまでの説明で十分に賛成ができる議案でありました。以上で、賛

成討論を終わらせていただきます。 

○副議長（鳥海典昭君） 次に、原案に反対者の発言を許可します。 

林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） 私は、（仮称）藍住町世代間交流施設整備事業の請負契

約締結の中止を求める。この立場で、討論をいたします。１点目です。世代間交流

施設には、太陽光発電設備を含め、再生可能なエネルギー導入を断念したことです。

これは、令和７年１月１５日から２月１３日までの間、パブリックコメントを町は

実施をいたしました。そのパブリックコメントでは、「環境配慮に関すること」で、

「現在、毎年度どこかの施設に遅まきながら、太陽光発電を後から設置している状

況ですね。これからの建築物には、最初から太陽光発電設置すべきです。美しい川

辺も、気候変動への正しい緩和策をとらなければ、失われます。必ず、太陽光発電

を設置してください。」。この意見に対して町の考え方です。「太陽光発電設備も

含め再生可能なエネルギーが有効活用できるような施設や整備の導入を目指して」

まいりたい。このような答弁でございました。だが、現在の計画では、パブリック

コメントへの約束は破られたわけでございます。２点目です。町民の方から３２億

円もかけた世代間交流施設がなぜ必要なのか、今なぜ必要なのか、こういう疑問が
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出されてます。藍翠苑と女性センターの耐震強度がないことは問題なので、中止を

することには同意しますが、だが新しい施設をつくるのでなく、藍翠苑は取り壊し

をして、各地区にある老人憩の家の機能を維持をし、施設を充実することが必要で

す。地域であれば交通手段も心配なく、参加しやすくなります。公共施設は町民の

財産です。女性センターは耐震補強をして使うことを望みます。このことで、町の

財政支出も少なく済みます。３点目です。税金の使い道の優先順位が間違っている

という意見です。議会の質疑で明らかにされました。中富団地の１１階建てでは、

耐震性に問題があるのに、現在８３名の方が日々暮らしています。この点について、

今後適切にということで後回しをしています。明らかに危険なので、後回しにすべ

きではありません。人命を尊重し、早急に対策を立てるなど喫緊の必要な課題でも

あります。なぜ世代間交流施設計画が先なのか理解に苦しみます。４点目です。地

域で住民説明会を開いて、町民の意見を聞くことが必要です。藍翠苑と女性センタ

ーを利用している方は、定期的な利用者は４００名程度です。利用している方から

の意見は聞いていますが、利用していない町民の声は聞く機会もありませんでした。

これは公平性に欠けていないのかと疑問です。地域で説明会を開いて住民の皆さん

の意見も聞いて欲しかったことです。５点目です。町は文化ホール建設当初予算で

は、３８億円が工事完成時は５０億６，０００万円。建設の起債、借金が２１億１，

０００万円、利息が６，０００万円、２０年間払いで１年に１億５５０万円支払っ

ています。世代間交流施設も人手不足や建設資材の高騰で、建設費の高騰も大幅に

増加するのでないかと危惧します。今必要なのは、南海トラフ大地震に備えた対策

の強化です。木造住宅の改修事業や水道管の耐震化など促進をし、住民の命と暮ら

しを守ることです。そして、行政は利益を生まない施設への投資は極力しないこと。

バーベキュー場やパークゴルフ場もそうでした。きちんと収支計画を立て、せめて

赤字運営にならないようにすること。施設の赤字は、町民負担になります。今、町

民が求めているのは、学校給食費の無償化、子供の医療費一部負担金の免除、高い

介護保険料の引き下げや、太陽光発電導入など、町民の要求に応えるべきです。町

行政の役割は、高物価で暮らしが大変な町民の暮らしを支えるために税金を投入す

べきです。以上です。 

○副議長（鳥海典昭君） 小休します。 

午前１１時１６分小休 
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〔小休中に林茂君より、発言取消申出書の提出あり〕 

 

午後１時１３分再開 

○副議長（鳥海典昭君） 小休前に遡り会議を再開します。 

ただいま、林茂君から９月２４日の会議における発言について、会議規則第６４

条の規定によって、誤解を招く恐れがあるため、「工事完成時は」を「緑地広場駐

車場整備工事等を含めて」に訂正したいとの申し出がありました。 

お諮りします。これを許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（鳥海典昭君） 異議なしと認めます。したがって、林茂君からの発言訂

正の申し出を許可することに決定いたしました。 

 

○副議長（鳥海典昭君） ほかに討論はありませんか。 

紙永芳夫君。 

〔紙永芳夫君登壇〕 

●４番議員（紙永芳夫君） 副議長の許可を頂きましたので、議第６６号「（仮称）

藍住町世代間交流施設整備事業の事業請負契約の締結について」原案賛成の立場か

ら討論を行います。 

みどり橋の撤去については、理事者は今まで説明したとおりであり、新たな橋に

ついても、今回の事業の整備にあわせて有効に利用するためのものであるとされて

います。そもそも、施設利用計画における配置計画では、「バラ園北側駐車場、バ

ラ園、正法寺川公園を繋ぐ回遊動線を正法寺川沿いに計画し、これに面して新たな

施設を配置する。総合文化ホールと新たな施設を繋ぐ動線上に「新橋」を配置し、

中心核ゾーンと新たな施設を視覚的に繋げる。」とされています。また、動線計画

では「回遊導線は、子どもや女性をはじめとして、町民が安心して通行できるよう

視認性を確保し、またバリアフリーの観点から高齢者や障がいのある人が安全に通

行できるよう整備を行う。」ものとされています。この報告書に、町民からわざわ

ざ橋がなくてもくるりと回ったら近いのにとの意見もあるとされています。費用は

かかるということですが、そもそも配置計画や動線計画で考え方が示された中での

新たな橋であります。繰り返しとなりますが、動線計画では高齢者や障害のある人

が安全に通行できるよう整備を行うとあります。さらに申し上げると、この報告書
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における意見の要旨としては、事業の中止を求める要請書について書かれています。

事業の中止を求めるということは、現存の藍翠苑やバラ園の存続が前提なのでしょ

うか。で、あれば、なおさら高齢者でなく子供や移動弱者にも配慮があってしかる

べきと思います。みどり橋の撤去と新橋の整備は、委員会での理事者の答弁のとお

り、有効利用の観点からも当然に合理的な事業であることは明白です。そして、署

名について申し上げます。町民の皆様には様々な御意見があるのは当然であります。

しかし、バーベキューエリアの結果でも明らかなように、今回また新たな施設や費

用に結びつけた議論や要望など、印象操作のごとくバイアスをかけるような一部議

員の姿勢はいかがなものでしょうか。議員として、建設的、合理的なお考えをお持

ちいただけたらと思います。高齢者活動拠点施設の整備は髙橋町長の公約です。ま

た、（仮称）藍住町世代間交流施設は、藍翠苑と危険性を有する勤労女性センター

の建替事業でもあり、関係者の皆様の御意見を踏まえた上での極めて合理的な計画

であります。多くの町民の皆様が安心安全で持続的な施設の完成、新たな交流、そ

して新たなまちづくりに参画することを待ちわびています。速やかに契約を締結し、

事業を進めなければなりません。以上、町民の皆様の福祉向上、そして町の活性化

に資する、この原案に賛成いたします。議員各位の御賛同をお願い申し上げ、賛成

討論を終わります。 

○副議長（鳥海典昭君） ほかに討論ありませんか。 

新居純一君。 

〔新居純一君登壇〕 

●２番議員（新居純一君） 私は、議第６６号、（仮称）藍住町世代間交流施設整

備事業の事業請負契約の締結に反対の立場で意見を述べさしていただきます。 

今年の７月２３日付け徳島新聞によると、県立新ホール建設で本町と同じ公募型

プロポーザルに参加する事業者がいなかったとありました。その理由は、工事費の

上限が決まっていたからです。本町は、２０１８年にオープンした藍住町総合文化

ホールに多大な費用がかかったと聞いております。ところで、本町には９４億円も

の借金があります。今回の整備事業にはいい条件で起債ができると聞いております

が、借金には変わりありません。この資材価格や人件費が高騰する中で、今回締結

する事業請負契約書案では、きっちりと第７９条で賃金又は物価変動に基づく請負

代金の変更が認められております。どれだけの追加費用が発生するのかとても心配

です。現在、本町では多くの学校など公共施設の老朽化が進行しており、多くの資
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金を必要としております。ですから、使えるものは修理して使うべきだと私は思っ

ております。また、今後３０年以内に発生する確率が８０パーセントと、いつ発生

してもおかしくない南海地震に備えなくてはなりません。以上のことから、（仮称）

藍住町世代間交流施設整備事業は、一度立ち止まり再考すべきだと考えております

ので、私は、議第６６号、（仮称）藍住町世代間交流施設整備事業の請負契約の締

結に反対いたします。以上でございます。 

○副議長（鳥海典昭君） ほかに討論はありませんか。 

森伸二君。 

〔森伸二君登壇〕 

●９番議員（森伸二君） 議第６６号「（仮称）藍住町世代間交流施設整備事業の

事業請負契約の締結について」、私は原案に賛成の立場で討論を行います。 

（仮称）藍住町世代間交流施設は、老人福祉センター藍翠苑と勤労女性センター

を複合化し、さらに現在、別々の場所にある、ファミリー・サポート・センターや

消費生活センター、社会福祉協議会なども集約化する施設です。藍翠苑と勤労女性

センターはともに昭和５０年代前半に建設され、築後５０年近く経過し老朽化が進

んでいますが、現在もそれぞれ年間延べ１万６,０００人以上の大変、多くの皆さん

に利用されています。これから先も、高齢者や女性が生きがいを感じて元気に暮ら

していただくためには、引き続き活動、活躍の場を確保する必要があります。老朽

化が進む藍翠苑と勤労女性センターをこのまま個別に修繕、修復して利用するより

も複合化して建設するほうが、将来的な維持管理経費は当然、削減されます。さら

に、ファミリー・サポート・センターや消費生活センター、社会福祉協議会などを

集約化することで、町民の皆さんの利便性も大きく向上します。加えて、子育て世

代や学生なども利用できるオープンスペースやキッズスペース、学習スペースを設

けることで、新しい施設に高齢者や女性だけでなく、若い世代も集まり、まさに世

代間の交流が生まれ、希薄になりつつある地域のつながりも強化されます。つまり、

（仮称）藍住町世代間交流施設は、子育て支援、福祉、介護、教育の充実、快適な

住生活の確保という町民のニーズにまさに合致する施設であります。また、総合文

化ホールや中央保育所など周辺の施設の回遊性、連携性、安全面を考慮すれば、機

能に支障があるみどり橋の撤去と新橋の設置も当然必要であります。これら（仮称）

藍住町世代間交流施設建設の目的、メリットについては、これまで理事者側から議

会に対しても何度も説明があり、町民に対しても、町の広報紙やホームページ、Ｙ
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ｏｕＴｕｂｅなどで広く周知されてきております。藍住町の２０年後、３０年後を

考えれば、絶対に必要な施設であり、近年の物価、人件費高騰、迫りくる南海トラ

フ巨大地震の危機を考慮すると、逆に１日も早く建設すべきです。単純に一時的に

費用がかかるからという理由で反対するのではなく、町民のためを思えばこそ、先

を見据えた未来への投資も必要であります。何もしなければ、ただただ衰退を待つ

だけの町となります。以上の理由から、私は原案に賛成いたします。議員各位の良

識ある判断をお願いして、賛成討論を終わります。よろしくお願いします。 

○副議長（鳥海典昭君） ほかに討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○副議長（鳥海典昭君） これで討論を終わります。 

 

○副議長（鳥海典昭君） これから、議第６６号「（仮称）藍住町世代間交流施設

整備事業の事業請負契約の締結について」を採決いたします。 

この採決は起立によって行います。議第６６号「（仮称）藍住町世代間交流施設

整備事業の事業請負契約の締結について」原案に賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（鳥海典昭君） 起立多数です。 

したがって、議第６６号「（仮称）藍住町世代間交流施設整備事業の事業請負契

約の締結について」は、原案のとおり可決されました。 

 

○副議長（鳥海典昭君） 日程第１４、議第６７号「藍住町教育委員会委員任命の

同意について」を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） ただいま、副議長から提案理由の説明を求められましたの

で、議第６７号「藍住町教育委員会委員任命の同意について」説明を申し上げます。

氏名、山田昌俊。任命年月日、令和７年１０月１日であります。以上、御同意賜り

ますようお願い申し上げます。 

○副議長（鳥海典昭君） 議第６７号「藍住町教育委員会委員任命の同意について」

は、ただいま、町長から説明がありましたように、本案は人事に関する案件であり

ますので、質疑、討論を省略し、直ちに原案のとおり議決したいと思います。 
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これに御異議ありませんか。お諮りします。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（鳥海典昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、議第６７号「藍住町教育委員会委員任命の同意について」は、原案

のとおり同意することに決定しました。 

 

○副議長（鳥海典昭君） 日程第１５、議第６８号「固定資産評価審査委員会委員

選任の同意について」を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） ただいま、副議長から提案理由の説明を求められましたの

で、議第６８号「固定資産評価審査委員会委員選任の同意について」説明を申し上

げます。氏名、久次米貞美。選任年月日、令和７年１０月１２日であります。以上、

御同意賜りますようお願い申し上げます。 

○副議長（鳥海典昭君） 議第６８号につきましては、ただいま町長から説明があ

りましたように、本案は人事に関する案件でありますので、質疑、討論を省略し、

直ちに原案のとおり議決したいと思います。 

これに御異議ありませんか。お諮りします。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（鳥海典昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、議第６８号「固定資産評価審査委員会委員選任の同意について」は、

原案のとおり同意することに決定しました。 

 

○副議長（鳥海典昭君） 日程第１６、議第６９号「藍住町立小中学校教員用端末

購入契約の締結について」を議題とします。本案について提案理由の説明を求めま

す。 

髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） ただいま、副議長から提案理由の説明を求められましたの

で、議第６９号「藍住町立小中学校教員用端末購入契約の締結について」説明を申

し上げます。令和７年８月２８日に執行した指名競争入札において、落札者が決定
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いたしましたので、物品購入契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第８

号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規

定により、議会の議決を求めるものであります。内容を申し上げます。契約の目的、

藍住町立小中学校教員用端末購入。契約の方法、指名競争入札による契約。契約の

金額、１,４２５万６,０００円。内取引に係る消費税及び地方消費税額１２９万６,

０００円。購入台数、２４０台。契約の相手方、所在地、愛媛県松山市山越３丁目

１５－１５、名称、テルウェル西日本株式会社四国支店、代表者、支店長、山本英

幸。納品期限、藍住町議会の議決のあった日の翌日から令和８年３月２３日までで

あります。以上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○副議長（鳥海典昭君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○副議長（鳥海典昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

○副議長（鳥海典昭君） これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○副議長（鳥海典昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 

○副議長（鳥海典昭君） これから、議第６９号「藍住町立小中学校教員用端末購

入契約の締結について」を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（鳥海典昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、議第６９号「藍住町立小中学校教員用端末購入契約の締結について」

は原案のとおり可決されました。 

 

○副議長（鳥海典昭君） 日程第１７、請願の上程について、本日までに受理をし

ております請願は、開会日にお配りしました請願文書表のとおりであります。 

請願第１号「選択的夫婦別姓制度を導入するための国会審議を求める意見書の提

出についての請願」を議題といたします。事務局長に請願文書表を朗読させます。 

島川事務局長。 

◎議会事務局長（島川紀子君） （請願文書表を朗読する） 
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○副議長（鳥海典昭君） 請願第１号の紹介議員であります元木春香君から請願の

説明を求めます。 

元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） ただいま、請願に対する説明を求められましたので、

読み上げまして、説明にかえさせていただきます。 

選択的夫婦別姓制度を導入するための国会審議を求める意見書の提出についての

請願です。請願項目、選択的夫婦別姓制度を導入するための国会審議を求める意見

書を国会及び政府に提出することを求めます。 

請願理由、氏名は人が個人として尊重される基礎であり、個人の人格の象徴です。

しかし、日本においては、民法７５０条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従

い、夫又は妻の氏を称する」と定められているため、夫婦が同じ姓にならなければ

婚姻することができません。現在、法的に夫婦同姓を強制しているのは日本だけで

す。そして、婚姻届を提出した夫婦のうち約９５パーセントの夫婦において女性が

改姓している実態からすれば、夫婦同姓を強制する現在の制度は、事実上、結婚の

際に多くの女性に改姓に伴う負担を強いるものです。改姓後に旧姓を通称として使

用する「通称使用」でも、全ての場面をカバーできるわけではなく、戸籍上の氏名

しか使えない場合もあったり、本人の同一性を確認するための事務手続が煩雑にな

ったりと、様々な不便があります。改姓によってキャリアが中断されることもあり、

通称使用の拡大では根本的解決になりません。改姓に伴うこのような不利益を考え、

結婚を諦める人たちすらいます。 

選択的夫婦別姓制度は同姓か別姓かを「選択」できるようにするもので、婚姻の

際に夫婦同姓にするか別姓にするかについて、誰もが強制されることのない制度で

す。最近の世論調査では約７割が選択的夫婦別姓に賛成で、若年層ほど賛成が多く

なっており、選択的夫婦別姓制度の導入を待ち望む国民の声は切実です。 

ところが、日本政府は、１９９６年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度を導入す

る「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申したものの実現に至らず、２０２５

年５月には衆議院法務委員会で選択的夫婦別姓の導入に関する法案が約２８年ぶり

に審議入りしたものの、いまだ導入には至っていません。 

最高裁判所は２０１５年と２０２１年に夫婦同姓の強制は違憲ではないと判断し

つつも、制度の在り方は国会にゆだねるべきとしています。２０２４年６月には、
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日本経済団体連合会が導入を求める提言を発表しました。同制度の導入を求める地

方議会の意見書も次々と採択されており、徳島でも、すでに徳島県議会や複数の市

町村議会で同様の意見書が採択されています。２０２４年１０月の衆議院選挙を経

て、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する政党が国会で多数となり、同制度を導入

することは、国会が日本国民に対して果たすべき責任です。 

そこで、上記請願項目について、地方自治法第９９条に基づき、内閣総理大臣、

法務大臣など関係大臣に対する意見書の提出を決議していただくよう、請願します。 

以上、議員各位の御賛同をよろしくお願いを申し上げます。 

○副議長（鳥海典昭君） お諮りいたします。 

請願第１号については、藍住町議会会議規則第９２条第２項の規定により、常任

委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（鳥海典昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、請願第１号については、常任委員会への付託を省略することに決定

いたしました。 

 

○副議長（鳥海典昭君） これより、請願第１号「選択的夫婦別姓制度を導入する

ための国会審議を求める意見書の提出についての請願」に対する討論を行います。

討論はありませんか。 

永浜浩幸君。 

〔永浜浩幸君登壇〕 

●６番議員（永浜浩幸君） 私は、選択的夫婦別姓制度を導入するよう国に求める

この請願に賛成いたします。結婚の際に夫婦のいずれか一方の名字を選ぶという仕

組みは長く続いてきた日本の良さでもあり、家族を一つにまとめる力として大切に

されてきました。しかし一方で、社会の在り方や働き方が多様化する中で、この制

度の在り方に、不便や課題を感じている方が増えているのも事実です。そして、何

より大切なのは、個人の尊重、人権の尊重であります。名前は、個人の尊厳に深く

関わるものであり、結婚によって一方が名前を変えることが当然とされる現状は男

女間の負担の偏りにつながっています。選択的夫婦別姓はその偏りをなくし、さら

に選択の自由を広げる大切な制度であると考えます。今回の選択的夫婦別姓は強制

ではなく、選べる仕組みです。これまでどおり同じ名字を望む夫婦はそのままでよ
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く、別姓を選びたい夫婦にはその選択肢を認める。誰かに不利益を与えるものでは

なく、それぞれの暮らしや考え方を尊重する制度です。また、名字を変えないこと

で、仕事や地域での信用、長年築いてきた人間関係を保てるという利点もあり、こ

れは個人だけでなく、社会全体にとっても暮らしやすさを広げ、よりよい仕組みに

つながる制度になると考えます。私たち地方議会の役割は、町民の暮らしに根差し

た声を国に届けることです。結婚や家族の形が多様になっている今、その実状にあ

った制度を整えることは次の世代への安心を引き継ぐことになると確信します。以

上の理由から本請願に賛成いたします。 

○副議長（鳥海典昭君） ほかに討論はありませんか。 

林茂君。 

〔林茂君登壇〕 

●１１番議員（林茂君） 「選択的夫婦別姓制度を導入するための国会審議を求め

る意見書の提出についての請願」に、私は賛成の立場から討論をいたします。請願

に賛成する理由は、夫婦同姓を強制している課題を解決できるからです。現在は民

法７５０条によって、結婚する場合は夫と妻どちらかの名字を名乗る、夫婦同姓が

義務づけられています。夫婦同姓を強制する制度を採用している国は、世界で日本

だけです。これに対し、選択的夫婦別姓制度とは婚姻関係にある夫婦が別々の名字

を名乗ることを選択できる制度です。世界では、夫婦別姓が原則である国は中国、

韓国、ベルギーなど、夫婦別姓も同姓も選択できる国はアメリカ、イギリス、ドイ

ツなど、また、夫婦別姓が一般的である国はベトナムなど多く存在します。間違え

ていけないのは、名乗る名字を選択できる制度であって、従来どおり同一の名字に

してもよいということ。どちらを選ぶのかは、当事者が決める。このように考える

わけです。制度導入については、定期的に世論調査が行われており、昨年５月のＮ

ＨＫの世論調査では夫婦が同じ名字にするか、別々にするか、法律を改正して自由

に選べるようにする選択的夫婦別姓について賛否を聞いたところ、６２パーセント

が賛成、反対は２７パーセント、６０歳代の年代では７０パーセントが賛成してい

ます。今年２月の朝日新聞の世論調査では、賛成が６３パーセントで、反対の２９

パーセントを上回りました。全体的に見ると賛成の割合が多いことが分かります。

私たちは生きていく上で、進学や就職など様々な選択をします。結婚相手やどんな

家庭を築くのかも当事者たちの自由であり、名字が選択できないのは不自然です。

選択的夫婦別姓制度の導入に反対する人は、名字がバラバラだと家族としての一体
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感が損なわれてしまうといいます。両親が別姓だと子供がどちらの名字を名乗るべ

きか迷う、親と違うといういじめの原因になるんじゃないかと、このような心配も

あるようです。しかし、現在日本以外のほとんどの国では結婚しても名字が変わら

ない、もしくは同姓別姓選択できますから、反対派の意見によると日本以外の国々

は家族が崩壊しているということになりますが、でもそんなことは決してありえま

せん。自分の名字を自分で選ぶ権利は、憲法１３条、幸福追求の権利に関わります。

名字に愛着を持つ人、旧姓で築いたキャリアを大切にしたい人、あまりこだわりの

ない人、それぞれの幸福と自由をできるだけ尊重すべきだというのが憲法研究者の

共通した見解です。そして、根本的な問題は夫婦の名字だけでなく、個人の生き方

をどれだけ尊重するかという点です。例えば、同性同士の結婚は法的に認められて

いませんが、自治体によってはパートナーシップ制度を独自に設けています。この

点では、１人１人の生き方を認める社会に近づいていると感じられます。日本にお

いても、現行法では、日本人と外国人の婚姻、離婚、日本人同士の離婚については、

婚姻または離婚後の姓を選択できるのです。しかし、日本人同士の婚姻にのみ夫婦

同姓が強制されていることは、名字を変えたくない人が婚姻に際し、改姓を強制さ

れ不合理な二者択一を迫られるものであり、行政の平等と基本的人権を掲げた憲法

に反しています。希望する夫婦が婚姻後にそれぞれの婚姻前の姓を名乗ることを認

め、個人の尊厳が尊重されるべきです。政府には、夫、妻、各々が希望するのが生

まれ持った姓を戸籍上の姓として名乗れる制度の早期実現を求めたいと日本経済団

体連合会が政府に選択的夫婦別姓制度の早期実現を要望しています。昨年１０月の

３０日、国連女性差別撤廃委員会は政府に対し、法律で夫婦同姓を義務づけること

は女性差別であり、直ちに改正すべきと民法の差別的規定の廃止について、４項目

の勧告をしています。婚姻の自由や、氏名の変更を強制されない自由に関わる人権

問題と受けとめ、人権侵害を速やかに是正すべきです。藍住町議会として、国会審

議の推進を後押しをし、意見書の提出を求める本請願を採択することに改めて賛成

をし、議員の皆さん方に選択的夫婦別姓制度を導入するため、請願に賛同を呼びか

けまして、私の討論を終わります。 

○副議長（鳥海典昭君） 紙永芳夫君。 

〔紙永芳夫君登壇〕 

●４番議員（紙永芳夫君） 副議長の許可を頂きましたので、私は選択的夫婦別姓

制度を導入するよう国に求めるこの請願に賛成いたします。今の制度では、結婚の
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ときにどちらか一方の姓に統一しなければなりません。長年使ってきた名前を変え

ることに不便や戸惑いを感じる方が多くおられます。特に、女性にその負担が偏っ

ているのが現状です。名字が違っていても、夫婦や家族の絆が弱まることはありま

せん。むしろ、お互いの名前を尊重することで、より安心して暮らせる社会になる

と思います。ある世論調査では１８歳から２９歳までは約８割が賛成しており、６

０代までの世代でも賛成が多数となっています。７０歳以上では賛否が分かれる傾

向はありますが、一部の報道では７０歳以上での賛成が半数を超えるとの結果も出

ています。若い世代ほどでありませんが、私たちの世代を含め、多くの支持が広が

ってきていることが読み取れます。町民の中にもこの制度を望む声が広がってきて

おります。私たち地方議会からも、国にしっかりとその声を届けるべきだと思いま

す。以上の理由から本請願に賛成いたします。議員各位の御賛同をお願い申し上げ、

賛成討論を終わります。 

○副議長（鳥海典昭君） ほかに討論はありませんか。 

元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） 私は、選択的夫婦別姓制度を導入するよう国に求める

この請願に賛成いたします。前回一般質問において、髙橋町長にも選択的夫婦別姓

制度への御見解を伺いました。その際、町長からは国民の意見が大きく分かれ、社

会的合意が得られてない状況が続いており、現状では法改正には至っておらず、国

の動向を注視しているとの認識を示されました。しかし、現在行われている自民党

総裁選においても、５名全ての候補者が時間をかけた議論を進める必要があると繰

り返し、とどまっており、踏み込んだ議論に至っておらず、再び議論が停滞する可

能性も高い状況です。実際、この制度をめぐる議論は、１９９６年の法制審議会の

答申以来３０年余り続いており、賛成派、反対派の立場や理由は人によって様々で

あり、制度に対する考え方は非常に幅広く存在しています。制度導入にあたっては、

システムの改修や周知などを含めた一定のコストがかかることも事実ではあります

が、懸念点として最も多いのは、戸籍制度や親子で姓が異なることへの不安です。

しかし、選択的夫婦別姓制度が導入されても戸籍の機能は変わるものではなく、夫

婦と子供は１つの戸籍に記載され、家族関係は明確に確認でき、安心安全の基盤が

損なわれることはありません。そして、兄弟、姉妹の氏をそろえるなどの家庭内の

ルールづくりと、戸籍住民票で確認できる周知で実務上の混乱は抑えられ、丁寧に
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対応できると考えます。また、近年では、晩年での結婚も増えており、事実婚の場

合、条件を満たせば社会保障は受けられるものの、配偶者控除などの税制上の優遇

は法律婚が前提のため、基本的に対象外となります。そうした中で結婚に踏み切れ

ない、いわゆる結婚待機の方が全国で約５８．７万人にのぼるとも言われておりま

す。将来、どちらも名字を変えたくないのに選択肢がないのは違和感があるという

声や、自分が嫌なことを相手にさせたくないという思いやりの気持ちから、この制

度を望む人も少なくありません。結婚に対して何を重視するかは、世代によっても

大きく異なり、分野によっても視点は様々であります。そして、これまで以上に多

様になっていく個人の価値観や権利を尊重し、誰にとっても結婚が平等であり続け

るために、結婚の姓をどうするか選べる仕組みが求められており、選択的夫婦別姓

制度の導入が不可欠であると考えます。以上の理由から私は本請願に賛成いたしま

す。 

○副議長（鳥海典昭君） ほかに討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○副議長（鳥海典昭君） これで討論を終わります。 

 

○副議長（鳥海典昭君） これから、請願第１号「選択的夫婦別姓制度を導入する

ための国会審議を求める意見書の提出についての請願」を採決いたします。 

この採決は起立によって行います。請願第１号「選択的夫婦別姓制度を導入する

ための国会審議を求める意見書の提出についての請願」を採択することに賛成の方

は、起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（鳥海典昭君） 起立多数です。 

したがって、請願第１号「選択的夫婦別姓制度を導入するための国会審議を求め

る意見書の提出についての請願」は、採択することに決定しました。 

議事の都合により小休します。 

午後１時５８分小休 

  

   〔小休中に請願採択に伴う意見書について協議〕 

   〔小休中に議会運営委員会において、議事について協議〕 

〔小休中に議案及び議事日程（第４号の追加１）を配布する〕 
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午後２時４６分再開 

○副議長（鳥海典昭君） 小休前に引き続き会議を再開いたします。 

お諮りいたします。小休中に元木春香君から請願第１号の採択による意見書の議

案が提出されました。この議案は、所定の賛成者がありますので、成立いたしまし

た。これを日程に追加し、追加日程第１として、議題といたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（鳥海典昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第６号「選択的夫婦別姓制度を導入するための国会審議を求め

る意見書」についてを日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定い

たしました。 

追加日程第１、発議第６号「選択的夫婦別姓制度を導入するための国会審議を求

める意見書」を上程し、議題といたします。事務局長に議案を朗読させます。 

島川事務局長。 

◎議会事務局長（島川紀子君） （議案を朗読する） 

○副議長（鳥海典昭君） 提出者であります元木春香君より発議第６号について提

案理由の説明を求めます。 

元木春香君。 

〔元木春香君登壇〕 

●３番議員（元木春香君） 副議長の許可を頂きましたので、提案理由の説明をさ

せていただきます。選択的夫婦別姓制度を導入するための国会審議を求める意見書。 

 日本では、婚姻における夫婦別姓が認められないために、望まない改姓、事実婚、

通称使用などによる不利益や不都合を強いられている人が多く存在している。夫婦

同姓を法律で定めているのは日本だけである。婚姻の際、約９５パーセントが夫の

姓になっており、女性に多大な負担となっている。 

通称使用では、「旧姓併記」、「旧姓使用」での法的根拠がないために、本人で

あることを疑われたり、さまざまな事務手続きの煩雑さがある。働く女性にとって

は改姓によって「キャリアが中断される」との声も切実で、通称使用の拡大では根

本的解決にならない。 

法務大臣の諮問機関である法制審議会は１９９６年、選択的夫婦別姓導入などを
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含む民法改正要綱を答申した。最高裁判所は２０１５年と２０２１年に夫婦同姓の

強制は違憲ではないと判断しつつも、複数の反対意見が付され、制度の在り方は国

民の判断、国会に委ねるべきとしている。 

選択的夫婦別姓制度は、同姓か別姓かを「選択」できるようにするもので、誰も

が強制されることのない仕組みである。 

最近の世論調査では約７割が選択的夫婦別姓制度に賛成し、若年層ほど賛成が多

い。２０２４年６月には、日本経済団体連合会が導入を求める提言を発表した。同

制度の導入を求める地方議会の意見書も次々採択されている。 

２０２４年１０月の衆議院選挙を経て、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する政

党が国会で多数となり、同制度を直ちに導入することは、国会が日本国民に対して

果たすべき責任である。 

よって、国会及び政府においては、選択的夫婦別姓制度を直ちに導入するための

検討をおこなうよう、強く求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。２０２５年９月２４

日、藍住町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法

務大臣。 

○副議長（鳥海典昭君） お諮りいたします。発議第６号については、先ほどの請

願の採択による意見書でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに原案のとおり

可決したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（鳥海典昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第６号「選択的夫婦別姓制度を導入するための国会審議を求め

る意見書」については、原案のとおり可決決定いたしました。 

なお、意見書について速やかに関係機関に送付いたします。 

 

○副議長（鳥海典昭君） 次に、日程第１８、諮問第１号「人権擁護委員候補の推

薦について」を議題とします。 

お諮りします。本件はお手元にお配りいたしました意見のとおり、佐野洋子氏、

中野稔氏、友兼仁氏については適任であるとの答申をしたいと思います。これに御

意義ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○副議長（鳥海典昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」は、お手元にお

配りしました意見のとおり答申することに決定しました。 

 

○副議長（鳥海典昭君） 最後に、委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。 

各委員長から、目下、委員会において調査中の事件について、会議規則第７５条 

の規定によって、お手元にお配りしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申

出があります。 

お諮りします。委員長から申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（鳥海典昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、委員長からの申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定

しました。 

 

○副議長（鳥海典昭君） ここで、議会閉会前の御挨拶を髙橋町長からお願いしま

す。 

髙橋町長。 

〔町長 髙橋英夫君登壇〕 

◎町長（髙橋英夫君） ９月定例会閉会にあたりまして御挨拶を申し上げます。さ

て、今定例会は３日に開会し、本日までの２２日間にわたり御審議いただき、この

間、一般質問等におきまして、議員各位から防災対策を初め、教育、環境、福祉、

環境問題など、幅広い分野において貴重な御意見、御提言を賜りましたことを厚く

お礼申し上げます。今後とも本町の将来像を展望し、長期的な視点に立ち、持続可

能な行財政運営に取り組んでまいります。９月の下旬となりますと、朝夕は随分と

過ごしやすくなってまいりましたが、季節の変わり目は体調を崩しやすい時期でも

あります。どうか御自愛を頂きますとともに、皆様の御健勝をお祈りいたしまして、

閉会の御挨拶といたします。誠にありがとうございました。 

 

○副議長（鳥海典昭君） 以上で、本定例会の会議に付された事件は、全て終了し

ました。 



- 115 - 

議員、理事者各位におかれましては、御協力、誠にありがとうございました。 

これをもちまして、令和７年第３回藍住町議会定例会を閉会します。 

                                                   午後２時５６分閉会 
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